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資金使途を限定しない、一般資金 中 小 企 業 振 興 資 金

大規模な経済危機や災害等により著しい信用収縮、売上減少
等となった中小企業者が資金繰りに困ったとき

創 業 等 支 援 融 資

災害により被災し復旧を図るとき

創 業 支 援 資 金

事 業 再 生 支 援 資 金

売上原価率等が増加し資金繰りに困ったとき 経 営 環 境 変 動 対 応 融 資

既存資金の借換を通じて、経営改善や経営状況回復に向けた
取組を行うとき

こんなときにご利用できます

危 機 関 連 融 資

交流人口の増加対応や観光振興のため、観光関連事業を営
む中小企業者が顧客満足度を高める取組などを行うとき

事業承継に取り組むとき

　　経営革新を図るとき

中 小 企 業 活 性 化 資 金
赤字、利益減少、売上減少等となった中小企業者が資金繰り
に困ったとき

経営改善計画や事業再生計画に基づく既存資金の借換等を通
じて、事業再生に取り組むとき

倒産等企業に対して回収困難な債権が５０万円以上あるとき

経 営 安 心 借 換 資 金

定 時 返 済 不 要 短 期 資 金

金 融 機 関 提 案 型 資 金

おんせん県魅力アップサポート資金

小規模事業者が、設備・運転資金を必要とするとき

災 害 復 旧 資 金

過去に倒産経験がある者が、新たに創業するとき
（開業後５年未満を含む）

事 業 継 続 力 強 化 資 金

　　経営者保証なしに新たに事業を開始するとき
　　（開業後５年未満を含む）

経 営 者 保 証 不 要 融 資

金融機関の支援を受けつつ新たな事業展開や経営改善等の
取組を行うとき

　　短期運転資金を調達したいとき

県の各種施策に取り組む際に、事業実施に必要な資金を調達
するとき

お お い た 未 来 創 造 融 資

経 営 革 新 特 別 融 資

事業承継時、既往借入金返済等の事業資金に係る経営者の
保証を不要とする資金を必要とするとき

経営者保証解除特別融資（一般枠・特別枠）

専門家のサポートを受けながら、事業行動計画に基づき経営
力の強化を図るとき

経 営 力 強 化 資 金

中 小 企 業 経 営 改 善 資 金

・NPO法人が社会貢献活動を行う資金を必要とするときや、
　福祉・環境など地域社会の要請に基づき事業をするとき
・省エネルギー設備等を導入するとき　　など

・ や さ し さ ラ イ フ ビ ジ ネ ス 支 援 資 金

・ 新 エ ネ ル ギ ー 施 設 等 導 入 融 資 他

チ ャ レ ン ジ 中 小 企 業 応 援 資 金

事 業 承 継 資 金

国の認定を受けた事業継続力強化計画に基づき事業継続力
強化に取り組むとき

再 挑 戦 支 援 融 資

小 口 零 細 企 業 資 金

新たに事業を開始するとき（開業後５年未満を含む）

一般的な事業資金
を借りたい

経営が厳しい
事業再生に取り組みたい
既存資金の借換をしたい

積極的な事業展開により
有利な条件で資金調達
したい

創業したい
創業から間もない

旅館業、小売業、飲食業等

観光関連事業を営んでいる

金融機関の経営サポート
を受けたい

事業を承継したい

災害から復旧したい

小規模事業を営んでいる

災害に備えたい

短期で資金調達したい

返済負担を軽減したい

県の施策に対応した
資金等

賃上げをしたい
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令和８年度の主な改正点

創業支援資金の保証料率引き下げ

　　創業等支援融資及び再挑戦支援融資：0.35%→0.15%、経営者保証不要融資：0.55%→0.35%
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一

　

般

県内で、保証対象事業を行っている中小企業者又は組合
 設備・運転○○○○○N
 企業　　　　　　8,000万円
 組合　 　　　　　　　１億円

  10年以内(1年以内)

（基準利率）
 　１年以内　1.9%
 　５年以内　2.2%
 　７年以内　2.4%
  10年以内　2.6%

（保証料率Ａ）

年 1.15%以内
－

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保
証人は原則不要。
※３
担保は、必要に応
じて徴求する。

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
商工中金・伊予銀行・福岡銀行・
西日本シティ銀行・肥後銀行・
筑邦銀行・北九州銀行・宮崎銀行
・愛媛銀行

次のいずれかに該当する者
・直近の決算期において、税引前損益又は経常損益で損失を生じ、又は損失が確実と見込まれる
・最近３か月以上の売上高が、前年同期に比し５％以上減少している
・直近の決算期において、前年に比し経常利益が１０％以上減少し又は減少が確実と見込まれる
・製品等の売上原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入価格が、２０％以上上昇しているにもかかわらず、
  製品等価格に転嫁できていない

設備・運転　   8,000万円   10年以内(1年以内)
   （特別利率Ｂ）
   ７年以内 1.8%
  10年以内 2.0%

（保証料率Ｃ）
年 0.75%以内

－

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
商工中金・伊予銀行・福岡銀行・
西日本シティ銀行・肥後銀行・
筑邦銀行・北九州銀行・愛媛銀行

経 営 環 境 変 動 対 応 融 資

次のいずれかに該当する者
・最近３か月の売上原価率等（売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合）が前年同期に比
べ増加している
・最近１か月の売上原価率等が前年同月に比べ増加し、かつ、その後２か月を含む３か月の売上原価率等が前年
同期に比べ増加する見込み

 運転　8,000万円   10年以内(1年以内)

（特別利率F）
5年以内 1.5%
7年以内 1.8%
10年以内 2.0%

年　0%

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
商工中金・北九州銀行・宮崎太陽銀行・
西日本シティ銀行・福岡銀行・肥後銀
行・伊予銀行・筑邦銀行

危 機 関 連 融 資 中小企業信用保険法第２条第６項の規定による認定を受けた中小企業者  設備・運転　2億8,000万円   10年以内(2年以内) 別に定める 別に定める
市町村の認定書
が必要※１

①特定中小企業者（国、県指定の再生手続開始申立等企業に対し売掛金等を有する中小企業者）
②破綻金融機関関連中小企業者

運転         　  2,500万円

③特定取引中小企業者（再生手続開始申立等小規模企業者に対し取引条件の改善を行う者） 運転           　　500万円

④再建中小企業者
⑤再生支援中小企業者

運転          　 5,000万円   10年以内(2年以内)

既往借入金の借換えを行う者で、以下のいずれかの認定等を受けたもの
①セーフティネット保証５号
②最近１か月間の売上高、売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同月比で５％以上減少しているもの
③最近１か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近決算の同指標と比較して５％以上減少しているもの
④直近決算の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近決算前期の同指標と比較して５％以上減少しているも
の

設備・運転　   2億8,000万円   15年以内(5年以内)
（保証料率E）
年0.65%以内

市町村の認定書
や「売上高減少
要件確認書」等
が必要

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・西日本シ
ティ銀行・肥後銀行・筑邦銀行・北九州
銀行・宮崎太陽銀行・横浜幸銀信用組
合・愛媛銀行・伊予銀行

経営サポート会議による検討等に基づき作成又は決定された経営改善計画や事業再生計画を策定し、当該計画に
従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う者

設備・運転 2億8,000万円   15年以内(3年以内) 年0.25% -

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・西日本シ
ティ銀行・肥後銀行・筑邦銀行・北九州
銀行・横浜幸銀信用組合・愛媛銀行・伊
予銀行

短期の資金繰りに必要な資金を調達しようとする者  　運転　　　    5,000万円

1年以内
（ただし、金融機関等の審査に
より当初借入から起算して最長
５年間継続利用可能）

年1.8％ 年　0.15％ －

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
伊予銀行・福岡銀行・北九州銀行・
宮崎太陽銀行・横浜幸銀信用組合・肥
後銀行・西日本シティ銀行・愛媛銀行・
筑邦銀行

お お い た 未 来 創 造 融 資
下記制度の審査通過や認定、採択を受け、研究開発や事業化を行う者
・大分地域牽引企業創出事業　・ＯＩＴＡゼロイチ（一次審査通過）
・アクセラレーションプログラム　・アトツギベンチャー創出支援事業　他　※５

  設備 15年以内(2年以内)
  運転 10年以内(1年以内)

　７年以内 1.8%以内
 10年以内 2.0%以内
 15年以内 2.4%以内

年　 0.35%　※２

県の認定書、補
助金交付決定通
知書などが必要

※６

経 営 革 新 特 別 融 資 付加価値が相当程度向上するような経営革新を図る者
 設備　15年以内（1年以内）
 運転　10年以内(1年以内)

（特別利率Ｂ）
   ７年以内 1.8%
  10年以内 2.0%
  15年以内 2.4%

年    0.2%
経営革新計画の
承認が必要※１

①中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（以下、「経営承継円滑化法」という。）第１２条第１項
   各号の規定による認定を受けた中小企業者等
②経営承継円滑化法施行規則第１７条第１項の規定による確認を受けた中小企業者
③事業引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定した事業承継計画に基づき承
   継を行う者
④Ｍ＆Ａにより事業承継を行う者
⑤中小企業活性化協議会又は保証協会や金融機関等が承認した事業再生計画等に基づき事業を譲渡しよ
  うとする県内企業から事業承継を行う者

県の認定書、確
認書又は事業計
画書などが必要
※１

特 定 経 営 承 継 関 連 融 資 経営承継円滑化法第１２条第１項第１号イの規定による認定を受けた中小企業者の代表者

経営者保証解除特別融資（一般枠）
事業承継時、既往借入金返済等の事業資金に係る経営者保証を不要とするため、一定の要件を満たしていること
について経営者保証コーディネーターの確認を受けた中小企業者

経営者保証解除特別融資（特別枠）
事業承継時、既往借入金返済の事業資金に係る経営者保証を不要とするため、一定の要件を満たしていることに
ついて経営者保証コーディネーターの確認を受けた中小企業者

運転　　　　　 2億8,000万円

国の認定を受けた事業継続力強化計画に基づき事業継続力強化に取り組む者  設備・運転　2億8,000万円
  設備 15年以内(1年以内)
  運転 10年以内(1年以内)

年　 0.25%
国の認定書
が必要※１

宿泊業、飲食店、小売業、温泉施設、バス業、タクシー業、レンタカー業、その他交流人口の増加への対応、観光振
興のため必要であると知事が特に認める取組を行う者

 設備・運転　2億8,000万円
  設備 15年以内(2年以内)
  運転 10年以内(1年以内)

   （特別利率Ｂ）
   ７年以内 1.8%
  10年以内 2.0%
  15年以内 2.4%

年　 0.15% －

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・
北九州銀行・肥後銀行・伊予銀行・福岡
銀行

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら賃上げの目標設定を含む事業行動計画の策定並
びに計画の実行及び進捗の報告を行う者

 設備・運転・借換　2億8,000万円

  設備  7年以内(1年以内)
  運転  5年以内(1年以内)
　借換 10年以内(1年以内)

7年以内　1.8%
10年以内　2.0% 年　0%

利用者は事業行
動計画の進捗状
況等を金融機関
へ報告する必要
がある。

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・肥後銀行・筑邦銀行・
北九州銀行・西日本シティ銀行・愛媛銀
行・伊予銀行・宮崎太陽銀行・福岡銀行

経 営 力 強 化 資 金

事 業 承 継 資 金

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・
北九州銀行・伊予銀行中 小 企 業 経 営 改 善 資 金

　（保証料率Ｃ）
  年 0.75%以内

　
　特定中小企業

者
　は 年　0.25%

  10年以内(1年以内)

年　 0.15%　※２

年　0.05%　※２

不

況

対

策

・

資

金

繰

り

支

援

事 業 再 生 支 援 資 金

（特別利率E）
 ７年以内 1.6%
10年以内 1.8%
15年以内 2.2%

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・
北九州銀行・伊予銀行

お ん せ ん 県 魅 力 ア ッ プ サ ポ ー ト 資 金

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保
証人は原則不要。
※３
担保は、必要に応
じて徴求する。

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保
証人は原則不要。
※３
担保は、必要に応
じて徴求する。

市町村等の認定
書等が必要※１

 設備・運転　2億8,000万円

  設備 15年以内(1年以内)
  運転 10年以内(1年以内)

担　　保　　等
融  　　  　　　　　資　　　　  　　  　条　　　　　　    　件

その他の条件

前

　

向

　

き

　

な

　

取

　

組

　

支

　

援

　

等

経 営 安 心 借 換 資 金

事 業 継 続 力 強 化 資 金

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保
証人は原則不要。
※３
担保は、必要に応
じて徴求する。

   （特別利率E）

   ７年以内 1.6%

  10年以内 1.8%

  15年以内 2.2%
保証人不要。
担保は、必要に応
じて徴求する。

定 時 返 済 不 要 短 期 資 金

指定金融機関
その他の条件

特 別 資 金 （県が特定の施策を推進するために融資対象者を限定し、一般資金よりも低利で設定している政策資金）

担　　保　　等

区
分

資　　　　金　　　　名 融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者

融 資 限 度 額 融 資 期 間 （ う ち 据 置 期 間 ）

指定金融機関

一 般 資 金 （融資対象者を限定しない資金）

区
分

資　　　　金　　　　名 融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者
融  　　  　　　　　資　　　　  　　  　条　　　　　　    　件

  10年以内(1年以内)

融 資 限 度 額 融 資 期 間 （ う ち 据 置 期 間 ） 融 資 利 率 保 証 料 率

保 証 料 率

中 小 企 業 振 興 資 金

 （特別利率E）
 ７年以内 1.6%
10年以内 1.8%

中 小 企 業 活 性 化 資 金

チ ャ レ ン ジ 中 小 企 業 応 援 資 金

融 資 利 率

設備・運転 2億8,000万円

（別枠）

（別枠）
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創 業 等 支 援 融 資

次のいずれかに該当する者のほか制度要綱で定める者
・事業を営んでいない個人で、１月以内に新たに事業を開始
・事業を営んでいない個人で、２月以内に新たに会社を設立し事業を開始
・中小企業者である会社が別会社を設立
・上記の創業者等であって、創業から５年未経過

年 0.15%　※２

保証人は、必要とな
る場合がある。ただ
し、法人代表者以外
の連帯保証人は原
則不要。※３
担保不要。

経 営 者 保 証 不 要 融 資

次のいずれかに該当する者のほか制度要綱で定める者
・事業を営んでいない個人で、２月以内に新たに会社を設立し事業を開始
・中小企業者である会社が別会社を設立
・上記の創業者等であって、創業から５年未経過

　年 0.35%　※２
担保・保証人
不　　　　　 要

再 挑 戦 支 援 融 資

事業を廃止した者等で、当該事業廃止又は解散から５年を経過せず、次のいずれかに該当する者のほか制
度要綱で定める者
・事業を営んでいない個人で、１月以内に新たに事業を開始
・事業を営んでいない個人で、２月以内に新たに会社を設立し事業を開始
・事業を営んでいない個人が事業開始後５年未経過
・事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後５年未経過

　年 0.15%　※２

保証人は、必要とな
る場合がある。ただ
し、法人代表者以外
の連帯保証人は原
則不要。※３
担保不要。

一 般 融 資 火災、風水害その他災害により被災し復旧を図ろうとする者  設備・運転 　8,000万円 　10年以内（2年以内）
  （特別利率E）
   ７年以内 1.6%
  10年以内 1.8%

年 0.25%
市町村の証明
書が必要※１

知 事 指 定 災 害 融 資 知事が特に認める火災、風水害その他災害により被災し復旧を図ろうとする者 別に定める 別に定める 　　別に定める 　　別に定める 別に定める

普 通 貸 付 従業員20人以下（商業・サービス業５人以下）の小規模企業者、事業協同小組合等
（保証料率Ｄ）
年 0.85%以内

個人向け無担保無保証人貸付

次の全ての要件に該当する者
・大分県内において１年以上継続して事業を行っている
・融資申込前１年間に納期が到来した税額があり、当該税額を完納している
・信用保証協会からの無担保・無保証人保証以外の保証を受けていない

年　0.7%
担保・保証人
不　　　　　 要

低 燃 費 車 両 等 導 入 融 資

陸運局の貨物自動車運送事業の許可又は登録を受けた者であって、以下のいずれかに該当する車両を導入
するもの。ただし、導入する車両は、直接運送事業の用に供するものに限る
　イ　国土交通省がエネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）に基づいて定め
　　　る最新の燃費基準を達成した車両
　ロ　電気自動車、燃料電池自動車、水素エンジン自動車、天然ガス自動車
　ハ　その他排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両として知事が特に認めたもの

　設備　　　　　8,000万円
  （特別利率Ｂ）
   ７年以内 1.8%
  10年以内 2.0%

－

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫
・大分みらい信用金庫・日田信用金庫
・大分県信用組合・福岡銀行・西日本シ
ティ銀行・肥後銀行・伊予銀行

新 エ ネ ル ギ ー 施 設 等 導 入 融 資 新エネルギー施設や省エネルギー設備、自家発電設備、生産性の向上に資する設備を導入する者
設備・運転
　　　　　　　2億8,000万円

　（特別利率F）
　5年以内 1.5%
　7年以内 1.8%
　10年以内 2.0%

健 康 経 営 事 業 者 融 資 健康経営優良法人認定、または、健康経営事業所の認定を受けた者（初回認定から５年以内に限る）

優 良 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 融 資 優良産廃処理業者認定、または、おおいた優良産廃処理業者評価制度の認定を受けた者（初回認定から５年内に限る）

耐 震 化 促 進 融 資 改正耐震改修促進法により、耐震診断が義務付けられた者等 設備・運転 2億8,000万円 20年以内（2年以内）

 （特別利率Ｄ）
  　5年以内 1.0%
   10年以内 1.2%
   15年以内 1.6%
   20年以内 2.2%

年　0.25%

や さ し さ ラ イ フ ビ ジ ネ ス 支 援 資 金
・女性や高齢者などの創業や雇用の場を提供する事業・福祉・環境等の社会性のある事業や過疎地域等に
  おいて地域性を活かした事業を行う者
・社会貢献度の高い事業を行うNPO法人

 設備　　　         500万円
 運転　　　         500万円
 NPO法人つなぎ融資
                    1,000万円

  設備10年以内(１年以内)
  運転10年以内(１年以内)
  NPO法人つなぎ融資１年以内

大分県信用組合
短期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ

－ －

  担保：不要
  保証人
　：(法人)代表者の
み
　 （個人）１名必要

大分県信用組合

※４　条件変更により追加して発生する保証料（国補助分）については、利用者負担となります。　※５　対象施策については県ホームページをご確認ください。　※６　各事業の証明書については事業を実施する事務局にお問い合わせください。

新たな事業展開や経営改善等前向きな取組を行う者等（下段を参照）  指定金融機関所定   指定金融機関所定 指定金融機関所定 信用保証協会所定 指定金融機関所定 指定金融機関所定
大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合

※１　経営革新計画、国・県の認定書、確認書及び事業計画書等については、県経営創造・金融課にお問い合わせください。　　※２　大分県信用保証協会の割引後の保証料率です。　※３　「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができます。

地 域 産 業 振 興 資 金 （保証料率Ｂ）
年 0.85%以内

知事等の認定書
等が必要

担　　保　　等 指定金融機関
融 資 限 度 額 融 資 期 間 （ う ち 据 置 期 間 ） 融 資 利 率 保 証 料 率

金融機関提案型資金

融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者
融  　　  　　　　　資　　　　  　　  　条　　　　　　    　件

金融機関提案型資金

資　　　　金　　　　名
その他の条件

◎ご利用にあたっての詳細な融資条件などは、各資金の制度要綱・制度要領をご確認ください。

年　0.15％

 （特別利率Ａ）
 　　　2.1%

設備・運転
 企業　　　　　　8,000万円
 組合　 　　　　　　　１億円

　（特別利率Ｃ）
　１年以内 1.5%
　５年以内 1.8%
　７年以内 2.3%
 10年以内 2.5%

既存の保証付き
融資残高との合
計が、2,000万円
までに限る。

 10年以内（１年以内）

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫
・大分みらい信用金庫・日田信用金庫
・大分県信用組合・商工中金・北九州銀
行・西日本シティ銀行・肥後銀行・伊予
銀行

 設備・運転　　2,000万円   10年以内(1年以内)

融 資 利 率 その他の条件

小

規

模

事

業

者
小 口 零 細 企 業 資 金

創 業 支 援 資 金

創
　
業
　
支
　
援

災
害
復
旧

融 資 期 間 （ う ち 据 置 期 間 ）
指定金融機関

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・伊予銀行・福岡銀行・
西日本シティ銀行・北九州銀行・愛媛銀
行

－

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・
北九州銀行・伊予銀行・肥後銀行・愛媛
銀行

災 害 復 旧 資 金

担　　保　　等

   （特別利率E）

   ７年以内 1.6%

  10年以内 1.8%

 設備・運転 　3,500万円   10年以内(1年以内)

保証人は、必要とな
る場合がある。ただ
し、法人代表者以外
の連帯保証人は原
則不要。※３
担保は、必要に応じ
て徴求する。

県
の
施
策
対
応
等

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・
北九州銀行・肥後銀行・伊予銀行

保証人は、必要とな
る場合がある。ただ
し、法人代表者以外
の連帯保証人は原
則不要。※３
担保は、必要に応じ
て徴求する。

特 別 資 金 （県が特定の施策を推進するために融資対象者を限定し、一般資金よりも低利で設定している政策資金）

区
分

資　　　　金　　　　名 融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者
融  　　  　　　　　資　　　　  　　  　条　　　　　　    　件

保 証 料 率融 資 限 度 額

創 業 ・ 新 事 業 ほうわ地方創生支援資金（創業・新事業） 【取扱金融機関　(株)豊和銀行】 女 性 創 業 女性創業応援ローン 日 田 玖 珠 ・ 地 場 産 業 地場産業応援融資

【融資対象】創業する方（事業開始後１年以内の中小企業者）、新事業展開を図る方 【融資対象】女性創業者の方（第二創業、創業後３年以内の方を含む） 【融資対象】日田玖珠地域で地元の特色を活かした商品づくりを行っている製造業者

【借入金額】3,000万円以内 【融資期間】設備資金：10年以内　運転資金：7年以内 【協会保証】不要 【借入金額】1,500万円以内 【融資期間】設備資金：10年以内（据置１年以内） 【協会保証】不要 【借入金額】3,000万円以内 【融資期間】設備資金：10年以内　運転資金：5年以内 【協会保証】個別判断

【サポート】事業計画作成支援、マーケティング・マネジメント知識等の提供、販路拡大支援等 【サポート】おおいたスタートアップセンター等との連携、外部専門家派遣・セミナー等のご案内等 【サポート】事業計画・経営改善計画策定支援、外部専門家派遣、ビジネスマッチング支援等

成 長 産 業 ほうわ成長産業支援資金 【取扱金融機関　(株)豊和銀行】 成 長 支 援 成長応援ローン 日 田 玖 珠 ・ 創 業 新事業展開応援融資

【融資対象】観光、医療・介護、環境・エネルギー、食品製造・加工関連産業を営む中小企業者 【融資対象】事業拡大・新事業展開に取り組む方 【融資対象】日田玖珠地域で創業する方

【借入金額】２億円以内 【融資期間】設備資金：15年以内　運転資金：7年以内 【協会保証】不要 【借入金額】3,000万円以内 【融資期間】設備資金：10年以内（据置１年以内） 【協会保証】不要 【借入金額】1,000万円以内 【融資期間】設備資金：10年以内　運転資金：5年以内 【協会保証】個別判断

【サポート】販路拡大支援、コンサルティング支援、国・県の補助金・施策情報のご案内等 【サポート】事業計画作成支援、販路開拓支援、外部支援機関による事業計画進捗管理等 【サポート】事業計画・経営改善計画策定支援、外部専門家派遣、ビジネスマッチング支援等

公 的 施 策 関 連 チャレンジ企業応援融資 創 業 ・ 新 事 業 けんしん成長サポート資金"成るサポ"

【融資対象】国・県・市町村の①認定・認証等を受けて行う事業、②補助金等を利用して行う事業 【融資対象】創業、ものづくり、新事業展開を行う方

　　　　　　　　③重点事業等に関連する事業に取り組む方、④専門家の派遣による経営指導を受けている方 【借入金額】3,000万円以内 【融資期間】設備資金：15年以内　運転資金：7年以内 【協会保証】不要

　　　　　　　　⑤みらいビジネスマッチングサービスを利用されている方 【サポート】事業計画策定支援、補助金・経営革新等申請支援、事業計画実行支援等

【借入金額】5,000万円以内 【融資期間】10年以内（据置１年以内） 【協会保証】個別判断
【サポート】国・県等の施策情報提供、補助金等申請支援、販路拡大、企業連携支援等

【取扱金融機関　大分県信用組合】

【取扱金融機関　大分信用金庫】

【取扱金融機関　大分信用金庫】

【取扱金融機関　大分みらい信用金庫】

【取扱金融機関　日田信用金庫】

【取扱金融機関　日田信用金庫】

-4-



Ⅰ 大分県制度資金の概要
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１ 県制度資金とは 

 県では、中小企業・小規模事業者の資金調達の円滑化を図るため、各種制度資金を運営しています。

県は、金融機関に対して県制度資金の貸付原資の一部を預託し、金融機関はこれに金融機関の資金を

加えて融資を行います。 

 また、制度資金を利用する際は、信用保証協会による保証制度の利用が必要ですが（一部資金を除

く）、県は信用保証協会に対して保証料補助を行うことで、中小企業等が負担する保証料率を引き下

げています。 

 融資審査は、金融機関と信用保証協会が協議して行い、融資実行の際は県が決定した融資条件が適

用されます。 

２ 資金の種類 

 対象者等を限定しない一般資金と、県の特定施策を推進するために設定した特別資金があります。 

 ・一般資金・・・中小企業振興資金 

 ・特別資金・・・その他の資金 

３ 融資対象者 

 各資金ごとの融資対象者の要件に該当するほかに、以下のとおり信用保証協会の保証対象となる中

小企業者又は組合であることが必要です。 

 ①事業規模

 業種ごとに常時使用する従業員数又は資本金のいずれか一方が該当していることが必要です。 

（一部例外となる資金あり） 

業     種 資  本  金 従  業  員

製造業、その他（下記業種除く）          ３億円以下       ３００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下

ゴム製品製造業（自動車又は航空機

用タイヤ及びチューブ製造業並びに

工業用ベルト製造業除く）

３億円以下 ９００人以下

ソフトウェア業・情報処理サービス

業

３億円以下 ３００人以下

旅館業 ５，０００万円以下 ２００人以下

医業を主たる事業とする法人 － ３００人以下

小売業を主たる事業とする特定非営利活動法人 － ５０人以下

卸売業又はサービス業を主たる事業とする特定非営利活動法人 － １００人以下

その他の特定事業を行う特定非営利活動法人 － ３００人以下

※家族従業員、臨時使用人、会社役員は従業員に含まない。

-6-



※小規模企業者…中小企業者のうち、常時使用する従業員が２０人（商業またはサービス業を主たる事業とす

る事業者は５人）以下の会社及び個人で、特定事業（注）を行うものをいう。（宿泊業及び娯楽業は２０人以

下）

（注）特定事業とは、次に掲げる業種以外の業種に属する事業をいう。

イ）農業 ロ）林業（素材生産業及び素材生産サービス業を除く） ハ）漁業 ニ）金融・保険業（一

部金融業および保険媒介代理業、保険サービス業を除く）

○組合…制度資金の融資対象となる組合は、次のうち中小企業信用保険法に規定するもので、 

特定事業を行う者に限ります。 

    イ）事業協同組合、事業協同小組合及びこれらの連合会 ロ）企業組合 ハ）協業組合 ニ）商工組

合及びその連合会 ホ）商店街振興組合及びその連合会 ヘ）生活衛生同業組合、同小組合及びその

連合会 ト）酒造組合、その連合会及び中央会 チ）酒販組合、その連合会及び中央会 リ）内航海

運組合及びその連合会など中小企業信用保険法に規定する者。

②事業実績

  県内で保証対象事業を営んでいる必要があります。 

※創業支援資金等保証対象事業を営んでいなくても利用できるものもあります。 

③業種

  下記のとおり、業種により制度資金を利用できない場合があります。 

  また、許認可等を必要とする事業を営む方は許認可等を受けていることが必要です。 

※制度資金の利用対象とならない業種

農林漁業、投機的事業、金融業、保険業（一部金融業及び保険媒介代理業、保険サービス業を除く）、

宗教法人など信用保証協会の保証対象とならない一部の業種は、県制度資金を利用することができません。

 対象となる業種については、大分県信用保証協会にお問い合わせください。 
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４ 融資対象（資金使途） 

 融資の対象となる資金は、事業に直接必要な設備資金・運転資金です。資金別に定められた資金使

途のほかに、以下の制限があります。 

 ①投機や出資目的、生活資金や住宅資金は対象外です。 

 ②設備資金の場合、次のような条件があります。 

・原則として融資決定後に事業着手し、６ヶ月以内（但し、小口零細企業資金、創業支援資金、  

やさしさライフビジネス支援資金は４ヶ月以内）に完了する事業であること。 

・目的外使用、他人への譲渡・貸与及び投機の目的で使用されるものでないこと。 

・土地又は建物で、住宅等と併用又は併設されるときは、合理的な方法で算定された事業用の  

部分に限ること。 

５ 融資条件 

①融資限度額

  資金ごとの融資残高（設備資金及び運転資金ごとに融資限度額を定めている資金については、  

それぞれ）の合計は、その融資限度額を超えることができません。 

  中小企業者が組合の組合員である場合は、この中小企業者の直接の借入額と組合からの転貸額  

の合計額が、中小企業者に対する資金ごとの融資限度額を超えることができません。 

 また、県制度資金以外の借入れも含め、信用保証協会による保証を利用した借入れの合計残高

（保証残高）は、信用保証制度上の上限額（保証限度額）を超えることができません。 

 保証限度額は、通常は２億８千万円（組合は４億８千万円）ですが、後述するセーフティネット

保証制度が適用された場合は５億６千万円になるなど、利用する保証制度により例外があります。 

②融資利率

  融資利率は、一般資金に適用する基準利率と特別資金（やさしさライフビジネス支援資金及び金

融機関提案型資金を除く）に適用する特別利率Ａ～Ｈの９種類があり、それぞれ融資期間別に 

 下表の利率を適用します。 

※やさしさライフビジネス支援資金の融資利率は大分県信用組合の短期プライムレートを適用。 

※チャレンジ中小企業応援資金（おおいた未来創造融資）の融資利率は、上限利率以内で金融機関ごとに設定可 

1年以内 5年以内 7年以内 10年以内 15年以内 20年以内

一 般 資 金 基 準 利 率 1.9% 2.2% 2.4% 2.6% - -

特 別 利 率 Ａ - -

特 別 利 率 Ｂ 2.0% 2.4% -

特 別 利 率 Ｃ 1.5% 1.8% 2.3% 2.5% - -

特 別 利 率 Ｄ 1.6% 2.2%

特 別 利 率 E 1.8% 2.2% -

特 別 利 率 F 1.8% 2.0% - -1.5%

特別資金

融 資 期 間

2.1%

1.8%

1.0% 1.2%

1.6%
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③保証料率

  中小企業者の経営状況を踏まえた保証料率が適用されます。これを「保証料率の弾力化」と呼ん

でおり、経営状況が良好な企業には割安な保証料が適用されます。逆に厳しい経営環境にある企業

には高い保証料が適用されますが、それにより保証を利用できる可能性が広がります。 

  保証料率は、資金ごとに定められていますが、一覧表で「○％以内」と表示されている資金につ 

いては、各中小企業等の経営状況によって決定される「区分」（下表の①～⑨）により、保証料率 

が定められています。 

※表示の保証料率にかかわらず、セーフティネット保証が適用された場合の保証料率は０．７％（中小企業経

営改善資金の特定中小企業者に係るもの・地域産業振興資金耐震化促進融資・災害復旧資金（一般融資）等は 

０．２５％、おんせん県魅力アップサポート資金・地域産業振興資金新エネルギー施設等導入融資等は０．１

５％、中小企業活性化資金経営環境変動対応融資は０．００％など別に定める場合あり）

・チャレンジ中小企業応援資金（経営革新特別融資）、創業支援資金、事業再生支援資金は、セーフティネット

保証の適用外。

 ○担保がある場合などは、さらに保証料率の割引が適用される場合があります。 

   

④借り換え

  Ａ 保証付き融資の借り換え

やさしさライフビジネス支援資金及び中小企業活性化資金（経営環境変動対応融資）を除く

全ての県制度資金で借換えが可能です。また、信用保証協会の保証付き融資であれば、県制度

資金以外の融資からの借り換えもできます。 

  Ｂ 保証なし融資の借り換え

    県制度資金では、「金融機関は融資を行うにあたり、当該融資対象者の保証付債務以外の旧

債務の肩替わり、預金等の要請を行ってはならない」と規定しているため、保証付き融資以外

の借り換えを認めていませんが、次の資金では例外的に認めています。 

  （１）事業承継資金（経営者保証解除特別融資）

   ・事業承継時、既往借入金返済等の事業資金に係る経営者保証を不要とするため、一定の要件

を満たしていることについて経営者保証コーディネーターの確認を受けたとき。 

  （２）中小企業経営改善資金

   ・国又は県指定の再生手続開始申立等企業に対する回収不能債権が５０万円以上ある中小企業

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Ａ 1.00% 0.80% 0.60% 0.45%

Ｂ 0.80% 0.60% 0.45%

Ｃ 0.60% 0.45%

Ｄ 0.70% 0.50%

E 0.50% 0.45% 0.35% 0.25% 0.15%

A～C,E 1.90% 1.75% 1.55% 1.35% 1.15% 1.00% 0.80% 0.60% 0.45%

Ｄ 2.20% 2.00% 1.80% 1.60% 1.35% 1.10% 0.90% 0.70% 0.50%

0.60%

区 分

県 制 度 資 金
保 証 料 率

※ 比 較 参 考

信 用 保 証 協 会
基 準 保 証 料 率

1.15%

0.85%

0.75%

0.85%

0.65%
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者が、金融機関で割引した再生手続開始申立等企業の振出しに係る手形の買戻を行うとき。 

   ・破綻金融機関と金融取引を行っている中小企業者が破綻金融機関からの借入金の返済を行う

とき。 

   ・再生手続開始申立等のおそれのある中小企業者であって商工調停士が再建の見込みがあると

推薦した再建中小企業者が経営再建のため借り換えを行うとき。 

   ・中小企業再生支援協議会が経営再建計画の策定支援を決定した再生支援中小企業者が事業再

生のために借り換えを行うとき。 

  （３）小口零細企業資金

   ・やむをえない理由により経営困難に陥っている小規模企業者であって、経営の見通しが立つ

ものが経営再建等のために借り換えを行うとき。 

⑤融資条件の変更

  融資を受けた後、災害、代表者の疾病、その他この融資を受けた中小企業者の責任ではない事由

により事業の運営に重大な支障が生じたときは、中小企業者は、融資を受けた金融機関に融資条件

の変更を申請できます。 

  金融機関は融資条件の変更を承認したときは、意見書を付けてこの中小企業者とともに信用保証

協会に保証条件の変更を申請します。 

  保証協会が変更申請を受理し、次の事項をみたしていると認めたときに、保証条件の変更を行い

ます。なお、県制度資金融資要綱上の融資期間の上限を超える変更をする場合、又は、融資利率を

引き上げる場合には、事前に知事の同意が必要となります。 

  Ａ 保証条件変更の理由が妥当であること。 

  Ｂ 事業計画及び資金の償還計画が妥当なものであること。 

  Ｃ 一般債権者、取引先、従業員、近親者等の支援が確実であること。 

  Ｄ 金融機関の継続的支援が確実であること。 

  ○融資期間の延長については、変更申請時点から当該制度資金で認める融資期間の上限の範囲内

で上乗せして設定することを認めています。 

   また、融資実行前の条件変更も可能です。融資期間、融資利率、最終期日、据置期間等、保証

申込書に当初記載した条件を変更して融資実行する場合は、信用保証協会に対して「貸付前条

件変更」の申し出を行ってください。 

  ○令和９年３月３１日までは、既に貸し付けられている資金について、県制度資金融資要綱上の

融資期間を３年を上限に延長することができます。（新型コロナウィルス感染症緊急対策特別

資金は１０年、定時返済不要短期資金は最終貸出日から８年） 

⑥その他の条件

  Ａ 保証付き融資について、現に延滞又は求償権（中小企業者に対する保証付き融資につき、   

返済不能となった債務を保証協会が代位弁済することで消滅させた場合に、信用保証協会が中 

小企業者に対してその全部又は負担部分の返還を請求する権利）債務がないこと。 

（再挑戦支援融資で求償権消滅保証を同時に申し込む場合を除く） 
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  Ｂ 手形、小切手の第１回目の不渡りの発生又は発生記録をした電子記録債権の支払不能から   

６ヶ月又は銀行取引停止処分後２年を経過していること。 

  Ｃ 次に該当する方は、県制度資金を利用できません。 

   ・求償権の主債務者、同連帯保証人、その他求償権関係人(ex;事業継承者、相続人) 

   ・信用保証協会の保証付き融資について延滞中 

   ・手形交換所の取引停止処分中 

   ・破産、民事再生、会社更正、会社整理、特別清算等の手続中 

   ・休眠会社、休眠組合 

   ・その他不適格と認められるもの(税金等滞納、所有財産差押、粉飾決算、多額の高利借入、    

反社会的行為者、金融斡旋屋等の第三者又は暴力団関係者が介在している等) 

６ ご利用方法 

 金融機関に融資の相談を行ってください。商工会議所・商工会でも融資申込みができます。組合の

共同事業に係る融資については中小企業団体中央会に申し込んでください。 

 金融機関、信用保証協会の審査を受けたうえで、県の定める融資条件により金融機関から融資の貸

付が行われます。 

 なお、特別資金の場合、申込み窓口に申し込む際に市町村等の認定書、推薦書等が必要になる場合

があります。 

７ 融資申込みに必要な書類 

 ＜共通の必要書類＞ 

 融資申込書 申込書として資金ごとの「融資に係る通知書」が必要。

 信用保証に必要な書類

 （信用保証協会所定の様式）

○信用保証委託契約書（印鑑証明書添付）

○信用保証委託申込書

○連帯保証人明細書

 経営内容を確認する書類 ○直近の決算書及び最近の試算表（各２通）

○商業登記簿の謄本（法人の場合）

 業種によって必要となる書類

 許可・認可関係業種の場合 ○当該許可・認可証の写し

 組合事業に対する融資の場合           

  

○資金の借入れ決定に関する役員会の議事録の写し

○転貸先一覧表（転貸資金の場合）

 設備資金の場合

 機械設備等の購入 ○見積書又は仮契約書、カタログ

 土地の取得 ○土地売買に係る仮契約書の写し、土地登記簿謄本

 建物の新築 ○建物許可関係書類、建物平面図

・その他、保証協会及び指定金融機関が必要と認める書類

   ※資金によって、上記以外の書類が必要になります。各資金の「個別の必要書類」の欄を確認して下さい。
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８ 責任共有制度について 

 県制度資金は、下記の資金を除き責任共有制度が適用されます。 

 ・小口零細企業資金 

 ・創業支援資金 

 ・中小企業活性化資金の危機関連融資 

 ・経営安定関連保証（セーフティネット保証）を利用した場合（セーフティネット保証 5 号を除 

く） 

  ・経営改善借換資金で既往の責任共有対象でない貸付を残額の範囲内で借換した場合。 

・事業再生支援資金で既往の責任共有対象でない貸付を残額の範囲内で借換した場合。 

令和２年経済産業省告示第４９号により経済産業大臣が定めた期間内（当該期間を延長した期間 

を含む）に信用保証協会が保証申込みを受付し、かつ貸付実行されたＳＮ５号の既往貸付を事業 

再生支援資金で借換える場合も同様。 

９ セーフティネット保証について 

 セーフティネット保証とは、次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じ

ている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額とは別枠で行う信用保証協

会の特例保証制度です。 

 １号：大型倒産（再生手続開始申立等）の発生により、影響を受ける中小企業者 

 ２号：取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により、影響を受ける直接・間接取引のある中小

企業者及び近隣等に所在する中小企業者 

 ３号：突発的災害（事故等）により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を含む中小企業者 

 ４号：突発的災害（自然災害等）により、影響を受ける特定の地域の中小企業者 

 ５号：業況の悪化している業種に属する中小企業者 

 ６号：金融機関の破綻により金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金

融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 

 ７号：金融機関の相当程度の経営合理化（支店の削減等）に伴って借入れが減少している中小企業

者 

 ８号：整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると認められる

者 
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○「セーフティネット保証５号」概要

申込人資格要件  中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定による指定業種に属する事業を行う中小企

業者で、次のいずれかに該当することの認定を受けた特定中小企業者

（認 定 要 件）

 イ 最近３か月間の売上高等が前年同期比５％以上減少

 ロ 製品等の売上原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入価格が２０％以上上昇して

いるにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
  
保証限度額  ２億８，０００万円 （組合等の場合は４億８，０００万円）

 ※一般保証（２億８，０００万円以内 ）とは別枠

保証割合  ８０％保証

保証期間  １０年以内（据置期間１年以内）

保証料率  年０．８％以下（県制度資金利用の場合は年０．７％）

貸付形式  証書貸付、手形貸付

貸付金利  金融機関所定の利率（県制度資金利用の場合は県が定めた金利）

返済方法  原則として均等分割返済

担保・保証人  （担 保） 必要に応じて徴求。

 （保 証 人）  必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

○指定業種について

 指定業種の詳細につきましては、中小企業庁のホームページ（http://www.chusho.meti.go.jp/）でご確認ください。

（四半期毎に見直しが行われます。） 

○認定を受ける場合の手続きについて

 本店（個人事業主の方は主たる事業所）の所在地の市町村商工担当課等の窓口に認定申請書２通を

提出（事実関係を証明する書面等を添付）し、認定を受けてください。 

※認定申請書（例）P.95～ 
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Ⅱ 各資金の概要
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１．中小企業振興資金

（１）融資条件等

設備資金・運転資金

１年まで 年１．９０％
５年まで 年２．２０％
７年まで 年２．４０％
１０年まで 年２．６０％

原則として毎月均等返済

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

（２）融資の流れ

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

保証料率

返済方法

担　保　等

申込み窓口

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、
大分県信用組合、商工中金、伊予銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、肥後銀行、
筑邦銀行、北九州銀行、宮崎銀行、愛媛銀行

指定金融機関

融資対象者

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

設備資金・運転資金　１０年以内（うち据置１年以内）

保証料率Ａ（年１．１５％以内） セーフティネット保証 年０．７０％

企業　設備資金・運転資金　　８,０００万円
組合　設備資金・運転資金　　　　 　１億円

基準利率

県内で保証対象事業を行っている中小企業者又は組合

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

設備の必要理由

1 需要増加 本資金借入分

2 シェア拡大 万円

3 他金融機関

4 労働力不足 万円

5 新規事業 自己資金

6 その他 万円

（ ) その他

※ 万円

計 ※欄は同じ金額になります ※計 万円

必要理由（具体的に書いてください。）

（１）商品(材料)仕入資金

（２）買掛(手形)決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）その他

( ）

計

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機
関に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

金 額 設備資金調達先

万円

コスト引き下げによる競争力強化

金 額

借

入

金

の

使

途

運
転
資
金
の
場
合

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

必要な項目に○をつけてください。

設
備
資
金
の
場
合

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

資 本 金
（元入金）

支店） 万円

新設・増
設・補修
取替の別

今回計画中の設備の
種類・数量・単価等

大分県中小企業振興資金融資に係る通知書

人 臨 時
（ パ ー ト 含 ）

人
常用

（役員・
家族）

取 扱
品 目

最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

日

大 分 県 知 事　殿

具 体 的
業 種

最 近 の
月平均売上

万円
金融機関から
の借入金総額

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

人

万円

万円
借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

（均等償還に限る）
資 産 総 額

返 済
方 法

査　定
金　額

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・
家族除
く）

万円

月賦・年賦・半年賦

（

万円
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２．中小企業活性化資金

（１）融資条件等

設備資金・運転資金 運転資金 設備資金・運転資金

原則として毎月均等返済

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

（２）融資の流れ

融資利率

資金名称

２億８，０００万円

融資対象者

県内で保証対象事業を行っている中小企業者又は組合で、以下の要件のいずれかに該当する
もの。
①直近の決算期において、税引前損益又は経常損益で損失を生じ、又は損失が確実と
 見込まれる。
②最近３ヶ月以上の売上高が、前年同期に比し５％以上減少している。
③直近の決算期において、前年の決算期に比し経常利益が１０％以上減少し又は減少
 することが確実と見込まれる。
④製品等の売上原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入価格が２０％以上上昇して
 いるにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。

【経営環境変動対応融資】
原料価格の高騰等の影響を受ける中小企業者等で、以下の要件のいずれかに該当するもの。
①最近３か月の売上原価率等（売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」
の割合）が前年同期に比べ増加している。
②原則として最近１か月の売上原価率等が前年同月に比べ増加し、かつ、その後２か月を含
む３か月の売上原価率等が前年同期に比べ増加すると見込まれる。

【危機関連融資】
 中小企業信用保険法第２条第６項の規定による認定を受けた中小企業者※

１０年以内
（うち据置１年以内）

８,０００万円

経営環境変動対応融資一般融資

１０年以内
（うち据置２年以内）

危機関連融資

資金使途

融資限度額

融資期間

特別利率Ｂ
（７年まで　年１．８０％
１０年まで　年２．００％）

特別利率Ｆ（５年まで　年１．５０％
７年まで　年１．８０％
１０年まで　年２．００％）

保証料率

返済方法

担　保　等

申込み窓口

中
小
企
業
者
等

指定金融機関

※大規模な経済危機や災害等による著しい信用収縮が生じていると経済産業大臣が認める場合において、その
影響により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業の所在地を管轄する市町村長の認定を受
けた方。

大分銀行、豊和銀行、大分信
用金庫、大分みらい信用金
庫、日田信用金庫、大分県信
用組合、商工中金、伊予銀
行、福岡銀行、西日本シティ
銀行、肥後銀行、筑邦銀行、
北九州銀行、愛媛銀行

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

大分銀行、豊和銀行、大分信用金
庫、大分みらい信用金庫、日田信
用金庫、大分県信用組合、商工中
金、北九州銀行、宮崎太陽銀行、
西日本シティ銀行、福岡銀行、伊
予銀行、肥後銀行、筑邦銀行

保証料率Ｃ （年０．７５％以
内）
セーフティネット保証　年０．
７％

年０．００％ 別に定める

大分銀行、豊和銀行、大
分信用金庫、大分みらい
信用金庫、日田信用金
庫、大分県信用組合、商
工中金、北九州銀行、伊
予銀行

別に定める

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

申
込
窓
口

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定
④融資実行
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

□ 一般融資 代表者氏名

□ 危機関連融資 ＴＥＬ

万円

(記入しないでください）

万円

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月

１　主な取引金融機関

その他（ ）

２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

（具体的に記入してください。）

計

(必要な項目に○をつけてください。)

（１）商品(材料)仕入資金

（２）買掛(手形)決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）その他 計

( ）

  売上の推移

①額 直近３カ月間（ 万円） 前年同期間（ 万円） 前々年同期間（ 万円）

②指数 直近３カ月間（ 　　） 前年同期間 前々年同期間（ 　　）

  経常利益の推移

①額 直近年度（ 万円） 前年度（ 万円） 前々年度（ 万円）

②指数 直近年度（ 　　） 前年度 前々年度（ 　　）

  原油等価格上昇の影響

①原油等の仕入単価の上昇　（上昇率 　％） ②原油等が売上単価に占める割合（依存率 　％）

③製品等価格への転嫁の状況（ 　％）

申込に係る融資要件 　　赤　　字　　・　　売上減少　　・　経常利益減少　・　原油等価格影響

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「指数」については、前年同期間を１００として記入してください。

大 分 県 中 小 企 業 活 性 化 資 金
特 別 融 資 に 係 る 通 知 書

最寄りの商工会、商工会議所又は
指定金融機関
（組合にあっては、大分県中小企
業団体中央会）

大 分 県 知 事　殿

日

申 込
金 額

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

取 扱
品 目

査 定
金 額

従業員

常用
（役員・

家族除く）
人

常用
（役員・家

族）
人

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

臨 時
（ パ ー ト 含 ）

人

借 入
期 間

金 融 機 関 か ら の
借 入 金 総 額

万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

（均等償還に限る）

（ 支店）
資 本 金
（ 元 入 金 ）

万円

資 産 総 額 万円

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

今 回 計 画 中 の設 備の
種 類 ・ 数 量 ・単 価等

新設・増設・補
修取替の別

金 額

資
金
の
必
要
理
由

万円

100

運
転
資
金
の
場
合

金 額

万円

100

連帯保証人

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 人 と の 関 係 備　　考

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機関に備えていま
す。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

※「売上高の推移」については、直近、前年及び前々年の３カ月間の額及び指数を記入することとしていますが、決算書等によって他の
一定期間の額の把握が容易であれば、それを用いることとしてもかまいません。
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様式１－２

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。
年 月

事業所の所在地
企業名(商号)
代表者氏名
ＴＥＬ

万円

(記入しないでください）

万円

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月

１　主な取引金融機関

その他（ ）

２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

(必要な項目に○をつけてください。) （具体的に記入してください。）

（１）商品(材料)仕入資金

（２）買掛(手形)決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）その他 計

( ）

申込に係る融資要件

⑴最近３か月の売上高に対する「売上原価」又は「販管費」の割合（以下、「売上原価率等」）が前年同期に比べ増加

 ①売上 直近３か月間 　　　　　　　　　（ 万円）

 ②売上原価又は販管費 直近３か月間 　　　　　　　　　（ 万円）

 ③原価又は販管費が売上に占める割合 直近３か月間 　　　　　　　　　（ 　％） ②÷①×100

⑵最近１か月の売上原価率等が前年同月に比べ増加し、その後２か月を含む３か月の売上原価率等が前年同期に比べ増加見込み

 ①最近1か月の売上 直近１か月間 　　　　　　　　　（ 万円）

 ②その後２か月を含む３か月の売上 その後２か月を含む３か月間（ 万円）

 ③最近１か月の売上原価又は販管費 直近１か月間 　　　　　　　　　（ 万円）

 ④その後２か月を含む３か月の売上原価又は販管費　　その後２か月を含む３か月間（ 万円）

 ⑤原価又は販管費が売上に占める割合　　　 その後２か月を含む３か月間（   ％） ④÷②×100

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

売上原価　　・　　販売費及び一般管理費（以下、「販管費」）

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機
関に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

連帯保証人

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 人 と の 関 係 備　　考

運
転
資
金

金 額

万円

資
金
の
必
要
理
由

万円）前年同期間（

万円）前年同期間（

　％）前年同期間（

万円）前年同期間（

万円）前年同期間（

万円）前年同期間（

万円）前年同期間（

  ％）前年同期間（

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額

借
入
金
の
使
途

万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

万円

万円

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（パート含）

人
借 入
期 間

金融機関からの
借 入 金 総 額

万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

（均等償還に限る）
資 産 総 額

申 込
金 額

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

大 分 県 中 小 企 業 活 性 化 資 金
特 別 融 資 に 係 る 通 知 書
( 経 営 環 境 変 動 対 応 融 資 )

最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

大 分 県 知 事　殿

日

取 扱
品 目

査 定
金 額

従業員

常用
（役員・
家族除
く）
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３．中小企業経営改善資金

（１）融資条件等
県内で、保証対象事業を行っている中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。

（２）融資条件等

保証料率Ｃ （年０．７５％以内）
セーフティネット保証適用時　年０．７０％

国又は県指定の再生手続開始申立等企業者に対する回収不能な債権が50万円以上ある
か、または、取引額が全取引額の20％以上で回収困難な債権があることについて市町村
長が認定したもの。
※「再生手続開始申立等企業」とは、破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始
　又は特別清算開始の申立て等を行った企業で経済産業大臣または知事が指定したもの
　をいいます。
※国指定の再生手続開始申立等企業に対する認定の場合、セーフティネット保証が適用
　されます。

①特定中小企業
者

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

②破綻金融機
関関連中小企業
者

破綻金融機関と金融取引を行っている（借入金がある）ことについて市町村長が認定し
たもの。
※セーフティネット保証が適用されます。

原則として毎月均等返済

保証料率

①特定中小企業者
②破綻金融機関関連中小企業者

③再建中小企業者
④再生支援中小企業者

⑤特定取引中小企業者

特別利率Ｅ （７年まで年１．６０％ 　　　１０年まで年１．８０％）

特定中小企業者の保証料率に係る特例措置（当面の間)
　　保証料率Ｄ （年０．２５％）
　　セーフティネット保証適用時年　０．２５％

中小企業再生支援協議会が当該企業の経営再建計画の策定を支援する（第二次対応を行
う）ことを決定したもの。
※「中小企業再生支援協議会」は大分県商工会連合会内に設置されています。

売上の減少等の理由により、再生手続開始申立等のおそれのある中小企業者であって、
商工調停士が再建の見込みがあると推薦したもの。
※商工調停士は大分商工会議所及び大分県商工会連合会内に設置されています。

④再生支援中小
企業者

③再建中小企業
者

⑤特定取引中小
企業者

再生手続開始申立等を行った後も事業を継続している小規模事業者に対し、取引量の増
大や取引条件の改善を行った実績を有し、向こう２年以上の将来にわたって、それと同
等以上の取引関係を継続することについて誓約し、これにより当該再生手続開始申立等
小規模企業者の事業再建が促進される見込みであると商工調停士が推薦するもの。

資金使途

担　保　等

運転資金経営の維持及び安定のために緊急に必要な運転資金

融資期間
１０年以内
（うち据置１年以内）

１０年以内
（うち据置２年以内）

１０年以内
（うち据置１年以内）

融資利率

返済方法

融資限度額 ２,５００万円 ５,０００万円 ５００万円
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市町村長の認定書・セーフティネット保証６号認定書（P.25）

（３）融資の流れ

◎特定中小企業者、破綻金融機関関連中小企業者の場合
※再生支援中小企業の場合は「中小企業再生支援協議会長」の証明書が必要です。

詳しくは大分県商工会連合会にお問い合せ下さい。

◎再建中小企業者，特定取引中小企業者の場合

信用保証協会

申
込
窓
口

指定金融機関

①特定中小企業者

個
別
の
必
要
書
類

③再建中小企業者

④再生支援中小企業者

②破綻金融機関
関連中小企業者

商工調停士の推薦書（P.26～27）

中小企業再生支援協議会長の証明書（P.28）

商工調停士の推薦書（P.29～30）⑤特定取引中小企業者

市町村長の認定書（P.24）
国指定の場合はセーフティネット保証１号認定書でも可

融資対象者①、②、④は指定金融機関、商工会議所、商工会
融資対象者③、⑤は経営安定特別相談室（大分商工会議所及び大分県商工会連合会内に
設置）

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、
大分県信用組合、商工中金、北九州銀行、伊予銀行

指定金融機関

申込み窓口

中小企業者

市町村

信用保証協会

経営安定
特別相談室

中小企業者

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関

③申込

④書類送付

④書類送付

④保証申込

⑤保証決定

⑥融資実行

②認定①認定

申請

①申込

②保証申込

②書類送付

③保証決定

④融資実行

（商工調停士の推薦書添付）
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

必要な項目に○をつけてください。

（１）商品又は材料の仕入資金

（２）買掛金又は手形の決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）受取手形買戻し資金

（５）その他

( ）

資金の必要理由（具体的に記入してください。）

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

査　定
金　額

(記入しないでください） 常用
（役員・
家族除
く）

従業員

大 分 県 知 事　殿

具 体 的
業 種

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機
関に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

大 分 県 中 小 企 業 経 営 改 善
資 金 融 資 に 係 る 通 知 書

金 額

万円合　　　　　　　　　　　　　　計

取引の相手方であった再生手続開始申
立等企業名

借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

万円

借

入

金

の

使

途

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

最 近 の
月平均売上

万円
金融機関から
の借入金総額

万円

取 扱
品 目

（均等償還に限る）
資 産 総 額 万円

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

日

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（パート含）

人

万円
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様式 ３ 
年   月   日  

  大 分 県 知 事  殿 

                                                  住  所 

                                     申請者 

再生手続開始申立等企業者の指定について（申請）

 上記について、大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱第３条第１項の規定に基づき、再生手続開始申

立等企業者として指定されるよう申請します。 

記 

１ 企業名 

２ 所在地 

３ 代表者氏名 

４ 資本金 

５ 業      種 

６ 従業員数 

７ 取引金融機関 

８ 再生手続開始申立等の態様及び経過 

９ 負債の状況 

                                     件    数                    金額（千円） 

    負債総額              ［         ］           ［          ］ 

     金融負債            ［         ］           ［          ］ 

     一般負債            ［         ］           ［          ］ 

      大企業          （         ）           （         ） 

      中小企業          （         ）           （         ） 

      その他          （         ）           （          ） 

    一般負債のうち 50万円以上の中小企業     （         ）           （         ） 

10 債権者氏名及びその金額
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 様式 ４ 
中小企業信用保険法第２条第５項第１号の規定による認定申請書

大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書

年  月  日   

  市町村長          殿 

                                           申 請 者 

                                           住  所                     

                                           氏  名（名称及び代表者の氏名） 

                                                                                         

私は      が、    年  月  日        の申立を行ったことにより、下記の
とおり同事業所に対する売掛金の回収が困難となったことにより経営の安定に支障が生じておりま
                         

記 

１        に対する売掛金等                                     円  

  うち回収困難な額                                                     円  

２        に対する取引依存度                               ％（Ａ／Ｂ） 

 Ａ     年  月  日から  年  月  日までの 

  に対する取引額                                                     円  

 Ｂ 上記期間中の全取引額等                                             円  

番     号   

年  月  日   

 申請のとおり相違ないことを認定します。 

                                                  市町村長                            印 

 【注】１ 上記１、２のいずれかを記入してください。 

       ２  上記 には、再生手続開始申立等した企業名を、 には、「破産」、「再生手続開始」、 

     「更正手続開始」等を記入してください。

中小企業信用保険法第２条第５項第１号

大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱第２条第４号
に規定する特定中小企業者として認定

されるようお願いします。

すので、
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様式 ５ 

中小企業信用保険法第２条第５項

            第６号の規定による認定申請書

  年  月  日   

  市町村長            殿 

                                           申 請 者 

                                           住  所                     

                                           氏  名（名称及び代表者の氏名） 

                                                                                         

 私は、           が破綻金融機関等となったことに伴い、金融取引の正常化を図るため、破綻

金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていますので、中小企業信用保険法第２条第

５項第６号の規定に基づき認定されるようお願いします。 

記 

 １          に対する借入 

       年  月  日から   年   月   日までの          に対する 

     借入額 

                                                         円 

番     号   

年  月  日   

 申請のとおり相違ないことを認定します。 

                                              市町村長                印 

 【注】上記 には、金融機関の名称を記入する。
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 様式 ６ 

大分県中小企業経営改善資金（再建中小

企業者に係る資金）融資に係る推せん書

年  月  日   

  大  分  県  知  事   殿 

                                          ○○経営安定特別相談室 

                                          商工調停士                                    

 下記の者は、大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱第２条第７号に規定する再建中小企業者に 

該当すると認めますので、同要綱による資金の融資について意見を添えて推せんします。 

記 

 １ 企業名 

 ２ 所在地 

 ３ 代表者氏名                                      ＴＥＬ（   ）  － 

 ４ 資本金 

 ５ 従業員数 

 ６ 業種及び業態 

 ７ 事業経歴 

 ８ 借入申込金額                                   千円
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 ９ 融資に対する意見 

   (1) 経営が悪化した経緯及びその現状並びに再生手続開始申立等を仮定した場合の取引先等に与え    

る影響の度合 

    (2) 経営再建のための具体策 

(3) 関係者（債権者、取引企業、取引金融機関等）の支援の状況 

(4) 本資金の必要性及びその使途 

 【注】融資の推せんの根拠となった書類（決算関係書類、事業計画書、債権者名簿等）を必ず添付 

    してください。
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 様式 ７ 

大分県中小企業経営改善資金（再生支援中小

企業者に係る資金）融資に係る証明書

年  月  日   

  大  分  県  知  事   殿 

                                    大分県中小企業再生支援協議会 

                                    会   長                   

 下記の者は、大分県中小企業再生支援協議会において経営改善計画の策定支援を行うことを決定し、大分

県中小企業経営改善資金特別融資要綱第２条第８号に規定する再生支援中小企業者に該当することを証明

します。 

記 

１  対象企業 

企 業 名  所 在 地

代表者氏名                                  ＴＥＬ（   ）  － 

資 本 金  従業員数  業種及び業態

２  再生支援協議会に相談するに至った経緯 

３ メインバンク及び関係機関の支援姿勢 

４  大分県中小企業再生支援協議会の支援方針・体制 

５ 経営改善計画の策定スケジュール及び見通し 

-28-



 様式 ８ 

大分県中小企業経営改善資金（特定取引中

小企業者に係る資金）融資に係る推せん書

年  月  日   

  大  分  県  知  事   殿 

                                          ○○経営安定特別相談室 

                                          商工調停士                   

 下記の者は、大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱第２条第９号に規定する特定取引中小企業者に該

当すると認めますので、同要綱による資金の融資について意見を添えて推せんします。 

記 

 １ 企業名 

 ２ 所在地 

 ３ 代表者氏名                                      ＴＥＬ（   ）  － 

 ４ 資本金 

 ５ 従業員数 

 ６ 業種及び業態 

 ７ 事業経歴 

 ８ 借入申込金額                                   千円
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 ９ 取引の相手方たる再生手続開始申立等小規模企業者の概要 

   (1) 企業名 

   (2) 所在地 

(3) 代表者名 

(4) 資本金 

(5) 従業員数                 人 （再生手続開始申立等前ピーク時    人） 

(6) 再生手続開始申立等の態様（原因、形態、期日及び再生手続開始申立等前の業種・年商等） 

(7) 企業の現状 

 10 取引の相手方たる再生手続開始申立等小規模企業者との関係（取引内容、取引量、取引条件等に係る 

再生手続開始申立等以前と再生手続開始申立等以後の比較対比等について具体的に記述のこと。） 

 11 融資に対する意見 

(1) 再生手続開始申立等小規模企業者再建のための具体策（向後２年間以上の将来にわたって具体的に 

記述のこと。） 

(2) 本資金の使途及びその必要性 

 【注】再生手続開始申立等小規模企業者の再生手続開始申立等の事実を証する書類及び当該再生手続    

開始申立等小規模企業者と融資申込者との関係を証する書類並びに再生手続開始申立等小規模企業者 

宛に作成された取引関係継続契約書の写し各１通を必ず添付してください。 
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４ ．経営安心借換資金

（１）融資条件等

経営改善等に必要な借換資金

２億８，０００万円

特別利率Ｅ（７年まで年１．６％　１０年まで年１．８％　１５年まで年２．２％）

原則として毎月均等返済

指定金融機関

（２）融資の流れ

担　保　等

申込み窓口

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。担保については、必要に応じて徴求する。

・融資対象者②③④については「売上高減少要件確認書」、「売上高総利益率減少要件
確認書」又は「売上高営業利益率減少要件確認書」の作成が必要

備　　　考

融資対象者

県内で保証対象事業を行っている中小企業又は組合のうち、既往借入金の借換えを行う
者で、以下のいずれかの認定等を受けたもの。

①セーフティネット保証５号
②最近１か月間の売上高、売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同月の同指標と
比較して５％以上減少しているもの
③最近１か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近決算の同指標と比較して
５％以上減少しているもの
④直近決算の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近決算前期の同指標と比較して
５％以上減少しているもの

指定金融機関

市町村

資金使途

保証限度額

融資期間

融資利率

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用
組合、商工中金、西日本シティ銀行、肥後銀行、筑邦銀行、北九州銀行、宮崎太陽銀
行、横浜幸銀信用組合、愛媛銀行、伊予銀行

１５年以内（うち据置期間５年以内）

保証料率Ｅ（年０．６５％以内）

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

保証料率

返済方法

②※申込
③書類送付

③書類送付

③保証申込

④保証決定

⑤融資実行 ①※ 利用希望者は、融資申込前に金融機関と相談のうえ、

必要に応じてセーフティネット保証認定申請を

市町村へ行う（金融機関による代理申請ができる場合あり）

②※ セーフティネット保証を利用しない場合は、

「売上高減少要件確認書」等の作成が必要

①※
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

万円

(記入しないでください）

万円

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月

１　主な取引金融機関

その他（ ）

２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

1 セーフティネット５号

計 2 売上高減少要件確認書

3 売上高総利益率減少要件確認書

4 売上高営業利益率減少要件確認書

計

(必要な項目に○をつけてください。)

（１）商品(材料)仕入資金

（２）買掛(手形)決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）その他

計

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

設
備
資
金
の
場
合

設備の種類・数量・単価等 金 額

借

入

金

の

使

途

資
金
の
必
要
理
由

借
換
資
金
※
必
須

金 額 市町村認定等（該当するものに○印をつけてください。）

万円

万円

連帯保証人

万円

運
転
資
金
の
場
合

金 額

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 人 と の 関 係 備　　考

万円

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機
関に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

従業員
常用

（役員・
家族除
く）

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額

万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

（均等償還に限る）
資 産 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

万円

大 分 県 経 営 安 心 借 換 資 金
特 別 融 資 に 係 る 通 知 書

最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

大 分 県 知 事　殿

日

申 込
金 額

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

取 扱
品 目

査 定
金 額

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（ パ ー ト 含 ）

人
借 入
期 間

金融機関からの
借 入 金 総 額
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（１）融資条件等

　　事業者支援の枠組み）による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
②（独）中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画

④（株）整理回収機構が策定支援した再生計画
⑤（株）地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
⑥（株）東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
⑦私的整理ガイドラインに基づき成立した再建計画

（２）融資の流れ

⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画

⑪産業競争力強化法に規定する認定支援機関（（株）東日本大震災事業者再生支援機
　構法（平成23年法律第113号）第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含
　む。）の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画

特別利率Ｅ（７年まで年１．６％　１０年まで年１．８０％　１５年まで年２．２０％）

商工会等
（意見書添付）

⑫中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援
　事業によって策定を支援した事業再生の計画

指定金融機関

指定金融機関 信用保証協会

保証料率

担　保　等

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

返済方法 原則として毎月均等返済

申込み窓口 指定金融機関

・融資利用者は経営改善・事業再生計画の実施状況を金融機関へ報告が必要（四半期毎）

・金融機関は経営支援の実施状況を含め信用保証協会へ報告が必要（年１回）

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用
組合、商工中金、西日本シティ銀行、肥後銀行、筑邦銀行、北九州銀行、横浜幸銀信用
組合、愛媛銀行、伊予銀行

備　　　考

５．事業再生支援資金

県内で保証対象事業を行っている中小企業者又は組合で、以下のいずれかの計画（債権
者全員の合意が成立したものに限る。）に従って事業再生を行い、金融機関に対して計
画の実行及び進捗の報告を行うもの

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。（経営者保証免除対応の利用可）担保については、必要に応じて徴求す
る。

⑩（独）中小企業基盤整備機構が出資した投資事業有限責任組合が策定を支援した
　再建計画

①経営サポート会議（信用保証協会等を事務局とした金融機関等の関係者による

融資期間
分割返済：１５年以内（うち据置３年以内）
一括返済：１年以内

年０．２５％　※国の補助込みの率。補助条件については「事業再生計画実施関連保証（経営改善・

再生支援強化型）制度要綱（令和7年1月29日付中小企業庁制定による）

（原則責任共有対象。但し、責任共有対象外資金を残高以内で本資金へ借換える場合
は、引き続き責任共有対象外を維持。令和２年経済産業省告示第４９号により経済産業
大臣が認めた場合として定めた期間（当該期間を延長した場合は延長した期間を含
む。）に信用保証協会が保証申込を受付け、かつ貸付実行されたSN保証５号による既往
借入金を本資金で借換える場合は、責任共有対象外となる。）

融資対象者

資金使途 策定した経営改善計画、再生計画の実行に必要な資金

融資限度額 設備資金・運転資金　２億８，０００万円（別枠）

③特定認証紛争解決手続（産業競争力強化法第2条第16項に規定）に従って作成され
　た事業再生計画

⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
　で、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成11年法律第158
　号）に基づく調停における調書（同法第17条第1項の調停条項によるものを除
　く。）又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの

融資利率

①（経営改善計画等

策定後）申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定④融資実行

⑤計画実施状況等報告 ⑥計画実施状況等報告
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

計 計 万円

資金を必要とする理由（具体的に記入して下さい。）

　計画策定にあたって支援等を受けた支援機関等を○印で囲んでください。

12中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

万円

10（独）中小企業基盤整備機構が出資した再生ファンド、11産業競争力強化法に規定する認定支援機関

大 分 県 事 業 再 生 支 援 資 金
特 別 融 資 に 係 る 通 知 書

大 分 県 知 事　殿

日

取 扱
品 目

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（パート含）

人

万円
金融機関から
の借入金総額

万円

万円
最 近 の
月平均売上

金 額

８自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン、９中小企業の事業再生等に関するガイドライン

借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

万円

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

（均等償還に限る）
資 産 総 額

万円

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

設備の種類・数量等
金 額 運

転
資
金
の
場
合

必要な運転資金の内容

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機関に備
えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

従業員

査　定
金　額

(記入しないでください） 常用
（役員・
家族除
く）

計

画

策

定

支

援

５（株）地域経済活性化支援機構、６（株）東日本大震災事業者再生支援機構、７私的整理ガイドライン、

１経営サポート会議、２（独）中小企業基盤整備機構、３事業再生ADR、４（株）整理回収機構、
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６．定時返済不要短期資金

（１）融資条件等

資金繰り改善等に必要な事業資金

運転資金　５，０００万円

年１．８０％

一括返済

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

（２）融資の流れ

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

保証料率

返済方法

担　保　等

申込み窓口

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

備　　　考
金融機関や信用保証協会の審査により１年以内の期間で借換えを行うことで、初回利用
時から起算して最長５年間継続利用可能

融資利率

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、
大分県信用組合、伊予銀行、福岡銀行、北九州銀行、宮崎太陽銀行、横浜幸銀信用組
合、肥後銀行、西日本シティ銀行、愛媛銀行、筑邦銀行

指定金融機関

１年以内

年０．１５％

融資対象者
県内で保証対象事業を行っている中小企業又は組合で、資金繰り改善のために必要な短
期資金を調達しようとするもの。

資金使途

融資限度額

融資期間

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

□ 新規 代表者氏名

□ 更新（借換） ＴＥＬ

１　主な取引金融機関

２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

（

必要な項目に○をつけてください。

（１）商品又は材料の仕入資金

（２）買掛金又は手形の決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）その他

( ）

資金の必要理由（具体的に記入してください。）

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機関
に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

従業員

常用
（役員・
家族除
く）

査　定
金　額

(記入しないでください）

年 箇月

万円

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

借

入

金

の

使

途

金 額

合　　　　　　　　　　　　　　計

借 入
希 望
金 融
機 関 （ 支店）

一括返済

万円

人

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

万円

金融機関から
の借入金総額

万円
今 回
借 入
期 間

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（パート含）

最 近 の
月平均売上

万円

大 分 県 定 時 返 済 不 要 短 期
資 金 特 別 融 資 に 係 る 通 知 書

最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

大 分 県 知 事　殿

日

取 扱
品 目

万円

万円

最 近 の
月平均費用

資 産 総 額

負 債 総 額

資 本 金

本資
金の
累計
利用
期間

年 箇月

※５年以内

万円

返 済
方 法
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（１）融資条件等

設備資金・運転資金

原則として毎月均等返済

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

（２）融資の流れ

信用保証協会

７年まで　年１．８０％以内 　１０年まで　年２．００％以内
１５年まで　２．４０％以内

７－１．チャレンジ中小企業応援資金（おおいた未来創造融資）

融資対象者であることを証明する書類（対象事業の補助金交付決定通知、認定書の写し
など）

個別必要書類

融資対象者

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

設備資金 １５年以内(うち据置２年以内) 運転 １０年以内(うち据置１年以内）

年０．３５％　※大分県信用保証協会の割引後の保証料率

２億８，０００万円

下記制度の審査通過や認定、採択を受け、研究開発や事業化を行うもの。
・大分地域牽引企業創出事業　・ＯＩＴＡゼロイチ（一次審査通過）
・アクセラレーションプログラム　・アトツギベンチャー創出支援事業　他
（次ページ対象事業一覧参照）

　※なお、対象期間は、審査通過・認定・採択の日から２年以内となります。

保証料率

返済方法

担　保　等

申込み窓口

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用
組合、商工中金、北九州銀行、伊予銀行

指定金融機関

県
・
事
業
担
当
課

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行

事業申請

補助金採択・

認定書等交付
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施策名 事務局 電話番号

OITAゼロイチ（一次審査通過） 経営創造・金融課 097-506-3232

大分地域牽引企業創出事業 経営創造・金融課 097-506-3223

アクセラレーションプログラム 経営創造・金融課 097-506-3232

アトツギベンチャー創出支援事業 経営創造・金融課 097-506-3232

外国人労働者等就業環境整備補助金
（外国人労働者受入対策強化事業）

産業人材政策課 097-506-3335

宇宙ビジネス創出支援事業費補助金 先端技術挑戦課 097-506-2947

先端技術挑戦プロジェクト産学連携創出補助事業費補助金 先端技術挑戦課 097-506-2892

次世代空モビリティ関連技術開発事業費補助金
（次世代空モビリティ産業促進事業）

先端技術挑戦課 097-506-2475

商用サービス創出事業費補助金
（次世代空モビリティ産業促進事業）

先端技術挑戦課 097-506-2475

ドローン産業研究開発事業 先端技術挑戦課 097-506-3273

医工連携医療関連機器等事業化補助事業 工業振興課 097-506-3276

エコエネルギーチャレンジ支援事業 産業GX推進室 097-506-3271

グリーン・コンビナートおおいた創出事業 産業GX推進室 097-506-3294

成長志向型ものづくり循環経済推進事業 産業GX推進室 097-506-3271

地熱利用設備導入支援事業費補助金 産業GX推進室 097-506-3296

大分県水素ステーション整備事業費補助金 産業GX推進室 097-506-3263

大分県燃料電池トラック導入支援事業費補助金 産業GX推進室 097-506-3263

大分県燃料電池フォークリフト導入支援事業費補助金 産業GX推進室 097-506-3263

大分県燃料電池自動車購入支援事業費補助金 産業GX推進室 097-506-3263

大分県燃料電池タクシー等導入支援事業費補助金 産業GX推進室 097-506-3263

商品化プロデュース支援事業
（技術・製品開発事業）

工業振興課 097-506-3267

新分野取組多角化促進事業費補助金
（自動車関連産業企業力向上事業）

工業振興課 097-506-3293

次世代自動車関連産業参入事業費補助金
（自動車関連産業企業力向上事業）

工業振興課 097-506-3293

ニッチトップ・ニューマーケット推進事業費補助金
（おおいたＬＳＩクラスター構想推進事業）

工業振興課 097-506-3277

取引拡大を見据えた設備導入支援補助金
（自動車関連産業企業力向上事業）

工業振興課 097-506-3293

県産加工食品海外展開サポート補助金
（県産加工食品海外展開サポート事業）

商業・サービス業振興課 097-506-3288

県産加工食品高付加価値化等支援事業費補助金
（県産加工食品高付加価値化等支援事業）

商業・サービス業振興課 097-506-3288

建設産業DX加速化事業 建設政策課 097-506-4556

建設産業女性人材確保・活躍推進事業 土木建築企画課 097-506-4516

老人福祉施設整備事業 高齢者福祉課 097-506-2683

介護サービス基盤整備事業 高齢者福祉課 097-506-2683

介護現場革新推進事業 高齢者福祉課 097-506-2684

へき地医療対策事業 医療政策課 097-506-2646

医療提供体制施設整備事業 医療政策課 097-506-2646

在宅医療提供体制整備事業 医療政策課 097-506-2646

地域医療介護総合確保施設設備整備事業 医療政策課 097-506-2646

災害医療体制整備推進事業 医療政策課 097-506-2646

訪問看護強化事業 医療政策課 097-506-2646

健康経営事業所パワーアップ事業 健康増進室 097-506-2778

障がい者福祉施設整備事業 障害福祉課 097-506-2745

障がい福祉人材確保対策事業（ふくふく認証） 障害福祉課 097-506-2745

障がい福祉分野における介護テクノロジー導入支援事業(障
がい者福祉施設整備事業費）

障害福祉課 097-506-2745

短期入所の充実に向けた医療機器整備補助
（医療的ケア児支援体制構築事業）

こども・家庭支援課 097-506-2731

放課後児童クラブ施設整備事業 こども未来課 097-506-2712

病児保育充実支援事業 こども未来課 097-506-2780

私立幼稚園施設耐震化促進事業 こども未来課 097-506-2709

事業一覧

各事業の証明書については、下記記載の事務局にお問い合わせください
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７-２．チャレンジ中小企業応援資金（経営革新特別融資）

（１）融資条件等

承認経営革新計画に基づいて行う事業に直接必要な設備資金及び運転資金

原則として毎月均等返済

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

（２）融資の流れ

（３）相談窓口

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

中小企業新事業活動促進法に基づく
経営革新計画の承認について

県経営創造・金融課
ＴＥＬ ０９７（５０６）３２２６

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

申込み窓口

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用
組合、商工中金、北九州銀行、伊予銀行

指定金融機関

・経営革新計画承認書の写し
・経営革新計画の内容が確認できる書類

個別必要書類

融資対象者

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

設備資金　１５年以内（うち据置１年以内）
運転資金　１０年以内（うち据置１年以内）

年０．２０％

２億８，０００万円

県内で保証対象事業を行っている中小企業者又は組合で、中小企業等経営強化法に基づ
く経営革新計画（中小企業者が新たな取組を行うことにより、付加価値が相当程度向上
するような計画）について県知事承認を受けたもの。

保証料率

返済方法

担　保　等

特別利率Ｂ （７年まで　年１．８０％　１０年まで　年２．００％　１５年まで　年２.４０％）

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

融資の種類（○印をつけてください。）

１　おおいた未来創造融資

２　経営革新特別融資

計

計画の実施に必要な運転資金の内容

計

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

日

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（ パ ー ト 含 ）

人

万円

取 扱
品 目

（均等償還に限る）
資 産 総 額 万円

具 体 的
業 種

借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

万円

万円

最 近 の
月平均売上

万円

査　定
金　額

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・
家族除
く）

金融機関から
の借入金総額

万円

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

資金を必要とする理由（具体的に記入し
てください。）

運
転
資
金

職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

大 分 県 チ ャ レ ン ジ 中 小 企 業
応 援 資 金 融 資 に 係 る 通 知 書

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機
関に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

万円

新設・増設・
補修取替の別

今 回 計 画 中 の 設 備 の
種 類 ・ 数 量 ・ 単 価 等

金 額

大 分 県 知 事　殿

連帯保証人

氏 名 年齢 住 所
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８．事業承継資金

（１）融資条件等

原則として毎月均等返済

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

①中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成２０年法律第３３号。以下
　「経営承継円滑化法」という。）第１２条第１項各号に規定する認定を受けた中小
　企業者又は事業を営んでいない個人
②経営承継円滑化法施行規則（平成２１年経済産業省令第２２号）第１７条第１項の
　規定による確認を受けた中小企業者
③事業引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関等専門家の支援を受けて策定し
　た事業承継計画に基づき事業承継を行う者
④Ｍ＆Ａにより事業承継を行う者
⑤中小企業活性化協議会又は保証協会や金融機関等が承認した事業再生計画等に基づ
　き事業を譲渡しようとする県内企業から事業承継を行う者
※「事業承継を行う者」とは、５年以内に事業承継の予定がある者又は事業承継後５年
　以内の者

【特定経営承継関連融資】
　経営承継円滑化法第１２条第１項第１号イに規定する認定を受けた中小企業者の代表
者

【経営者保証解除特別融資（一般枠）】
　事業承継時、既往借入金に係る経営者保証を不要とするため、一定の要件を満たして
いることについて経営者保証コーディネーターの確認を受けた中小企業者のうち、以下
（ⅰ）又は（ⅱ）に該当するもの。
　（ⅰ）３年以内に事業承継を予定する法人
　（ⅱ）事業承継日※から３年を経過していない法人
　　　　※令和２年１月１日から令和７年３月３１日までに実施したものに限る

【経営者保証解除特別融資（特別枠）】
　事業承継時、既往借入金に係る経営者保証を不要とするため、一定の要件を満たして
いることについて経営者保証コーディネーターの確認を受けた中小企業者で、知事の認
定を受けたもののうち、３年以内に事業承継を予定する法人

融資対象者

資金使途

融資限度額

融資期間

資金名称 一般融資・特定経営承継関連融資
経営者保証解除特別融資

（一般枠）
経営者保証解除特別融資

（特別枠）

１０年以内
（うち据置１年以内）

保証料率

返済方法

申込み窓口

指定金融機関

担　保　等

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用
組合、商工中金、北九州銀行、伊予銀行

年０．１５％ 年０．０５％ 年０．０５％

保証人については、必要に応
じて徴求する。ただし、法人
代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証
に関するガイドライン」に該
当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保
証人としないことができる。
担保については、必要に応じ
て徴求する。

特別利率Ｅ （ ７年まで　年１．６０％ １０年まで　年１．８０％　１５年まで　年２．２０％）

設備資金・運転資金　２億８，０００万円
運転資金
２億８，０００万円（別枠）

事業承継前の経営者保証
付融資の借換

融資利率

設備資金、運転資金 既往借入金返済等の事業資金

設備資金　１５年以内
運転資金　１０年以内
（うち据置１年以内）

１０年以内
（うち据置１年以内）

保証人不要。担保については必要に応じて徴求する。
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（２）融資の流れ

指定金融機関 信用保証協会

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

商工会等
（意見書添付）

融
資
対
象

・都道府県知事の認定書の写し
・認定申請の提出書類の写し
・都道府県知事の確認書の写し
・事業承継計画書の写し
・Ｍ＆Ａの事実関係が確認できる書類の写し

経営者保証
解除特別融
資（一般
枠）

個
別
必
要
書
類

・都道府県知事の認定書の写し
・認定申請の提出書類の写し

特定経営承
継関連融資

・事業再生計画の写し

①

②
③
④
⑤

・事業承継時判断材料チェックシート

・事業承継計画書

・財務要件等確認書
・借換債務等確認書
・他行借換依頼書兼確認書

経営者保証
解除特別融
資（特別
枠）

・都道府県知事の認定書の写し及び
　認定申請書類の写し
・財務要件等確認書
・借換債務等確認書
・他行借換依頼書兼確認書
・事業承継時判断材料チェックシート

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

（該当するものにチェック）

事業所の所在地

□ 一般融資・特定経営承継関連 企業名(商号)

□ 代表者氏名

□ ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

計 計 万円

資金を必要とする理由（具体的に記入して下さい。）

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機
関に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

運
転
資
金
の
場
合

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

万円

万円

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

金 額 金 額

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

事業承継にかかる設備の種類・
数量等

事業承継にかかる運転資金の内
容

（均等償還に限る）
資 産 総 額 万円

借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

査　定
金　額

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・
家族除
く）

人

万円
最 近 の
月平均売上

万円
金融機関から
の借入金総額

万円

最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

日

大分県事業承継資金融資に係る通知書

大 分 県 知 事　殿

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（パート含）

取 扱
品 目

具 体 的
業 種

経営者保証解除（特別枠）

経営者保証解除（一般枠）
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９．事業継続力強化資金

（１）融資条件等

原則として毎月均等返済

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

（２）融資の流れ

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

保証料率

返済方法

担　保　等

申込み窓口

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用
組合、商工中金、北九州銀行、伊予銀行

指定金融機関

個別必要書類
・事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の写し
・事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の内容が確認できる書類

融資対象者

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率 特別利率Ｅ （７年まで　年１．６０％ １０年まで　年１．８０％　１５年まで　年２．２０％）

認定事業継続力強化計画に基づいて行う事業に直接必要な設備資金及び運転資金

設備資金　１５年以内（うち据置１年以内）
運転資金　１０年以内（うち据置１年以内）

年０．２５％

設備資金・運転資金　２億８，０００万円

県内で保証対象事業を行っている中小企業者又は組合で、中小企業等経営強化法に基づ
く事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画について経済産業大臣の認定を受け
たもの。

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

計 計 万円

資金を必要とする理由（具体的に記入して下さい。）

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機
関に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

万円

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

事業継続力強化にかかる設備の
種類・数量等

金 額

運
転
資
金
の
場
合

事業継続力強化にかかる運転資
金の内容

金 額

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

万円

（均等償還に限る）
資 産 総 額 万円

借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（パート含）

査　定
金　額

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・
家族除
く）

人

万円
最 近 の
月平均売上

万円
金融機関から
の借入金総額

万円

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

取 扱
品 目

大分県事業継続力強化資金融資に係る通知書
最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

大 分 県 知 事　殿

日
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（１）融資条件等

原則として毎月均等返済

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

（２）融資の流れ

保証料率　年０．１５％

企業・組合　設備資金・運転資金　２億８，０００万円

１０．おんせん県魅力アップサポート資金

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

保証料率

返済方法

担　保　等

申込み窓口

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用
組合、商工中金、北九州銀行、肥後銀行、伊予銀行、福岡銀行

指定金融機関

融資対象者

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

県内で保証対象事業を行っている中小企業者又は組合のうち、以下の事業を営んでいる
もの。
①宿泊業（下宿業を除く）
②飲食店
③小売業（無店舗小売業を除く）
④温泉施設
⑤バス業
⑥タクシー業
⑦レンタカー業（自動車リース業を除く）
⑧上記以外の業種で、交流人口の増加への対応、観光振興のために必要であると知事が
　特に認めた取り組み※を行う者

※知事の認定書（P.48）が必要となります。申請等については県経営創造・金融課まで
　お問い合わせください。

設備資金（運設含む）、運転資金
（上記①～⑦の者が必要とする設備資金・運転資金は、資金使途に限定なし。）

特別利率Ｂ （７年まで　年１．８０％ １０年まで　年２．００％　１５年まで　年２．４０％）

融資期間

融資利率

設備資金　１５年以内（うち据置２年以内）
運転資金　１０年以内（うち据置１年以内）

資金使途

融資限度額

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

（融資要綱第５条を確認し、○印をつけてください。）

１．宿泊業　　　２．飲食店　　　３．小売業　　　４．温泉施設　　　５．バス業　　　６．タクシー業

７．レンタカー業　　　８．その他知事が認めた者（承認書要添付）

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

必要な項目に○をつけてください。

（１） 商品(材料)仕入資金

（２） 買掛(手形)決済資金

（３） 諸経費支払資金

（４） その他

（ ）

計 計 万円

資金の必要理由（具体的に書いてください。）

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

おんせん県魅力アップサポート資金に係る通知書
最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

日

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（ パ ー ト 含 ）

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

事 業
内 容

人

万円
最 近 の
月平均売上

万円
金融機関から
の借入金総額

万円

取 扱
品 目

（均等償還に限る）
資 産 総 額 万円

借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

万円

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

金 額

運
転
資
金
の
場
合

金 額

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

万円

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

査　定
金　額

(記入しないでください） 常用
（役員・
家族除
く）

従業員

大 分 県 知 事　殿

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機関
に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

今回計画中の設備の
種類・数量・単価等

新設・増
設・補修
取替の別

業 種
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注）前回認定から１年以内かつ記載内容に変更がない場合は、申請にあたって前回認定書の写しの添付に

代えることができる

様式 ３ 

おんせん県魅力アップサポート資金に係る認定書

年   月   日 

  大 分 県 知 事  殿 

                                           事業所の所在地 

                       企業名 （称号） 

                       代 表 者 氏 名                              

 下記の内容に係る上記資金の申込みに必要であるので、おんせん県魅力アップサポート資金特別融資要綱

第５条第１項チに定める融資対象者であることについて認定願います。 

記 

 １ 業          種 

   （具体的に記入して下さい。）

 ２ 事   業   内   容 

３ 資金使途（具体的に記入してください。） 

４ 上記３により得られる交流人口増加への対応、観光振興についての効果 

  上記のとおり相違ないことを認定します。 

                             年   月   日 

                                                    大分県知事            ㊞ 
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経営力強化資金

（１）融資条件等

事業計画の実施に必要な運転資金、設備資金及び借換資金

設備資金・運転資金・借換資金　２億８，０００万円

７年以内　年１．８％　１０年以内　年２．０％

原則として毎月均等返済

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

（２）融資の流れ

融資対象者

県内で保証対象事業を行っている中小企業又は組合で、金融機関及び認定経営革新等支
援機関※の支援を受けつつ、自ら賃上げの目標設定を含む事業行動計画の策定並びに計
画の実行及び進捗の報告を行う者

※認定経営革新等支援機関とは、国が認定した金融機関・税理士・中小企業支援者等、中小企業の支
援事業を行う者をいう（中小企業等経営強化法31条2項）

指定金融機関

資金使途

保証限度額

融資期間

融資利率

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用
組合、西日本シティ銀行、肥後銀行、筑邦銀行、北九州銀行、愛媛銀行、伊予銀行、
宮崎太陽銀行、福岡銀行

設備資金　　７年以内（うち据置１年以内）
運転資金　　５年以内（うち据置１年以内）
借換資金　１０年以内（うち据置１年以内）

年０％
※県が全額負担

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

保証料率

返済方法

担　保　等

申込み窓口

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

・認定経営革新等支援機関と策定した「事業行動計画書」の作成が必要
・金融機関は融資対象者に対して継続的な伴走支援が必要

備　　　考

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。
年 月

事業所の所在地
企業名(商号)
代表者氏名
ＴＥＬ

万円

(記入しないでください）

万円

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月

１　主な取引金融機関

その他（ ）

２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

３年計画の場合 ％

４年計画の場合 ％

計 ５年計画の場合 ％

その他の場合 ％

(必要な項目に○をつけてください。)

（１）商品(材料)仕入資金

（２）買掛(手形)決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）その他

計

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

万円

運
転
資
金
の
場
合

金 額

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 人 と の 関 係 備　　考

資
金
の
必
要
理
由

万円

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機
関に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

従業員
常用

（役員・
家族除
く）

連帯保証人

設備の種類・数量・単価等 金 額

万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

賃
上
げ
目
標

給与支給総額の伸び率

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額

万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

（均等償還に限る）
資 産 総 額 万円

万円

申 込
金 額

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

取 扱
品 目

査 定
金 額

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（パート含）

人
借 入
期 間

金融機関からの
借 入 金 総 額

大 分 県 経 営 力 強 化 資 金
特 別 融 資 に 係 る 通 知 書

最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

大 分 県 知 事　殿

日
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４．計画終了時点における将来目標
計画策定日：

１．事業者名等

倍 倍 倍 倍 倍

% % % % %

  ＊個人事業主の方はEBITDA有利子負債倍率、給与支給総額伸び率の記載は不要です。

５．具体的なアクションプラン

【情報提供の同意】
経営力強化保証制度を利用するにあたり、以下に掲げる当社（私）の情報を、以下に掲げる利用目的のために、
が保証協会に対して提供すること、及び保証協会が から提供された情報を経済産業省に対して提供することに
ついて同意いたします。

＊事業者名は経済産業省に提供されません。

【確認状況記載欄】
本計画書が申込人の意思に基づいて正しく記載されていること及び情報提供の同意について、次の通り確認しております。

【認定経営革新等支援機関】

*「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書における経営支援の内容で○をした項目のアルファベットとその詳細をご記入ください。

６．収支計画及び返済計画
２．現状認識(※1） （単位：千円）

（本計画書中、別に添付する計画書で代える項目がある場合には項目名をチェックして下さい。）
　 ２．現状認識 ３．財務分析 ４．計画終了時点における将来目標 ５．具体的なアクションプラン ６．収支計画及び返済計画

　 以　上

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/　

※２　ローカルベンチマークの算出方法及び各指標の意義は以下『６つの財務指標』の通りです。

（参考）財務分析の視点　～６つの財務指標～

３．財務分析

＊表中の財務指標はローカルベンチマークにおける6指標となります。 (※2)

  個人事業主の方は①②③のみ記載してください。

4.5%以上 6.0%以上 7.5%以上指標

【金融機関名】

令和６年１０月１６日制定

令和　　　年　　　月　　　日
 *「２．現状認識」を踏まえた計画終了時点における事業の具体的な将来目標を記載してください。直近決算の売上高営業利益が赤字の場合は、黒字化に向けた具体的な取組をご記入下さい。

事業行動計画書
将来目標

計画２年目 計画３年目 計画４年目

【金融機関名】

給与支給総額伸び率
計画１年目 計画２年目 計画３年目 計画４年目 計画５年目

認定経営革新等支援機関名 当社が受ける経営支援の内容

計画５年目

計画５年目

その他（　　　　　　　　）

確認年月日 確認時間 確認方法（該当する項目にチェック） 金融機関本支店名・確認者

EBITDA
有利子負債倍率

計画１年目

計画２年目 計画３年目 計画４年目

令和　年　月　日 　時　　分 　電  話 対面面談 オンライン面談
取組計画

所在地、資本金、会社設立日、業種、従業員数、申込金融機関、保証申込金額、保証承諾日、保
証承諾金額、経営安定関連保証（５号）認定取得の有無、プロパー融資有無、借換対象となる既
存保証の保証割合、金融機関の訪問回数、決算・税務申告及び財務評価に関する情報

政策効果の検証

１.提供する情報

法             人 　          名
代 表 者 名
又 は 氏 名

 *「２．現状認識」の課題（②③のいずれか１つでも可）について取組計画等を記載してください。計画１年目は、計画策定日の属する事業年度となります。
   改善目標指標には、「３．財務分析」の①～⑥（④を除く）のいずれかの指標を記載し、目標値には同指標の計画年度毎の目標値を記載してください。
 「本資金の活用方法」は取組計画との関連性を中心に記載してください（課題が複数の場合は、いずれか１つの取組計画に係る記載でも可）。

（令和  年  月期）

取組計画

改善目標指標

目標値

２.提供先における利用目的
（計画策定年度）
（令和  年  月期） （令和  年  月期） （令和  年  月期）

課題 取組計画等

主な取組

（令和  年  月期）

計画１年目

改善目標指標

目標値

(令和  年  月期） 

計画２年目

(令和  年  月期） 

計画１年目直近決算の状況

№ 項目 内　容

本資金の活用方法
（資金使途、資金効果等）

① 事業概要

売上高   

③労働生産性(生産性)(千円) ⑥自己資本比率(安全性)(％)

③

経営状況
財務状況

借入金返済額

②

※１ 「２．現状認識」について､「ローカルベンチマーク」における非財務ヒアリングシートを作成している場合には、同シートの提出でも差し支えありません。ロー
カルベンチマークの概要については以下URLまたはQRコードをご参照ください。

（課題）

税引き後当期純利益

②営業利益率(収益性)(％) ⑤営業運転資本回転期間(効率性)(か月)

直近の決算期

計画３年目

（課題）

外部環境
事業の強み・弱み

営業利益

住　                                      　所

①売上増加率(売上持続性)(％) ④EBITDA有利子負債倍率(健全性)(倍)

減価償却費

計画４年目 計画５年目

（計画策定前）
（令和  年  月期） (令和  年  月期） (令和  年  月期） (令和  年  月期） 

⑤営業運転資本回転期間 【計算式】＝(売上債権＋棚卸資産－買入債務)/月商

【意 義】営業運転資金とは、販売・提供した商品・サービスの売上債権を回収するまでに必要

となる資金を示すものです。過去の値と比較することで、売上増減と比べた営業運転資金の増減

を計測することができます。回収や支払等の取引条件の変化による必要運転資金の増減を把握す

るための指標です。

③労働生産性

【計算式】＝営業利益/従業員数

【意 義】従業員１人当たりが獲得する営業利益を示すものであり、成長力、競争力等を評価す

る指標です。

①売上増加率

【計算式】＝(売上高/前年度売上高)－１

【意 義】キャッシュフローの源泉である売上高の増減率を確認することが可能であるとともに、

事業者の成長ステージを判断するのに有用な指標です。

⑥自己資本比率

【計算式】＝純資産/総資産

【意 義】総資産のうち、返済義務のない自己資本が占める比率を示し、安全性分析の最も基本

的な指標です。

④EBITDA有利子負債倍率

【計算式】＝(借入金－現預金)/(営業利益＋減価償却費)

【意 義】（営業利益＋減価償却費）の部分は営業キャッシュフローを簡易的に示すもので、有

利子負債と当該営業キャッシュフローを比較しているため、倍率が低いほど返済能力があること

を示す指標です。

②営業利益率

【計算式】＝営業利益/売上高

【意 義】本業の収益性を図る重要な指標であり、事業性を評価するための、収益性分析の最も

基本的な指標です。
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１２．創業支援資金

（１）融資の種類及び対象

（２）融資条件

原則として毎月均等返済

　※創業予定、または税務申告１期未終了の者は創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要。

資金使途

融資期間

資金名称

創業等又は創業等により行う事業に直接必要となる設備資金または運転資金
（なお、新会社設立のための資本金〔株式取得資金〕は、対象となりません）

融資限度額

設備資金・運転資金　１０年以内（うち据置１年以内）

３,５００万円

創業等支援融資 再挑戦支援融資 経営者保証不要融資※

融資利率

指定金融機関

担　保　等

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組
合、商工中金、北九州銀行、伊予銀行、肥後銀行、愛媛銀行

特別利率Ｅ （７年まで　年１．６０％ １０年まで　年１．８０％）

保証料率

返済方法

申込み窓口 指定金融機関指定金融機関、商工会議所、商工会

年０．１５％ 　※大分県信用保証協会の割引後の保証料率 年０．３５％　※同左

事業を廃止した者又は会社解散時に役員であった者で、当該事業廃止又は解散から５年を
経過しておらず、次のいずれかに該当するもの。
①事業を営んでいない個人で、１月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
②事業を営んでいない個人で、２月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始す
る具体的計画を有するもの
③事業を営んでいない個人が事業を開始して５年を経過していないもの
④事業を営んでいない個人が設立した会社で、当該設立から５年を経過していないもの
⑤その他、制度要綱で定めるもの

優れた事業計画に基づいて創業する創業者で、次のいずれかに該当するもの。
①事業を営んでいない個人で、１月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
②事業を営んでいない個人で、２月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始す
る具体的計画を有するもの
③中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し，当該会社が事業を開始
する具体的計画を有するもの
④上記①～③の創業等を行った後５年を経過しないもの
⑤その他、制度要綱で定めるもの

創業等支援融資

再挑戦支援融資

経営者保証不要融資

以下のいずれかの要件に該当するもの。
①創業予定者（事業を営んでいない個人で、２月以内に法人を設立し、事業を開始する具
体的な計画がある者）
②分社化予定者（中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体
的な計画がある者）
③事業を営んでいない個人が設立した法人で、創業後５年未満の法人
④分社化後５年未満の法人
⑤創業後５年未満の法人成り企業

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代
表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。「経営者保証に関
するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せを
行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保につ
いては無担保とする。

担保、保証人については
不要。
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（３）融資の流れ

ア）創業等支援融資、経営者保証不要融資

イ）再挑戦支援融資

ウ）経営者保証不要融資

※法人設立から3年目、5年目にガバナンス体制の整備に関するチェックシート（写し）を
金融機関へ提出することが必要となります。

　※既に創業し事業を開始している者は、様式１－２の通知書による

創業・再挑戦
審査会

創
業
者

申
込
窓
口

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

指定金融機関 信用保証協会

創
業
者

申
込
窓
口

商工会等
（意見書添付）

・創業計画書（様式１）※

・再挑戦計画書（様式１）※
・協会所定の資格要件申告書
・本件により求償権消滅保証
の申込を同時に行う場合は、
協会所定の経営計画書

・創業計画書
（スタートアップ創出促進保
証制度用）（様式７）

経営者保証不要融資創業等支援融資 再挑戦支援融資

創
業
者

信用保証協会指定金融機関

個別必要書類

資金名称

※求償権消滅保証の申込を同時に行う場合は、
創業・再挑戦審査会に付議されます。

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行

①申込
②保証申込

③保証決定

④融資実行
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様式１ 

大分県創業支援資金特別融資に係る

通知書兼創業・再挑戦計画書

   大 分 県 知 事  殿                      年  月  日 

     上記資金の融資を受けたいので通知します。 

                                       住 所 

                                          企業名（商号） 

                                         氏名又は代表者名                     

                                          ＴＥＬ 

開 業 形 態    個人・法人 商 号                          資本金             千円 

事業所開設住所  電話      （    ） 

開設予定年月日         年    月         日 事業開始届けの有無      有 ・ 無

業     種  取

扱

品

仕

入

先

従 業 員 数            名

許  可  等

(許可等取得が必要な場合)

種類

(許可・免許・登録・認証の別を記入）

根拠法   

(取得すべき許可等の根拠法を記入（例）食品衛生法））

事業協力者の 
住所・氏名・ 

勤  務  先

融資の

種類 

(いずれかに○をして下さい)

 ・創業等支援融資

・再挑戦支援融資

申込金額 借入 

期間 

年 箇月のうち 

据置期間   箇月 
査定金額 (記入しないで下さい)

返 済

方 法

月賦・年賦・半年賦（均等償還に限る） 

 その他（            ） 

借入希望 

金融機関   （                  支店）

  

  ※創業・開業後の方の場合、以下の記入項目については、創業時の計画内容をできる範囲で記 

入して下さい。

１．創業準備の着手状況（下記の該当事項に○印を付けて下さい。） 

  ア 設備機械器具等発注済である。                      エ 商品・原材料の仕入を行っている。

  イ 土地・店舗を取得するための頭金支払済みである。        オ 事業に必要な許認可を受けている。

  ウ  土地・店舗を賃貸するための権利金・敷金支払済みである。

 カ 事業に必要な許認可取得未了（許認可取得見込み（申請状況や取得予定時期等）を具体的に記入してくだ 

さい。                                         ）

キ その他（具体的に記入して下さい。                             ）

※提出部数 ３部

※提 出 先  最寄りの商工会、商工会      
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２．当初運転資金計画 

科    目 金   額 積   算   内   容 

商品・原材料等の仕入資金               千円

人件費等   

その他の資金   

計 Ａ

３．設備計画 

区分 土地・建物 面     積 取得  自己・新築

方法  買取・賃貸

必要資金 契約年月日 取得年月日

事不

業動

用産

土   地            ㎡               千円   

建   物      

計 Ｂ（取得に要する資金）                                       

千円 

区分
名    称 形式・能力 数量 単価 金額 発注先 取得（完成）

年月日 

機什

械器

器備

具品

・等

        千円

計 Ｃ（金額） 

                                                              
千円

４．当初必要資金合計 

        Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝Ｄ                              千円 

５．資金調達計画 

事た

業め

にの

充自

て己

る資

 金

預         金 預  金  以  外 

預け先 （金融機関本支店名等） 預金種別 金    額 種    類 金    額

            千円 有価証券                       千円

     

     

   その他（具体的に）

(                   )   

自  己  資  金  合  計                千円（通帳の写し、残高証明等を添付して下さい。）
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借 

入 

金 

等 

（※）

借     入     先 年  利 借  入  額 毎月返済額 借 入 期 間 

今回借入額       ％            千円                         千円     ・   ～    ・ 

        ・   ～    ・ 

        ・   ～    ・ 

        ・   ～    ・ 

        ・   ～    ・ 

借  入  金  等  合  計            千円 調達資金合計 Ｄ              千円

 （※）今回の資金調達計画の中による借入金等をご記入ください。 

６．収支計画（創業後１年分） 

支               出 収               入 

仕 入 高                             千円 売 上 高                            千円

外注工事  工賃収入

人 件 費  雑 収 入

    

その他経費    

利   益    

計  計  

７．販売・仕入先 

主な販売先・ 

受注先 

販売・受注 

予定額 

回収方法 主な仕入先・受

注先 

外注予定額 支払方法 

年           千円   年           千円

      

      

８．借入金等状況（※） 

借入先等 資金使途 借入残高 残存返済期間 年間返済額 

 千円 ヶ月 千円

           千円 ヶ月 千円

           千円 ヶ月 千円

           千円 ヶ月 千円

 （※）現在負担している非事業性を含む借入金等で、今回の資金調達計画によるもの以外をご 

記入ください（経営者本人が負担している保証債務も含みます）。 
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 ９．自己資金額算定 

自

 己

 資

 金

種  類 明            細 金    額 

普通預金                   千円

定期性預金   

有価証券等   

入居保証金等   

設備充当等   

   

合          計 ①

借

 入

 金

 等

借入先 資金使途 残存 

返済期間 

年間 

返済額 
年間返済額の２年分 

（2 年以内のものは全額）

              ヶ月              千円                    千円

     

     

     

     

     

合          計 ②

自 己 資 金 額 （ ① － ② ） ＝ ③

１０．補足説明 

創業動機・経緯、創業する直前の職業、事前に必要な知識・技術・ノウハウの習得等、法人設立 

の場合の出資者及び出資額、その他補足説明したいことを記入してください。 
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１１．再挑戦支援融資申込みの方はご記入ください 

廃止もしくは解散に至った経過や原因の詳細、またその経験を今回の開業にどのように活かすか等を

具体的に記入してください。〔既に会社を設立している場合、会社を設立された方（創業者）が廃止

、解散等の経験をどのように活かしたかを記入してください。〕 
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様式１－２

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

２　再挑戦支援融資

計
資金の必要理由（具体的に書いてください。）

（１）商品(材料)仕入資金

（２）買掛(手形)決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）その他

( ）

計

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※既に創業し事業を開始している場合は本様式を提出してください。

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

取 扱
品 目

大分県創業支援資金融資に係る通知書
最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

大 分 県 知 事　殿

日

人 臨 時
（ パ ー ト 含 ）

査　定
金　額

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・
家族除
く）

人

万円
最 近 の
月平均売上

万円
金融機関から
の借入金総額

万円
借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

人
常用

（役員・
家族）

運
転
資
金
の
場
合

金 額

万円

（均等償還に限る）
資 産 総 額 万円

今回計画中の設備の
種類・数量・単価等

必要な項目に○をつけてください。

新設・増設・
補修取替の別

万円

融資の種類（〇をつけてください。）

１　創業等支援融資

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

万円

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

金 額

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機
関に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

-59-



　　 　

氏名または
代 表 者 名

会 社 名

　〔既に会社を設立されている場合、会社を設立した方(創業者）の事業経験についてお尋ねします〕

　（注１）事業の定義
　　　事業とは一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に行うことをいいます。従って、規模の大小や業種、営利を目的

１．事業（注１)経験の有無について　〔該当項目に○印を付けてください〕

〔会社設立（予定）の場合〕
業  　　　種

円

　　年　 　　月　　 　日
開業(予定)年月日
設立(予定)年月日

　　とするか等を問うものではなく、例えば専業であるか兼業であるかにかかわらず、農林水産業なども含みます。

①　個人事業                    　　　　　　　　     ②　会社事業

②　個人事業を廃止もしくは経営していた会社を解散した経験はありません。

　（注2）廃業の定義
　　　　　・個人事業：事業を廃止すること　　　・会社事業：会社が解散すること

〈　裏面へお進みください　〉

①　個人事業を廃止もしくは経営していた会社を解散した経験があります。

　（３．②に該当する方は以下記入不要です。）

　　　信用保証協会　　　御中

再挑戦支援保証用

年　　　　月　　　　日

資格要件申告書

住 所

個人事業　・　会社事業

再挑戦支援保証の申込みにあたり、以下の
とおり申告します。

【事業概要を記入してください】

電話　　　 　　　（　　　 　　）　　　　 　　　　

開  業  形  態
商     号 （個人）
会 社 名 （会社）

開業(予定)住所

開 始 す る 事 業

〔 申 込 人 〕

３．廃業（注2）経験の有無について　〔該当項目に○印を付けてください〕

                   無　　・　　有

事 業 経 験 に つ い て

２．事業経験の形態について　〔1で｢①あります｣という方は、該当項目に○印を付けてください〕

①　事業経験があります。　　　　　　　　　　　　②　事業経験がありません。

資　本　金

開 業 届 出（個人）
設 立 登 記（会社）

＊別途｢創業・再挑戦計画書｣を提出してください。

　　　（１．②に該当する方は以下記入不要です。）
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　　　　　 　無　　・　　有　　〔　　　　　　　　　　　　　　信用保証協会〕

　　　年（　　　）第　　　　　　号

2
 ② 廃業原因は経営状況の悪化（注３）ではない

解散会社
との関係

 ① 廃業日から５年を経過していない

 ② 廃業日から５年を経過している

原　　　因

 ① 解散日から5年を経過していない

1 経過年数

４．上記３で｢①個人事業を廃止もしくは会社を解散した経験があります｣という方は、ご記入ください。

（１）　該当項目に○印を付けてください。

・｢個人事業｣の方…事業廃止の事実を確認できる書類（廃業届出書、過去の税務申告書の控え等）

廃止時住所（個人）
解散時住所（会社）

　（注３）経営状況の悪化・・・・業務執行上の判断や取引先の倒産の影響等により経営状態が悪化することを
                                    　いいます。

　（注５）解散年月日・・・・・・解散登記日ではなく、商業登記簿謄本の解散事由が発生した日を記入してくだ
                                    さい。

裁判所

　　　　年　 　　月　　 　日

添付してください。

（２）　廃止した個人事業もしくは解散した会社の事業内容を記入してください。

・「会社事業」の方…解散会社の商業登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書）

法的整理の有無      無　　・　　有 開始決定日

法的整理名

事件番号

　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

※ 個人事業の廃止年月日もしくは会社の解散年月日から５年を経過していない場合は、以下の資料を

保証協会の利用

個人事業

 ① 解散日において会社経営者（注４）であった

 ② 解散日において会社経営者（注４）ではなかった

会社事業

 ② 解散原因は経営状況の悪化（注３）ではない

 ① 解散原因は経営状況の悪化（注３）である ① 廃業原因は経営状況の悪化（注３）である

 ② 解散日から５年を経過している

 廃業届出（個人）
 解散登記（会社）

                無　　・　　有
 廃止年月日(個人)
解散年月日(会社)(注５)

3

　（注４）会社経営者・・・・・・・業務を執行する役員のことをいいます。但し、社外取締役は含まれず、委員会
                               　 　  設置会社においては執行役（取締役を兼務する場合を含む）が含まれ執行役
                          　     　   を兼務しない取締役は含みません。

商     号 （個人）
会 社 名 （会社）

業  　　　　種
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会 社 名

氏 名 ま た は
代 表 者 名

スタッフ（従業員
等）の経歴・能力
及び従業員数

　　年　　　月　　　日

創業・再挑戦審査会付議用

〔申込人〕

住　所

経営計画書(求償権消滅保証用)

　私（当社）は以下の事業計画の実施に向けて努力するとともに、保証協会並びに金融機関に対し
て積極的に経営上の情報を開示します。
　また、経営計画の実施状況の報告や実地調査、帳簿閲覧等を求められた場合は、調査に必要な
便宜を提供します。
　なお、事業計画の策定及び実施に伴う一切の責任は私（当社）にあるものとします。

１．創業した事業の具体的内容

商品・サービスの
内容、特徴

顧客ターゲット、
価格設定

流通経路（図示）

経営理念

将来的に目指す
事業形態(ビジョン)
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流動負債

　　　支払手形

　　短期借入金

負債・資本合計

資本合計

固定負債合計

２－１．財務状況の推移(貸借対照表）

その他流動負債

資本剰余金

利益剰余金

負債合計

資産合計

固定資産合計

（注１）　〔　　〕は個人事業の場合、記入してください。

（注２）　決算期未到来で試算表を作成している場合は、一番左の欄にその内容を記入してくだ

　　 　 　さい。なお、試算表を作成していない場合は同欄に直近の資産・負債・資本金額を記入

長期借入金

（投資その他の資産）

　　年　　月期
（２年後）

固定資産

繰延資産

流動負債合計

固定負債

貸付金

〔　事業主借　〕

その他投資・資産

器具・備品

土地

繰延資産合計

　　年　　月期
（１年後）

手形割引

手形裏書

その他固定負債

売掛金

その他繰延資産

（有形固定資産）

　　　買掛金

　年　月試算
直近

　　年　　月期
（２年後）

　　年　　月期
（１年後）

流動資産合計

流動資産

現金預金

受取手形

長期貸付金

その他流動資産

（無形固定資産）

その他有形固定資産

その他無形固定資産

無形固定資産

棚卸資産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
　年　月試算

直近

有形固定資産計

　　 　 　してださい。

〔　事業主貸　〕

資　本　金〔元入金〕
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売上原価合計

売上総利益

営業利益

営業外利益

営業外支出

経常利益

特別利益

特別損失

税引前利益

法人税等

当期利益

期末棚卸

売上原価合計

売上総利益

役員報酬

売上高

　年　月試算
直近

　　年　　月期
（１年後）

　　年　　月期
（２年後）

　年　月試算
直近

　　年　　月期
（１年後）

　　年　　月期
（２年後）

２－２．財務内容の推移(損益計算書）

（会社） （単位：千円） （個人） （単位：千円）

期首棚卸

        仕入高

合計

       通信費 減価償却費

       賃借料 利子割引料

        人件費 通信費

地代家賃

貸倒引当金

減価償却費

　　　その他 雑費

販売費管理費合計 経費計

雑損失

経常利益

受取利息・配当金 貸倒引当金

雑収入

その他 繰戻額等計

支払利息・手形売却損

専従者給与

その他

申告控除額

申告控除前所得金額

期末棚卸

売上高

期首棚卸

仕入高

合計

人件費

繰入額等計

所得金額

（注）
　決算期未到来で試算表を作成している場
合は、一番左の欄にその内容を記入してくだ
さい。なお、試算表を作成していない場合は
同欄に直近の売上・利益等の金額を記入し
てださい。
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新規借入

期末元本残高

返済

新規借入 返済

３．債務弁済計画

現在元本残高

金融機関等
年　　　　月期 年　　　　月期

新規借入 返済 期末元本残高

※　決算期未到来の場合は記入不要

【経常利益が赤字の場合、黒字転換する時期】

黒字転換する時期 　　　　年　　　　月期

黒字転換する根拠

（単位：千円）

金融機関等

期末元本残高

年　　　　月期

（注）　経営者本人が負担している保証債務についても記入してください。

（単位：千円）

４．金融機関の創業・再挑戦支援内容

支援内容

金融機関 　　　　　銀行・金庫　　　　　　　　　　　支店
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前期繰越利益A

現金売上

売掛回収

受取手形落込

収入計B

現金仕入

買掛支払

支払手形落込

人件費支払

設備購入等

支払利息

借入返済

支出計C

手形割引

新規借入

調達E

翌月繰越D＋E

前期繰越利益A

現金売上

売掛回収

受取手形落込

収入計B

現金仕入

買掛支払

支払手形落込

人件費支払

設備購入等

支払利息

借入返済

支出計C

手形割引

新規借入

調達E

翌月繰越D＋E

年　　月

その他経費支払

５．当該融資実行後の資金繰り計画 （単位：千円）

過不足D(A＋B＋C)

年　　月 年　　月 年　　月 年　　月 年　　月

年　　月

その他経費支払

過不足D(A＋B＋C)

年　　月 年　　月 年　　月 年　　月 年　　月
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６．　(廃業経験のある方はご記入ください。創業・再挑戦計画書１１．に記載した方は不要です。）

廃止もしくは解散に至った経過や原因の詳細、またその経験を今回の開業にどのように活か

すか等を具体的にお書きください。〔既に会社を設立されている場合、会社を設立された方

(創業者）が廃止、解散等の経験をどのように活かしたかをお書きください。〕
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（１）融資条件等

（２）融資の流れ

別に定める

１３．災害復旧資金

知事指定災害融資一般融資

設備資金・運転資金　　８,０００万円 別に定める

別に定める設備資金・運転資金

別に定める

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

指定金融機関 信用保証協会

別に定める

別に定める

保証人については、必要に応じて徴求する。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則
徴求しない。「経営者保証に関するガイドラ
イン」に該当する場合、または保証料上乗せ
を行う場合に経営者を保証人としないことが
できる。担保については、必要に応じて徴求
する。

原則として毎月均等返済

商工会等
（意見書添付）県

・
市
町
村
等

県内で保証対象事業を行っている中小企業又は組合で、火災、風水害その他の天変地異
により設備の損壊若しくは資材の流出、き損、滅失又は事業の運営に重大な支障を生じ
ていることについて、市町村長から被災又は売上の減少等について証明を受けた者。

【一般融資】
　火災、風水害その他天変地異により被災し復旧を図ろうとするもの

【知事指定災害融資】
　知事が特に認める火災、風水害その他天変地異により被災し復旧を図ろうとする者

資金名称

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分み
らい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組
合、商工中金、北九州銀行、肥後銀行、伊予
銀行

別に定める

市町村長の証明書（P.70)、罹災証明書等 別に定める

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企
業団体中央会（組合事業のみ）

別に定める

融資対象者

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率
（特別利率Ｅ）
７年以内　年１．６０％　１０年以内　年１．８
０％

別に定める

担　保　等

申込み窓口

設備資金・運転資金　１０年以内（うち据置２年以内）

指定金融機関

個別必要書類

年０．２５％保証料率

返済方法

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行

認定等申請

認定書等交付
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

融資の種類（○をつけてください。）

1 一般融資

2 知事指定災害融資

融資名称

（ ）

必要な項目に○をつけてください。 資金の必要理由（具体的に書いてください。）

（１）商品(材料)仕入資金

（２）買掛(手形)決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）その他

( ）

計

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機
関に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

大分県災害復旧資金融資に係る通知書

万円

計 万円

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

万円

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

今回計画中の設備の
種類・数量・単価等

新設・増
設・補修
取替の別

金 額

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

運
転
資
金
の
場
合

金 額

（均等償還に限る）
資 産 総 額 万円

借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（ パ ー ト 含 ）

査　定
金　額

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・
家族除
く）

人

万円
最 近 の
月平均売上

万円
金融機関から
の借入金総額

万円

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

取 扱
品 目

最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

大 分 県 知 事　殿

日
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様式 ５ 

災害復旧資金に係る証明書

年   月   日 

  市  町  村  長   殿 

                       事業所の所在地 

                                            企業名（商号） 

                                            代表者氏名                             

 上記資金の融資の申込みに必要であるので、    年  月  日発生した災害において被災したこと

を証明願います。 

記 

１ 災害の内容 

２ 被災状況（設備の損壊状況等を具体的に記入して下さい。） 

  上記災害において被災したことを証明します。 

                                                              年   月   日 

                                               市 町 村 長                         印

-70-



１４－１．小口零細企業資金（普通貸付）

（１）融資条件等

設備資金・運転資金

１年まで 年１．５０％
５年まで 年１．８０％
７年まで 年２．３０％
１０年まで 年２．５０％

原則として毎月均等返済

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

（２）融資の流れ

融資対象者

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

設備資金・運転資金　１０年以内（うち据置１年以内）

保証料率Ｅ　（年０．８５％以内）
セーフティネット保証　年０．７０％

２，０００万円

県内で保証対象事業を行っている小規模企業者のうち、以下の要件のいずれかに該当す
るもの。
①常時使用する従業員の数が２０人（宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は５人）
以下の会社及び個人
②事業協同小組合（組合員の３分の２以上が保証対象事業を行う場合を含む）
③組合員の数が２０人以下の企業組合
④常時使用する従業員の数が２０人以下の協業組合
⑤常時使用する従業員の数が２０人以下の医業を主たる事業とする法人

特別利率Ｃ

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

保証料率

返済方法

担　保　等

申込み窓口

小
規
模
企
業
者

申
込
窓
口

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用
組合、伊予銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、愛媛銀行

指定金融機関

・「小口零細企業保証制度」を適用した、責任共有制度対象外の資金です
・既存の信用保証協会の保証付き融資残高との合計で、2,000万円の範囲内となる新規融
　資に限ります

備　　　考

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行
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１４－２．小口零細企業資金（個人向け無担保無保証人貸付）

（１）融資条件等

設備資金・運転資金

１年まで 年１．５０％
５年まで 年１．８０％
７年まで 年２．３０％
１０年まで 年２．５０％

原則として毎月均等返済

指定金融機関、商工会議所、商工会

（２）融資の流れ

融資対象者

不要

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

設備資金・運転資金　１０年以内（うち据置１年以内）

年０．７０％

２，０００万円

小口零細企業資金（普通貸付）の融資対象である小規模企業者で、以下の要件を満たす
もの。
①融資の申込時において、保証協会から無担保・無保証人保証以外の保証を受けてい
 ないこと
②保証の申込みの日以前１年以上引き続き県内で同一事業を行っていること
③源泉徴収による所得税以外の所得税、事業税又は県民税若しくは市町村民税の所得割
 （障害者控除等により所得割がなくなった場合は均等割）のいずれかについて、融資の
 申込みの日以前１年間において、納期が到来した税額があり、当該税額を完納している
 こと。

特別利率Ｃ

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

保証料率

返済方法

担　保　等

申込み窓口

小
規
模
企
業
者

申
込
窓
口

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用
組合、伊予銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、愛媛銀行

指定金融機関

「無担保無保証人保証制度」を適用した、責任共有制度対象外の資金備　　　考

個別の必要書類

源泉徴収による所得税以外の所得税、事業税又は県民税若しくは市町村民税の所得割、
（障害者控除等により所得割がなくなった場合は均等割）のいずれかについて、融資の
申込みの日以前１年間において、納期が到来した税額があり、当該税額を完納している
ことを証明する納税証明書

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

設備の必要理由

1 需要増加 本資金借入分

2 シェア拡大 万円

3 他金融機関

4 労働力不足 万円

5 新規事業 自己資金

6 その他 万円

（ ) その他

※ 万円

計 ※欄は同じ金額になります ※計 万円

必要理由（具体的に書いてください。）

（１）商品(材料)仕入資金

（２）買掛(手形)決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）その他

( ）

計

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

万円

月賦・年賦・半年賦

（

万円

最 近 の
月平均売上

万円
金融機関から
の借入金総額

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

人

万円

万円
借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

（均等償還に限る）
資 産 総 額

返 済
方 法

査　定
金　額

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・
家族除
く）

　
大分県小口零細企業資金融資に係る通知書

人 臨 時
（ パ ー ト 含 ）

人
常用

（役員・
家族）

取 扱
品 目

最寄りの商工会、商工会議所
又は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中
小企業団体中央会）

日

大 分 県 知 事　殿

具 体 的
業 種

必要な項目に○をつけてください。

設
備
資
金
の
場
合

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

資 本 金
（元入金）

支店） 万円

新設・増
設・補修
取替の別

今回計画中の設備の
種類・数量・単価等

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機
関に備えています。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

金 額 設備資金調達先

万円

コスト引き下げによる競争力強化

金 額

借

入

金

の

使

途

運
転
資
金
の
場
合
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１５．地域産業振興資金

（１）融資の種類・融資対象

（２）融資条件（⑥やさしさライフビジネス支援資金を除く）

申込み窓口 指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

返済方法

担　保　等

原則として毎月均等返済

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則
徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せ
を行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じて徴求
する。

備考

①は燃費基準等に該当していることが確認できる書類の添付を要する（車両のパンフレッ
トなど）
②は融資対象施設等であることの知事の認定が必要な場合がある（様式５）
③④は当該認定等を受けたことが確認できる書類の添付を要する

保証料率

県内で保証対象事業を行っている中小企業者又は組合

設備資金・運転資金

企業：設備資金・運転資金　８，０００万円　　　組合：設備資金・運転資金　１億円
※ただし、①は企業、組合：８,０００万円（設備のみ）
　　　　　⑤は企業、組合：２億８，０００万円

設備資金・運転資金　１０年以内（うち据置１年以内）
※ただし、⑤は、設備・運転２０年以内（うち据置２年以内）

特別利率Ａ　（年２．１０％）
※ただし、①は、特別利率Ｂ（７年以内　１．８％、１０年以内　２．０％）
　　　　　②は、特別利率Ｆ（５年以内　１．５％、７年以内　１．８％、１０年以内　２．０％）
　　　　　⑤は、特別利率Ｄ（５年以内　１．０％、１０年以内　１．２％
　　　　　　　　　　　　　 　１５年以内　１．６％、２０年以内　２．２％）

保証料率Ｂ　（年０．８５％以内）　セーフティネット保証 年０．７０％
※ただし、①②は、年０．１５％（セーフティネット保証も同率）
　　　　　⑤は、年０．２５％（セーフティネット保証も同率）

融資限度額

融資期間

融資利率

資金使途

耐
震
化

そ
の
他

融資対象者

昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物の所有者で、建築物の耐震改修の促
進に関する法律附則第3条の規定により耐震診断結果を所管行政庁に報告をしなければな
らないもの、又は、知事が特に必要と認める者で、耐震診断、補強設計、耐震改修を行お
うとする者。

福祉・環境等社会性のある事業や過疎地域等において地域性を活かした事業を行う者。
【詳細はP.88参照】

⑤耐震化促
進融資

⑥やさしさ
ライフビジ
ネス支援資
金

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組
合、商工中金など　※詳細は本資金制度要領を参照

指定金融機関

 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に基づく貨物自動車運送事業の許可又は
登録を受けた者であって、以下のいずれかに該当する車両を導入するもの。
 ただし、対象車両は、直接運送事業の用に供するもの（貨物自動車）に限る

　イ　国土交通省がエネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）
　　　に基づいて定める最新の燃費基準を達成した車両
　ロ　電気自動車、燃料電池自動車、水素エンジン自動車、天然ガス自動車
　ハ　その他排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両として知事が
　　　特に認めたもの

地
域
振
興
等
施
策
対
応
資
金

①低燃費車
両等導入融
資

②新エネル
ギー施設等
導入融資

③健康経営
事業者融資

④優良産業
廃棄物処理
業者融資

知事から健康経営事業所認定を受けた者、または、経済産業大臣から健康経営優良法人認
定を受けた者。ただし、初回認定から５年以内の者に限る

知事等から優良産業廃棄物処理業者、または、おおいた優良産廃処理業者評価制度の認定
を受けた者。ただし、初回認定から５年以内の者に限る

新エネルギー施設・省エネルギー設備・自家発電設備・生産性の向上に資する設備を導入
する者。なお、新エネルギー施設とは別表１（P.76）に掲げる施設、省エネルギー設備と
は別表２（P.77～）に掲げる設備、自家発電設備とは電気事業法第３８条第４項に定める
自家用工作物のうち常用発電設備、生産性の向上に資する設備とは生産効率、エネルギー
効率、精度等生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均１％以上向上
している設備をいう。
○施設導入に関する問合せ先：産業ＧＸ推進室　　TEL:097-506-3263
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（３）③健康経営事業者融資、④優良産業廃棄物処理業者融資の対象となる認定等

（４）融資の流れ（⑥やさしさライフビジネス支援資金を除く）

循環社会推進課

おおいた優良産廃処理業者評価制度（県・大分市）
認定期間内
（初回認定から５年以内に限る）

循環社会推進課

名称 融資可能期間 制度担当所属

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

県
・
市
町
村
等

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

健康経営事業所認定（県） 認定期間内
（初回認定から５年以内に限る）

県民健康増進課

健康経営優良法人認定（経済産業省） 認定期間内
（初回認定から５年以内に限る）

県民健康増進課

優良産廃処理業者認定（県・大分市） 認定期間内
（初回認定から５年以内に限る）

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行

認定等申請

認定書等交付
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別表１

バイオマス発電

バイオマス熱利用

バイオマス燃料製造

新エネルギー施設

天然ガス
コージェネレーション

天然ガスコージェネレーションとは、天然ガスの燃焼で得られる1,500℃
以上の高温エネルギーを発電機の動力として使い、その排熱を温水や蒸気
として利用する（熱のカスケード利用（多段階利用）） を行うことをい
う。

燃料電池
燃料電池とは、都市ガスやＬＰガスなどから取り出した水素と空気中の酸
素を利用して、水の電気分解の逆の化学反応により直接電気へ変換し、発
電するシステムをいう。

その他の施設 その他、上記に準ずる新エネルギー施設として知事が認めたもの。

雪氷熱利用

雪氷熱利用とは、雪又は氷（冷凍機を用いて生産したものを除く。） を
熱源とする熱を冷蔵、冷房その他の用途に利用することをいう。冷気・冷
熱の流量を調節する機能を有する設備であって、雪氷熱の供給 に直接的
に供される設備に限る。

水力発電

水力発電とは、水の持つ位置エネルギーと速度エネルギーを利用して発電
する方式。水のエネルギーを水車によって機械エネルギーに変 換し、水
車に結合した発電機によって機械エネルギーを電気エネルギーとして発電
することをいう。発電出力1,000kW以下に限る。（システムの定格出力で
kW単位の少数切捨。）

施設名 内　　　容

太陽光発電
太陽光発電とは、太陽光と半導体を使用し、電気を起こす発電方法であ
り、太陽光パネルとインバーター等を全て含めて、太陽光発電システムと
いう。

風力発電
風力発電とは、風力エネルギーを風車によって機械エネルギーに変換し、
発電機を回して発電する方式をいう。

地熱発電
地熱発電とは、地中に掘削した坑井を通して地価に貯留されている地熱流
体を噴出させ、その熱エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方式を
いう。

バイオマス発電とは、バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料によ
り発電することをいう。

バイオマス熱利用とは、バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料に
より得た熱を利用することをいう。

バイオマス燃料製造とは、バイオマスを原材料とする燃料を製造すること
をいう。

太陽熱利用
太陽熱利用とは、太陽のエネルギーを熱として利用し、給湯や暖房に使う
ことをいう。太陽熱利用機器は大きく分けて太陽熱温水器、ソ ーラーシ
ステム（水式）、ソーラーシステム（空気式）の３つがある。

温度差エネルギー
温度差エネルギー利用とは、海水、河川水、下水等の水を熱源として、そ
の熱をヒートポンプ等で汲み上げることにより、給湯・暖房・ 冷房等の
用途に利用する場合を指すもの。

バイオマス共通
バイオマスとは、動植物に由来する有機物であって、エネルギー源として
利用することができるもの（原油、石油ガス、可燃性ガス及び 石炭、並
びにこれらから製造される製品を除く。）をいう。
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別表２

コ・ジェネレーション
　 システム

 原動機及びこれに直結する動力利用設備並びに原動機から排出された熱
を利用する設備を同時に設置するものに限る（専用の自動調節装 置、蓄
熱槽、冷却装置、ポンプ又は配管を含む。）。

染色整理装置
（次の各号の１に該当

する
　ものに限る。）

１　噴流式染色装置
　 糸、織物又は編物をその重量の６倍以下の重量の染液により染色する
　ことができる染色機で処理速度が毎分300メートル未満のもの並びに薬
　剤供給装置、熱交換器、専用の自動調整装置及び回転数可変ポンプを
　同時に設置する場合のこれらのものに限る。
２　洗浄装置
　 織物地又は編物地を洗浄するもので、その洗浄水量比（供給される 洗
　浄水の単位時間当たりの重量を供給される生地の単位時間当たりの重量
　で除して計算した値をいう。）が、毛織物地及び編物地にあって  は70
　以下、毛織物以外の編物地にあっては30以下のもののうち、次に 掲げ
　る方式のいずれかに該当するものに限る。
 　イ　貫通式（洗浄水に浸漬した生地をゴムローラーを用いて金網サク
　　ションドラムに押圧しつつ吸引し、当該生地に含まれる洗浄水を貫通
　　させる方式をいう。）
 　ロ　振動式（洗浄槽内に設置したかごを振動させることによりその上
　　部又は下部に接した生地を強制的に洗浄水に接触させる方式のもの
　　で、かごの作動間隔を自動的に調節する機構を有するものをいう。）

単板乾燥装置
（次の各号の１に該当

する
　ものに限る。）

１　垂直配列式棚型自動単板乾燥装置
 　コンベアに対し垂直な単板受棚を有するもので、単板の挿入及び配 列
　並びに温度の調整を自動的に行う機構を有するものに限る。
２　断熱強化型自動単板乾燥装置
 　乾燥部壁面のドア部以外が二重断熱構造のもので、乾燥部からの排 気
　を再利用し、かつ、乾燥負荷に応じて熱風循環送風機の回転数及び乾
　燥部内の湿度を自動的に調整する機構を有するものに限る。

せん断機
金属板をせん断するもので、被加工物の自動供給装置を有するもののう
ち、毎分100回以上のせん断加工を連続して行うものに限るものとし、こ
れと同時に設置する専用の材料集積装置を含む。

廃熱ボイラー 生産工程における廃熱により蒸気を発生させる設備に限る。

省エネルギー型工業炉
（次の各号の１に該当

する
　ものに限る。）

１　燃焼廃熱により原材料の予熱を行うための予熱帯が炉の加熱帯と一体
　となっているもの。
２　炉底部を除く炉内部壁の面積の半分以上の部分が断熱物質によって
　構成されているもの。

省エネルギー施設

施設名 内　　　容

ヒートポンプ方式
熱源装置

ヒートポンプ方式の熱源装置（専用の配管、ダクト、ポンプ、送風機、蓄
熱槽及び補助熱源装置を含む。）に限る。
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省エネルギー型
鋳型造型機

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　コールドボックス鋳型造型機（亜硫酸ガスを触媒として有機粘結材の
　化学硬化反応（燃焼反応を除く。）により鋳物砂の硬化を行うものに限
　る。）
 ２　無枠鋳型造型機（型枠のない鋳型を造型するものに限る。）
 ３　高圧式鋳型造型機（スクイーズヘッドが分割されているスクイーズ
　ピストンを用いて鋳型を造型するもので、スクイーズ圧力が490,000パ
　スカル以上のものに限る。）

高周波誘導加熱装置

300ヘルツ以上の高周波電流を用いて金属を加熱（溶解を除く。）す るも
ので、被加熱物の温度及び電源装置に流れる負荷電流を自動的に 調整す
る機構並びにあらかじめ設定されたヒートパターンに従って被 加熱物の
温度分析を自動的に調整する機構を有するもののうち、定格 電源容量が
450キロワット以下の炉本体、電源装置及び専用の自動調  整装置を同時
に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これら と同時に設置す
る専用の冷却装置を含む。

省エネルギー型
乾燥装置

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　電磁波（周波数が900メガヘルツ以上10ギガヘルツ未満のものに限
　る。）を照射することにより乾燥を行うものに限る。
２　乾燥装置の廃熱により当該乾燥装置に供給される空気を予熱する機
　構を有するもの。
３　乾燥装置からの排ガスを当該乾燥装置に吹き込む機構を有するもの
　のうち乾燥温度170度以上のもの。
４　熱媒液（１気圧の圧力の下で沸点が200度以上のものに限る。）と熱
　交換することにより乾燥用空気を加熱する機構を有するもの。
５　温度が40度以下の空気を用いた乾燥装置で塩化リチウムその他の吸
　湿剤を用いる方法若しくは冷却する方法又はこれらを併用する方法によ
　り乾燥用空気を脱湿する機構を有するもの。
６　触媒を用いて排ガスに含まれる有害成分を除去することにより当該
　排ガスを乾燥用空気として再利用するもの。
７　赤外線（周波数が750ギガヘルツ以上のものに限る。）を照射するこ
　とにより乾燥を行うもの。

高性能ダイカストマシ
ン

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　設定圧力の95％以上で作動するアンロード弁又は電磁オンオフ弁を有
　するもののうち、アキュムレータの設定圧力に達した時から当該アン
　ロード弁又は電磁オンオフ弁が全開するまでの時間が0.5秒以内のも
　の。
 ２　メンティングポットのスカートがかさ比重0.5以下の断熱物質を内張
　りしたカバーで覆われているもの。

プレス・タッピング
複合加工装置

被加工物の穴あけ及びねじ立て加工をスライドの一回の往復動作により同
時に行うもののうち、当該被加工物の加工位置及び搬送速度を 自動的に
制御する機構を有するものに限る。

自動温度調整装置
加熱又は冷却のための熱（冷熱を含む。）の需要の検出を行い、その変動
に対応してあらかじめ設定されたプログラムに従い熱媒流体の 流量の制
御を自動的に行うものに限る。
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省エネルギー型
染色整理装置

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　脱水機
 　空気流を吹き付ける方式又は減圧する方式により加工工程における織
　物又は編物の洗浄後の脱水を行うもので、脱水直後の洗浄水の織物 又
　は編物への付着重量が織物又は編物の生地重量の20％以下とするこ と
　ができるものに限る。
２　連続高圧スチーマー
 　ロール式密封装置により密封された缶（その内部の圧力が490,000パス
　カル以上のものに限る。）内において精錬、漂白、染色及び仕上  げを
　行うものに限る。
３　薬剤低付与装置
 　次に掲げる方式のいずれかに該当する方式により、加工工程における
　織物又は編物に防水剤その他の薬剤を付与するもので、薬剤の織物 又
　は編物への付着重量が織物又は編物の生地重量の20％以下のものに 限
　る。
 　イ　ロール式　織物又は編物に薬剤を塗布したロールに接触させる方
　　式をいう。
 　ロ　泡式　織物又は編物に泡状にした薬剤を接触させる方式をいう
４　ヒートセッター
 　加工工程における織物又は編物をヒートセットするもので、次に掲 げ
　るもののいずれかに該当するものに限る。
 　イ　触媒を用いて当該ヒートセッターからの排ガス中の有害成分を除
　　去して当該ヒートセッターに吹き込む機構を有するもの。
 　ロ　処理対象物の幅に対応して熱風の吹出し口の幅を自動的に調整す
　　る機構を有するもの。
５　マイクロ波染色機
 　加工工程における織物又は編物の染色仕上加工を行うもので、電磁波
　（周波数が１ギガヘルツ以上10ギガヘルツ未満のものに限る。）を照射
　することにより着色反応を促進させるものに限る。
６　巻糸チーズ乾燥機
 　乾燥釜からの排ガス温度を検知して当該乾燥釜内の圧力を自動的に調
　整する機構を有するもので、乾燥釜、熱交換器、送風機、圧縮機、 気
　液分離機及び自動調整装置を有するものに限る。
７　連続常圧スチーマー
 　蒸熱室内の電熱式ヒートロールに被染物を接触させることにより発色
　させるものに限るものとし、これに専用の自動調整装置を含む。

省エネルギー型
紙製容器製造装置

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　型打抜機
 　段ボール又は紙器用板紙を箱又は紙器を展開した形に打ち抜くもの
　で、給紙、打抜き及び排紙を並行して連続的に行うことができるもの
　に限る。
 ２　合紙貼合機
 　段ボール又は紙器用板紙の糊付け及び貼合を並行して連続的に行う も
　ので、処理能力が毎分80枚以上のもののうち糊付用ロールと合紙用
　ロールの軸間距離が１メートル以下のものに限る。
 ３　自動製箱機
 　段ボール箱又は紙器の組立（糊付けによる組立てを除く。）を行う
　もので、折りぐせ機構及び組立機構を有するものに限る。

省エネルギー型
製本装置

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　丁合機
 　ロータリー型の紙の引出し機構を有するもの又は万力型の紙の引出 し
　機構（軽金属合金型のもので、アームの長さが450ミリメートル以  下
　のものに限る。）を有するものに限る。
 ２　無線綴り機
 　無線綴り方式により製本を行うもので、クランクを用いて本の背の 部
　分を成形プレスする機構を有するものに限る。
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省エネルギー型
成形機

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　押出成形機
 　プラスチックの押出成形機で、ミキシング機構付スクリュー、原料 の
　強制フィード機構付シリンダー並びにヒーターの自動温度制御装置 及
　び放熱防止カバーを有するもの又は２軸スクリュー、ヒーターの自 動
　温度制御装置及び放熱防止カバーを有するものに限る。
２　発泡成形機
 　発泡ポリスチレンビーズの融着成形機で、加熱及び冷却の工程をそ れ
　ぞれ専用の金型を用いて自動的に連続して行うもの又は、冷却水の 流
　量を自動的に制御することにより金型の温度を最適に調整すること が
　できる機構を有するものに限る。
３　射出成形機
 　プラスチックの射出成形機で、作動油の流量及び圧力を自動的に制 御
　する機構並びにヒーターの放熱防止カバーを有するものに限る。

電動送り式金属工作機械

  交流又は直流サーボモーター（定格トルクが0.1キログラムメート  ル
以上のもので3,000ラジアン毎秒毎秒以上の角加速度を発生させる  こと
ができるものに限る。）を用いて工具又は被加工物の送りを行う  もの
で、潤滑流体により工具又は被加工物を支持する機構を案内面と 直接接
触させないものに限る。

省エネルギー型
プレス

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　油圧プレス（次に掲げるもののいずれかに該当するものに限る。）
 　イ　スライドの下降時の圧力をバランサーシリンダー及びアキュム
　　レーターを用いてスライドの上昇時に利用するもの。
 　ロ　液体を加圧されたブランクホルダーで固定された被加工物により
　　液圧室に密封し、加圧された上型の下降とこれによって生じる液圧の
　　作用により成形加工を行うもの。
 　ハ　上スライドの加圧による被加工物の固定のための圧力が設定圧力
　　に達した時にその圧力を保持したうえで加圧を停止し、同時に下スラ
　　イドへの加圧を開始することによって成形加工を行うもの
 ２　高速自動送り式プレス（被加工物を自動的に供給する機構及びフリ
　クションクラッチ機構を有するもので、回転係数（ストロークの長さ
　をミリメートルで表した数と毎分ストローク数との積をいう。）が
　　6,000以上のものに限る。）
 ３　連続加工式プレス（１のスライドにより４工程以上のプレス加工を
　同時に行うもので、被加工物の工程間の移動を自動的に行う機構を有す
　るものに限る。）
 ４　サーボ駆動式プレス（サーボモーターと直結する駆動軸又は油圧ポ
　ンプによりラムを駆動させて金属材の成形加工を行うもののうち、ラム
　の制動時のエネルギー回生を行う機構並びにあらかじめストローク長さ
　及びストローク数を設定する機構を有するものに限るとし、これと同時
　に設置する専用の安全装置又は自動供給装置を含む。）

プリンタースロッタ
段ボールシートに印刷、裁断、罫線入れ及び溝切りの加工を連続的 に行
うことができるものであって、インバーター方式を用いた駆動装 置を有
するものに限る。

無杼式自動織機

水流若しくは空気流により又はレピア若しくはグリッパーを用いて よこ
糸入れを行うものに限るものとし、これと同時に設置する空気液 噴射用
の圧縮機又は乾燥機（２以上の吸引ドラム（その表面がメッシ ュ状の構
造を成しているものに限る。）を用いて熱風を強制的に還流  させること
により織物地の乾燥を行うもので、水流によりよこ糸入れ を行う織機に
専用のものに限る。）を含む。

省エネルギー型
ダイカストマシン

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　ピストン式アキュミュレーターを有するもので、その設定圧力に達し
　た時からリリーフ弁が全開する時までの時間が１秒以下であるもののう
　ち、当該圧力がリリーフ弁の設定圧力の90％以下のもの。
 ２　２以上の油圧ポンプを用いるもので、シリンダーで必要とする油圧
　に対応して作動油の流量を自動的に制御する機構を有するもの。
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油圧解体機

自走式作業用機械設備に装着されるもので、岩石又は建設構造物の 破砕
解体を行い、かつ、油圧により作動するもののうち、次の各号の 一に該
当するものに限る。
 １　油圧ブレーカ（チゼル用のグリース溜まりを内蔵した打撃装置を有
するものに限る。）
 ２　油圧圧砕機（圧砕装置の角度を変えることができる機構及びカッ
ターを有するものに限る。）

大口径掘削機

場所打杭工法における穴の掘削を行うもののうち、可変容量型油圧 ポン
プ、多連弁機構及びアンロード弁並びに合流回路（２以上の油圧ポンプか
ら供給される油圧を合流させる油圧管をいう。）又は油圧全 馬力制御機
構（複数の作動部の作業状態に対応して変化する複数の油 圧ポンプの負
荷を検知して当該複数の油圧ポンプの合計馬力を常にエンジン馬力以内に
制御する機構をいう。）を有するものに限る。

自走式作業用機械設備
（次の各号の１に該当

する
　ものに限る。）

１　掘削機械、締固め機械、積込み機械、クレーン、モーターグレー
　ダー、コンクリート機械及びせん孔機で、直接噴射式ディーゼルエンジ
　ンを有し、油圧ポンプから供給される油圧を複数の作動部の作業状態に
　対応して制御する機構を有するもの。
２　トラクターで、直接噴射式ディーゼルエンジンを有し、油圧ポンプか
　ら供給される油圧を複数の作動部の作業状態に対応して制御する機構及
　びすべり摩擦部に潤滑油が密封された無限軌道覆帯を有するもの。
３　基礎工事用機械（くい打ち機及びくい抜き機に限る。）で、直接噴射
　式ディーゼルエンジンを有し、油圧ポンプから供給される油圧を複数の
　作動部の作業状態に対応して制御する機構並びに巻上げ動作及びブーム
　の上下動作を行うためのロープの方向を転換するころがり軸受付滑車を
　有するもの。
４　アスファルトフィニッシャー（アスファルト合材の敷きならしを行う
　もので、可変スクリード、可変容量型油圧ポンプ（エンジンの回転数の
　変動にかかわらず、油圧を調整できるポンプをいう。以下、５号、「油
　圧式杭圧入引抜機」及び「大口径掘削機」において同じ。）及び多連弁
　機構（油圧ポンプから供給される油圧を複数の作動部の作業状態に対応
　して調整する機構をいう。以下、５号、「油圧式杭圧入引抜機」及び
　「大口径掘削機」において同じ。）並びに閉回路  　（その全ての部分
　が密閉された油圧回路をいう。）又はプレッシャーオーバーライド弁
　（油圧回路の圧力が設定値に達したときに油圧 　ポンプの吐出量が最
　小になるように制御する弁をいう。以下「油圧 　式杭圧入引抜機」に
　おいて同じ。）を有するものに限る。）
５　建設廃棄物破砕機（密封潤滑式（すべり摩擦部に潤滑油を密封する
　ことにより潤滑油の漏れを防ぐ方式をいう。）の起動輪、遊動輪及び
　ローラを有するもので、アスファルト廃材又はコンクリート廃材を破砕
　するもののうち、可変容量型油圧ポンプ及び多連弁機構を有するものに
　限る。）

省エネルギー型
印刷機

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　同時両面オフセット印刷機（相対した一対のゴム胴を用いて紙の両面
　に同時に印刷することができる枚葉オフセット印刷機であって、イン
　バーター方式を用いた駆動装置を有するものに限る。）
２　倍胴型両面オフセット印刷機（ゴム胴の径に対して２倍以上の径をも
　つ胴を用いることにより１工程で連続的に紙の両面に印刷することがで
　きる枚葉オフセット印刷機であって、インバーター方式を用いた駆動装
　置を有するものに限る。）
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高性能ねん糸機
スピンドルの回転部の重量が800グラム以下で、かつその外径が145 ミリ
メートル以下のダブルツイスターに限る。

省エネルギー型
焼成焼上装置

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　余熱還流式オーブン（ビスケットその他の菓子類を焼成するもので、
　当該オーブンからの排ガスを当該オーブン内に吹き込む機構を有するも
　のに限るものとし、これに専用の自動調整装置を含む。）
２　排気制御式オーブン（パン又はビスケットその他の菓子類の焼成を行
　うもので、オーブン内の温度を検出して排ガス量及び燃焼用空気と燃料
　との流量比率を自動的に制御する機構を有するものに限る
３　自動温度調整式ノーピルオーブン（パン又はビスケットその他の菓子
　類の焼成を行うもので、オーブン内の温度を検出して熱の供給量を自動
　的に制御する機構及び被焼成物をコンベアーにより搬出入する機構を有
　するものに限る。）
４　遠赤外線式連続焼成装置（食品の焼成を行うもののうち、炉内の上部
　がセラミック遠赤外線プレート（周波数が300ギガヘルツ以上200テラヘ
　ルツ未満の電磁波を照射するものに限る。）で覆われたものに限るもの
　とし、これと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。）
５　急速加温機付連続焼成装置（カステラその他の菓子類の加温及び焼成
　を連続して行うもので、加温機（被加温物に直接電流を通じることによ
　り加温を行うものに限る。）、色付装置（電磁波（周波数が300ギガヘ
　ルツ以上200テラヘルツ未満のものに限る。）を照射することにより加
　熱を行うものに限る。）及び焼成機に限るものとし、これらに専用の自
　動調整装置を含む。）
６　熱反射式焼上機（米菓の焼上げを行うもので、バーナーからの放射熱
　を反射するステンレス鋼製の反射板を有する焼上機及び当該焼上機の廃
　熱により米菓の乾燥を行う装置を有するものに限る。）

高熱効率型連続蒸米機
（米の蒸煮及び蒸煮後
の米の取出しを並行し

て続
　的に行うものに限

る）

　加熱用の蒸気を回収して米の蒸煮に再使用する機構を有するもの。

省エネルギー電気炉

１　高周波溶解炉（金属を周波数が150ヘルツ以上の高周波電流を用いて
　発熱させる方法により熔解するもので、炉本体及び電源装置を有するも
　のに限るものとし、これらに専用の炉傾斜装置、冷却装置又は自動調整
　装置を含む。）
２　高感応答アーク炉（直接式三相アーク炉で、電熱カップリング又は
　サイリスタにより制御される交流電動機によって作動する電熱昇降装置
　（電極を毎分２メートル以上上昇させることができるものに限る。）、
　最適電流供給装置及び専用の自動調整装置を有するものに限る。）
３　高性能電解炉（アルミナを電気分解してアルミニウムを製造するもの
　でグラファイト電極、ポット・カバー及びクラフト自動破砕装置を有す
　る既焼成陽極式電解炉又は塩化マグネシウムを電気分解してマグネシウ
　ムを製造するもので陽極との間に隔壁を有しないもののうちくさび型の
　電極若しくは格子状の電極を有するものに限る。）

省エネルギー型
めん類製造装置

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　めん帯成形機（めん生地を圧延してめん帯を製造するもので、互いに
　近接する３本の圧延ロール（２本のロールが他の１本のロールの回転の
　向きと逆の向きに回転するものに限る。）を用いてめん生地の圧延を行
　うものに限るものとし、これに専用のめん生地送り装置を含む。）
２　自動蒸しめん製造装置（低圧蒸気（蒸気の圧力が78,400パスカル以下
　のものに限る。）を直接噴射することにより生めんの蒸煮を行うもの
　で、蒸しめん製造装置及び自動調整装置を有するものに限る）
３　ゆでめん製造装置（連続する３以上のゆで槽（当該ゆで槽の中央が、
　自動昇降式加圧蓋により密閉される構造を有するものに限る。）を有す
　るもののうち、集約型バケット（ゆで槽において隣接するバケットの支
　持点の間隔が100ミリメートル以下となるものに限る。）をめんの種類
　に対応した速度で連続して当該ゆで槽に通過させる機構及び当該ゆで槽
　内の温度を自動的に調整する機構を有するものに限る。）

-82-



熱成形機
プラスチックの熱成形機で、加熱装置の電圧調整ができるもの又は加熱源
に遠赤外線（波長３μ以上）を使用したものに限る。

精密打抜プレス 金属打抜き用のものであって、駆動機構が三動以上のものに限る。

省エネルギー型
フォークリフト

（次の各号の１に該当
するものに限る。）

１　油圧サイリスタにより、荷役作業用油圧ポンプモーターを制御する機
　構を有するもの。
 ２　排気ターボチャージャーによりエンジン給気を過給する機構を有す
　るもの。

省エネルギー型ボイ
ラー

ボイラーの蒸気圧力の変動に対応して燃焼用空気と燃料との流量比 率を
自動的に制御する機構を有するもの（これと同時に設置する専用のポンプ
又は配管を含む。）、燃焼廃材（被加熱物から排出される熱を含む。）に
より燃焼用空気及び当該ボイラーにおいて蒸気を発生させるために供給さ
れる水を予熱する機構を有するもの（これと同時に設 置する専用のポン
プ又は配管を含む。）又は蒸気使用量の変動に対応して蒸気の貯留及び自
己蒸発を自動的に行う機構を有するもの（これと同時に設置する専用のポ
ンプ又は配管を含む。）。

高速全自動殖版機
多面焼付けを行うもので、自動制御装置を有するもののうち、光源装置が
通電開始から７秒以内に所要の光度に到達するものに限る。

省エネルギー型
鍛造素材切断機

厚さ50ミリメートル以上の鍛造素材の供給及び切断を自動的に行うもの
で、帯のこ盤、素材供給装置及び自動調整装置を有するものに限る。

省エネルギー型
アーク溶接機

サブマージアーク溶接機（粒状フラックスの中でアークを発生させて溶接
を行うもので、溶接トーチ、溶接電源装置、ワイヤー送給装置及びフラッ
クスホッパーを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これ
らと同時に設置する専用の自動走行装置、フラックス回収装置又は自動調
整装置を含む。）又は不燃性ガス利用アーク溶接機（炭酸ガス又はアルゴ
ンガスの雰囲気の中でアークを発生させて溶接を行うもので、溶接トー
チ、溶接電源装置及びワイヤー送給装置 を同時に設置する場合のこれら
のものに限るものとし、これらと同時 に設置する専用の自動走行装置、
冷却装置、ガス流量調整器又は自動 調整装置を含む。）に限る。

省エネルギー型
真空焼鈍炉

減圧した加熱容器内で金属導体線の加熱を行うもので、炉底部を除く炉内
部壁の面積の50％以上の部分がかさ比重1.3以下の断熱物質によって構成
されているもののうち、炉本体、加熱容器及び真空装置を 同時に設置す
る場合のこれらのものに限る。

省エネルギー型
鋳物砂混練装置

（次の各号の１に該当
するものに限る。）

１　混練中の鋳物砂の含水率に対応して当該混練装置に供給される水の量
　を自動的に制御する機構を有するものに限る。
２　鋳物砂に自硬性鋳物型用バインダーを混ぜて混練するものに限る
３　鋳物砂充填性制御混練装置（混練中の鋳物砂の性状に対応して供給水
　量及び添加剤の量を自動的に調整する機構を有するもの並びに専用の自
　動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。）

省エネルギー型
ショットブラスト

（次の各号の１に該当
する

　ものに限る。）

１　湾曲羽根式ショットブラスト（羽根車の羽根の形状が湾曲しているも
　のに限る。）
 ２　両回転式ショットブラスト（羽根車の回転方向が左右に切り替えら
　れるものに限る。）

省エネルギー型
古紙梱包装置

圧縮室において１のピストンを用いて加圧することにより古紙の圧縮及び
成形を同時に行うものに限る。
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省エネルギー型
経編機

複合針を用いるもののうち、負荷の変動に対応して電動機の回転を制御す
る機構を有するものに限る。

高効率生地連続包あん機
食品の生地及び内包材の注出口が一体となっている機構を有するも のの
うち、６以上の成型羽根を有し、かつ、当該成型羽根の水平往復 運動と
下降運動により成型する機構を有するものに限る。

多段ホーマー
鍛造素材の切断及び鍛造加工をスライド１回の往復動作により同時に５工
程以上行うもので、毎分100回以上の往復動作ができるもののうち、当該
スライドに４以上の圧迫金型を装着する機構を有し、かつ、当該鍛造素材
の工程間の移動を自動的に行う機構を有するものに限る

外断熱システム
建築物における熱損失を防止するための断熱材及び外装材であって、建築
物の屋根及び外壁の外側に施工されるものに限る。

　建築物の省エネ性能
の

　向上に資する設備、
機器

　及び建築材料

次に掲げる、建築物の省エネ性能の向上のために導入される設備、 機
器、建築材料等。
 １　省エネ型設備・機器
　 次に掲げる、エネルギーの使用の合理化に資するもののいずれかに 該
　当するものに限る。
 　イ　熱回収型換気・空調装置（高効率全熱交換器（排気の顕熱及び潜
　　熱により給湯との熱交換を行うもの。）又は当該高効率全熱交換器を
　　組み込んだ空調装置。）
 　ロ　400ボルト級配線装置（電気の供給を受け、400ボルト及び230ボル
　　トの公称電圧で負荷機器に電気を供給するための電気設備。専用のリ
　　アクトル、コンデンサー等を含む。）
 　ハ　床暖房装置（電気又は温水を用いて床を加熱し、当該床からの熱
　　の放射により暖房を行うもので、蓄熱板、断熱板及び専用の自動調節
　　装置を含むもの。専用のポンプ又は配管を含む。）
 　ニ　熱供給受入設備（新たに熱供給を受けることに伴い設置する受入
　　導管。当該受入導管を収容するための管路、入孔、配管等を含む。）
 　ホ　電算機室等用省エネルギー制御空調機（電子計算機室内又は電子
　　交換機室内等に設置される専用の床下空調機のうち、温湿度センサー
　　により自動制御する機能を有するもの。室外機を含む。）
　 ヘ　空調用搬送エネルギー効率化システム（空調設備のうち、熱媒を
    液とガスの比重差で自然に循環させるもの、又は複数のユニットを直
    列に接続することにより、熱媒を段階的に活用するもの。専用の熱源
    装置、蓄熱槽等を含む。）
 　ト　高効率照明設備（高周波方式の照明器具の点灯回路を制御するこ
　　とにより蛍光管の光量を調整するもの。専用の配線、端末器又は太陽
　　光感知装置を含む。）
 　チ　高効率エレベータ（可変電圧可変周波数制御装置を用いて電動機
　　を制御するもの。）
 　リ　高効率エスカレータ（利用者の有無を感知することにより、自動
　　的に運転を制御する機構を有するもの。）
 　ヌ　高効率自動ドア（ドアの開き幅を切り替える機構を有するもの）
 　ル　高効率自動回転ドア（利用者の有無を感知することにより、自動
　　的に運転を制御する機構を有するもの。）
 ２　断熱建材
　 次に掲げる、建築物及び建築設備の断熱性能の向上に資するものの い
 ずれかに該当するものに限る。
 　イ　無機繊維系断熱材（グラスウール、ロックウール等。）
 　ロ　木質繊維系断熱材（セルローズファイバー、インシュレーション
    ボード等。）
 　ハ　発泡プラスチック系断熱材（ポリスチレンフォーム、硬質ウレタ
    ンフォーム、ポリエチレンフォーム、フェノールフォーム等。）
 　ニ　断熱閉口部材（複層ガラス、断熱サッシ、断熱ドア等。）
 　ホ　気密補助材料（防湿・気密フィルム、気密テープ、気密パッキン
    等。）
 　ヘ　その他建築物及び建築設備の断熱性能の向上に資する建材
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その他の設備
その他上記に準ずる設備であって、省エネルギー効果が25％以上の 省エ
ネルギー施設のうち、その設置を特に促進する必要性が高いとし て知事
が認めたもの。

  電気自動車等用充電
設備

電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に充電するための急 速充
電設備及び普通充電設備

エネルギー管理システム

ビルや工場等において、エネルギー使用状況を把握し、かつ、室内 環境
に応じた機器又は設備等の運転管理によってエネルギー消費量の 削減を
図るためのシステム。（計測・計量装置、制御装置、監視装置、データ保
存・分析・診断装置などで構成される。）
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様式１

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

融資の種類（○をつけてください。）

1

2

3

4

※2　3の場合、認定等の名称

（ ）

必要な項目に○をつけてください。 資金の必要理由（具体的に書いてください。）

（１）商品(材料)仕入資金

（２）買掛(手形)決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）その他

( ）

計

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機関に備えてい
ます。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

万円

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係 備　　考

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

運
転
資
金
の
場
合

金 額

万円

健康経営事業者融資

優良産業廃棄物処理業者融資

耐震化促進融資

計

今回計画中の設備の
種類・数量・単価等

新設・増
設・補修取

替の別

金 額

低燃費車両等導入融資

万円

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

万円
借 入
期 間 最 近 の

月 平 均 費 用
万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

（均等償還に限る）

（ 支店）
資 本 金
（ 元 入 金 ）

万円

資 産 総 額

査　定
金　額

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・

家族除く）
人

常用
（役員・家

族）
人 臨 時

（ パ ー ト 含 ）
人

万円

最 近 の
月 平 均 売 上

万円
金融機関からの
借 入 金 総 額

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

取 扱
品 目

大分県地域産業振興資金融資に係る通知書
最寄りの商工会、商工会議所又
は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中小
企業団体中央会）

大 分 県 知 事　殿

日
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様式１－２

※提出部数 ３部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

（具体的に記入してください。）

計

(必要な項目に○をつけてください。)

（１）設備導入諸経費

（２）その他 計

( ）

生産性の向上に資する設備を導入する場合

　導入する設備

①生産効率、エネルギー効率、精度等生産性の向上に資する指標名 （　　　　　　　　　）

②導入する設備の指標の数値 （　　　　　　）

③導入する設備の旧モデルの指標の数値 （　　　　　　）

④指標の向上率 （　　　　　　）

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

※この申込書の作成が終わったら、信用保証協会に対する保証申込関係書類（最寄りの商工会議所、商工会、指定金融機関に備えてい
ます。）と同一綴にし、他の添付書類とともに上記のところに提出して下さい。

備　　考

万円

運
転
資
金

金 額

万円

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金

今回計画中の設備の
種類・数量・単価等

新設・増設・補
修取替の別

金 額

資
金
の
必
要
理
由

万円

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

万円
借 入
期 間 最 近 の

月 平 均 費 用
万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

（均等償還に限る）

（ 支店）
資 本 金
（ 元 入 金 ）

万円

資 産 総 額

査　定
金　額

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・

家族除く）
人

常用
（役員・家

族）
人 臨 時

（ パ ー ト 含 ）
人

万円

最 近 の
月 平 均 売 上

万円
金融機関からの
借 入 金 総 額

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

取 扱
品 目

大分県地域産業振興資金融資に係る通知書
（新エネルギー施設等導入融資）

最寄りの商工会、商工会議所又
は指定金融機関
（組合にあっては、大分県中小
企業団体中央会）

大 分 県 知 事　殿

日
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１６．やさしさライフビジネス支援資金（地域産業振興資金）

（１）融資条件等

設備資金・運転資金

融資実行時の大分県信用組合短期プライムレート

原則として毎月均等返済

大分県信用組合

（２）融資の流れ

連帯保証人 （法人）代表者のみ（個人）１名必要

申込み窓口

中
小
企
業
者
等

大
分
県
信
用
組
合

大分県信用組合指定金融機関

融資対象者

不要

資金使途

融資利率

設備資金　１０年以内（うち据置１年以内）
運転資金　１０年以内（うち据置１年以内）
ＮＰＯ法人つなぎ融資　１年以内

－

設備資金　　５００万円
運転資金　　５００万円

次のいずれかに該当するもの。
・小規模企業者（従業員２０人以下〔商業・サービス業５人以下〕）
・共同出資等の形式で運営される法人化されていない組合または団体
・特定非営利活動法人
・前各号以外の事業者で知事が特に認めるもの

対象事業

①地域社会が必要とする、福祉、環境、趣味、健康、国際交流等の生活領域における社
会性のある事業
②過疎地域等における、自然や地域性を活かした事業及び地域の活性化のための事業
③女性や障がい者、高齢者、過疎地域の住民等が、自らの起業化により経済的自立を促
進する事業及びこれらの者に雇用の場を提供する事業
④前各号以外の事業で、生活者の福利向上を目的とする社会性のあるもののうち知事が
特に認める事業

融資期間

融資限度額

保証料率

返済方法

担　　保

①申込

②融資実行

ＮＰＯ法人が県等の補助事業を実施する際の補助対象経

費で、補助金が交付されるまでに必要となるつなぎ資金

（以下、「ＮＰＯ法人つなぎ融資」）は、１，０００万

-88-



様式１

※提出部数 ２部

※提 出 先

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引金融機関

その他（ ） ２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

必要な項目に○をつけてください。

（１）商品(材料)仕入資金

（２）買掛(手形)決済資金

（３）諸経費支払資金

（４）その他

( ）

計

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

※「別添見積書のとおり」などの表現はしないでください。（受付不可）　

大分県地域産業振興資金融資に係る通知書 最  寄  り  の
大分県信用組合

大 分 県 知 事　殿

日

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

具 体 的
業 種

取 扱
品 目

査　定
金　額

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・
家族除
く）

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（ パ ー ト 含 ）

人

万円
最 近 の
月平均売上

万円
金融機関から
の借入金総額

万円
借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

返 済
方 法

月賦・年賦・半年賦

（均等償還に限る）
資 産 総 額 万円

借 入
希 望
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

万円

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

今回計画中の設備の
種類・数量・単価等

新設・増
設・補修
取替の別

金 額

計 万円

運
転
資
金
の
場
合

金 額

万円

申 込 者 と の 関 係 備　　考

※この申込書の作成が終わったら、事業計画書（最寄りの大分県信用組合に備えています。）とともに上記のところに
　提出して下さい。

（やさしさライフビジネス支援資金）

資金の必要理由（具体的に書いてください。）

連帯保証人（詳細は信用保証協会所定の連帯保証人明細書に記入してください。）

氏 名 年齢 住 所 職　業
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様式 ２ 

やさしさライフビジネス支援資金事業者名簿

                                                 指定金融機関名 

事業主体 
名   称

所 在 地                                            電 話 

区   分 ① 会 社   ② 組 合   ③任意団体   ④ 個 人   ⑤ そ の 他 

代 表 者
氏   名

住   所                                            電 話 

業   種 取 扱 品 目

開業年月日          年      月       日 従 業 員 数                    人 

 事

 業

 の

 概

 要

必要な 

経 営 指 導

 (1) 経営手法       (2) 簿記、会計     (3) 市場情報      (4) 経営情報 

  (5) その他（                                     ）     (6) 特になし 

金 融 機 関

特 記 事 項

    ※ 事業の概要には、事業の規模、具体的な事業内容、開業までの経緯等を記入してください。 
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１７．金融機関提案型資金

（１）融資条件等

設備資金・運転資金

各指定金融機関で定める方法

利用したい融資メニューを取り扱っている指定金融機関

（２）融資の流れ

融資対象者

各指定金融機関において定める

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

各指定金融機関で定める期間

信用保証協会で定める率

各指定金融機関で定める額

県内で事業を行う各指定金融機関の定める要件に該当する中小企業者又は組合

各指定金融機関において定める率
※ただし、保証付き融資の場合は２．１％、保証を付けない融資の場合は３．７９％を
上限とする。

信
用
保
証
協
会

保証料率

返済方法

担　保　等

申込み窓口

中
小
企
業
者
等

申
込
窓
口

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、
大分県信用組合

指定金融機関

各指定金融機関で定める書類
※保証付き融資の場合は、信用保証協会で定める書類も必要

必要書類

融資と共に、各融資メニューの内容に沿った経営支援等を行う特　　徴

指
定
金
融
機
関

①申込

②保証申込

③保証決定

④融資・支援実行
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様式１６

上記資金の融資を受けたいので通知します。

年 月

事業所の所在地

企業名(商号)

代表者氏名

ＴＥＬ

年 箇月のうち

　　据置期間 箇月 １　主な取引先金融機関

２　主な取引先又は親企業

３　事業開始年月

　　 　　 　　

商品(材料)仕入資金

買掛(手形)決済資金

諸経費支払資金

その他

（ ）

資金の必要理由(具体的に書いてください。)

ＴＥＬ ( ) －

ＴＥＬ ( ) －

融 資
名 称

大分県金融機関提案型資金に係る通知書
※提出部数　保証付融資：３部
　　　　　　プロパー融資：２部
※提 出 先　指定金融機関

大 分 県 知 事　殿

日

査 定
金 額

申 込
金 額

万円

企 業 の 概 要

具体的
業 種

取 扱
品 目

万円
最 近 の
月平均売上

万円
金融機関から
の借入金総額

万円

(記入しないでください）
従業員

常用
（役員・
家族除
く）

人
常用

（役員・
家族）

人 臨 時
（パート含）

資 産 総 額 万円

借 入
期 間 最 近 の

月平均費用
万円

返 済
方 法

万円

融 資
利 率

固定金利 変動金利 その他（　　　　　　　　　　　） 保証協会の保証の有無

％ 有　　・　　無

借 入
金 融
機 関

負 債 総 額 万円

（ 支店）
資 本 金
（元入金）

備　　考

借

入

金

の

使

途

設
備
資
金
の
場
合

必要な事項に○をつけて下さい。 金 額

（１）

（２）

（３）

（４）

計

今回計画中の設備の
種類・数量・単価等

新設・増
設・補修
取替の別

金 額

運
転
資
金
の
場
合

万円 計 万円

人

連帯保証人

氏 名 年齢 住 所 職　業 申 込 者 と の 関 係
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調    査    意    見    書

年  月  日  

  大分県信用保証協会長  殿 

                                        商工会長 

                                       商工会議所会頭                   

                                        大分県中小企業団体中央会長 

 このたび、別添のとおり（           ）資金の融資の申込みがありましたので、

意見を付し送付します。 

１ 申 込 者 

企業名・商号

  

代表者氏名

２ 営業の状況（該当すると思われるものに○印を付してください。） 

業                      況 盛      漸  盛     常  態     低  調     衰  退    

同業者間の地位(県下・管内) 上  位               中  位                下  位  

立地条件 良      やや良     普  通    やや劣る    劣  る 

将来性 有  望   やや有望   現状維持   やや不安    不  安    

３ 経営者の状況（該当すると思われるものに○印を付してください。） 

健      康      状      態     良      やや良     普  通     病 弱     病臥中  

経  営  の  計  画  性     良      やや良     普  通    やや劣る    劣  る   

係数観念     良      やや良     普  通    やや劣る    劣  る    

経営に対する熱意    旺 盛   やや旺盛    普  通    やや不足    不 足   

信頼性     良      やや良     普  通    やや不足    不 足   

経営手腕     良      やや良     普  通    やや劣る    劣  る 

世                      評     良      やや良     普  通    やや不良    不 良   

４ 総合意見（資金の必要性、償還の見込み、その他特に必要な事項について記入してくだ

さい。） 

 経営指導員名  
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【セーフティネット保証時参考様式】

様式第１

                  中小企業信用保険法第２条第５項第

                  １号の規定による認定申請書（例）

                                               年  月  日

  （市町村長又は特別区長） 殿

                               申請者

                               住 所                            

                 氏 名 （名称及び代表者の氏名）  

 私は○○○○○○が、    年  月  日○○○○○の申立てを行つ

                                             （注１）

たことにより、下記のとおり同事業者に対する売掛金の回収が困難となつた

ことにより、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法

第２条第５項第１号の規定に基づき認定されるようお願いします。

記

１ ○○○○○○に対する売掛金                                    円

   うち回収困難な額                                              円

２ ○○○○○○に対する取引依存度                     ％（Ａ／Ｂ）

   Ａ      年    月    日から  年  月  日までの○○○○○○に

     対する取引額等                                              円

   Ｂ  上記期間中の全取引額等                                    円

（注１）○○○○○には、「破産」､「再生手続開始」､「更生手続開始」等を

入れる。

（注２）上記１、２のいずれかを記載のこと。

（留意事項）

 ①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありま

  す。

 ②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機

関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必

要です。
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様式第２－①－イ―（１）

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年 月 日

２　○○○○○○に対する取引依存度 ％（Ａ／Ｂ）

Ａ　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までの○○○○○○に対する取引額等

円

Ｂ　上記期間中の全取引額等 円

３　売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ｃ：事業活動の制限を受けた後最近１か月間の売上高等 円

Ｄ：Ｃの期間に対応する前年１か月間の売上高等 円

（ロ）（イ）の期間も含めた今後３か月間の売上高等

減少率 ％（実績見込み）

Ｅ：Ｃの期間後２か月間の見込み売上高等 円

Ｆ：Ｅの期間に対応する前年の２か月間の売上高等 円

「　　　番　　　号　　　」

令和 年 月 日

申請のとおり、相違ないことを認定します。

（注）信用保証協会への申込期間

年 月 日から 年 月 日まで

認定者名

(留意事項)

（ Ｄ ＋ Ｆ ） － （ Ｃ ＋ Ｅ ）

Ｄ＋Ｆ
×１００

（注）○○○○には、経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容に応じ、「店舗の閉鎖」等を入れる。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から３０日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、
　　 保証の申込みを行うことが必要です。

記

Ｄ－Ｃ

Ｄ

　私は○○○○○○が、　　　　年　　月　　日から○○○○（注１）を行っていることにより、下記のとおり

同事業者との直接取引について売上高等の減少が生じているため、経営の安定に支障が生じており

ますので、中小企業信用保険法第２条第５項第２号イの規定に基づき認定されるようお願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 2 号

イ の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （① － イ ― （ １ ） ）（ 例 ）

申 請 者

住 所

氏 名

×１００
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様式第２－①－イ―（２）

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年 月 日

２　○○○○○○に対する取引依存度 ％（Ａ／Ｂ）

Ａ　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までの○○○○○○に対する取引額等

円

Ｂ　上記期間中の全取引額等 円

３　売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ｃ：事業活動の制限を受けた後最近１か月間の売上高等

（　　　　年　　　　　月） 円

Ｄ：事業活動の制限を受ける直前３か月間の月平均売上高等

（　　　　年　　　　　月） 円

（ロ）最近３か月間の売上高等の実績見込み

減少率 ％（実績）

Ｅ：Ｃの期間後２か月間の見込み売上高等

（　　　　年　　　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

Ｆ：事業活動の制限を受ける直前３か月間の売上高等

（　　　　年　　　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

「　　　番　　　号　　　　」

令和　 年 月 日

申請のとおり、相違ないことを認定します。

（注）信用保証協会への申込期間

年 月 日から 年 月 日まで

認定者名

(留意事項)

×１００
Ｆ－（Ｃ＋Ｅ）

Ｆ

（注）○○○○には、経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容に応じ、「店舗の閉鎖」等を入れる。

　②本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から３０日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、
　　 保証の申込みを行うことが必要です。

　①本様式は、業歴１年１か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情
がある場合に使用します。

記

Ｄ－Ｃ

Ｄ

　私は○○○○○○が、　　　　年　　月　　日から○○○○（注）を行っていることにより、下記のとおり同

事業者との直接取引について売上高等の減少が生じているため、経営の安定に支障が生じております

ので、中小企業信用保険法第２条第５項第２号イの規定に基づき認定されるようお願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 2 号

イの規定による認定申請書（①－イ―（２））（例）

申 請 者

住 所

氏 名

×１００

-96-



様式第２－①－イ―（３）

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年 月 日

２　○○○○○○に対する取引依存度 ％（Ａ／Ｂ）

Ａ　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までの○○○○○○に対する取引額等

円

Ｂ　上記期間中の全取引額等 円

３　売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ｃ：事業活動の制限を受けた後最近１か月間の売上高等

（　　　　年　　　　　月） 円

Ｄ：事業活動の制限を受けた直後３か月間の月平均売上高等

（　　　　年　　　　　月～　　　　　年　　　　　　　月） 円

（ロ）最近３か月間の売上高等の実績見込み

減少率 ％（実績見込み）

Ｅ：Ｃの期間後２か月間の見込み売上高等

（　　　　年　　　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

Ｆ：事業活動の制限を受けた直後３か月間の売上高等

（　　　　年　　　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

「　　　番　　　号　　　　」

令和　 年 月 日

申請のとおり、相違ないことを認定します。

（注）信用保証協会への申込期間

年 月 日から 年 月 日まで

認定者名

(留意事項)

記

Ｄ－Ｃ

Ｄ

　私は○○○○○○が、　　　　年　　月　　日から○○○○（注）を行っていることにより、下記のとおり同

事業者との直接取引について売上高等の減少が生じているため、経営の安定に支障が生じております

ので、中小企業信用保険法第２条第５項第２号イの規定に基づき認定されるようお願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 2 号

イの規定による認定申請書（①－イ―（３））（例）

申 請 者

住 所

氏 名

×１００

×１００
Ｆ－（Ｃ＋Ｅ）

Ｆ

（注）○○○○には、経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容に応じ、「店舗の閉鎖」等を入れる。

　②本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から３０日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、
　　 保証の申込みを行うことが必要です。

　①本様式は、業歴１年１か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情
がある場合に使用します。
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様式第２－②

中小企業信用保険法第２条第５項第２号

イの規定による認定申請書（②）（例）

 年  月  日

（市町村長又は特別区長） 殿

                       申請者

                       住所               

                       氏名 （名称及び代表者の氏名）

私は○○○○○○が、    年  月  日から○○○○を行ったこと

（注）

に伴い、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資

金調達が必要となっていますので、中小企業信用保険法第２条第５項第２号イの規定

に基づき認定されるようお願いします。

記

１ 金融機関からの総借入金残高のうち、○○○○○からの借入金残高の割合

                                         ％（Ａ／Ｂ）

Ａ        年    月    日の○○○○○○からの借入金残高                 円

Ｂ        年    月    日の金融機関からの総借入金残高                 円

（注）○○○○には、経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容に応じ、

  「金融取引の調整」等を入れる。

（留意事項）

 ①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 ②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信

用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
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様式第２－①－ロー（１）

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年 月 日

２　○○○○○○に対する取引依存度 ％（Ａ／Ｂ）

Ａ　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までの○○○○○○に関連する取引額等

円

Ｂ　上記期間中の全取引額等 円

３　売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ｃ：事業活動の制限を受けた後最近１か月間の売上高等

（　　　　年　　　　　月） 円

Ｄ：Ｃの期間に対応する前年１か月間の売上高等

（　　　　年　　　　　月） 円

（ロ）（イ）の期間も含めた今後３か月間の売上高等

減少率 ％（実績見込み）

Ｅ：Ｃの期間後２か月間の見込み売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

Ｆ：Ｅの期間に対応する前年の２か月間の売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

「　　　番　　号　　　」

令和 年 月 日

申請のとおり、相違ないことを認定します。

（注）信用保証協会への申込期間

年 月 日から 年 月 日まで

認定者名

(留意事項)

　私は○○○○○○が、　　　　年　　月　　日から○○○○（注）を行っていることにより、下記のとおり同

事業者との間接的な取引の連鎖関係について売上高等の減少が生じているため、経営の安定に支障

が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第２号ロの規定に基づき認定されるようお

願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 2 号

ロ の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （① － ロ － （１ ） ）（ 例 ）

申 請 者

住 所

氏 名

（注）○○○○には、経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容に応じ、「店舗の閉鎖」等を入れる。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から３０日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、
　　 保証の申込みを行うことが必要です。

記

Ｄ－Ｃ
×１００

Ｄ

（ Ｄ ＋ Ｆ ） － （ Ｃ ＋ Ｅ ）
×１００

Ｄ＋Ｆ
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様式第２－①－ロー（２）

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年 月 日

２　○○○○○○に対する取引依存度 ％（Ａ／Ｂ）

Ａ　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までの○○○○○○に関連する取引額等

円

Ｂ　上記期間中の全取引額等 円

３　売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ｃ：事業活動の制限を受けた後最近１か月間の売上高等
（　　　　年　　　　　月） 円

Ｄ：事業活動の制限を受ける直前３か月間の月平均売上高等

（　　　　年　　　　　月～　　　　　　年　　　　　月） 円

（ロ）最近３か月間の売上高等の実績見込み

減少率 ％（実績見込み）

Ｅ：Ｃの期間後２か月間の見込み売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

Ｆ：事業活動の制限を受ける直前３か月間の売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

「　　　番　　号　　　」

令和 年 月 日

申請のとおり、相違ないことを認定します。

（注）信用保証協会への申込期間

年 月 日から 年 月 日まで

認定者名

(留意事項)

（注）○○○○には、経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容に応じ、「店舗の閉鎖」等を入れる。

　②本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から３０日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、
　　 保証の申込みを行うことが必要です。

記

Ｄ－Ｃ
×１００

Ｄ

Ｆ － （ Ｃ ＋ Ｅ ）
×１００

Ｆ

　①本様式は、業歴１年１か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情
がある場合に使用します。

　私は○○○○○○が、　　　　年　　月　　日から○○○○（注）を行っていることにより、下記のとおり

同事業者との間接的な取引の連鎖関係について売上高等の減少が生じているため、経営の安定に

支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第２号ロの規定に基づき認定されるよ

うお願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 2 号

ロの規定による認定申請書（①－ロ－（２））（例）

申 請 者

住 所

氏 名
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様式第２－①－ロー（３）

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年 月 日

２　○○○○○○に対する取引依存度 ％（Ａ／Ｂ）

Ａ　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までの○○○○○○に関連する取引額等

円

Ｂ　上記期間中の全取引額等 円

３　売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ｃ：事業活動の制限を受けた後最近１か月間の売上高等

（　　　　年　　　　　月） 円

Ｄ：事業活動の制限を受けた直後３か月間の月平均売上高等

（　　　　年　　　　　月～　　　　　　年　　　　　月） 円

（ロ）最近３か月間の売上高等の実績見込み

減少率 ％（実績見込み）

Ｅ：Ｃの期間後２か月間の見込み売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

Ｆ：事業活動の制限を受けた直後３か月間の売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

「　　　番　　号　　　」

令和 年 月 日

申請のとおり、相違ないことを認定します。

（注）信用保証協会への申込期間

年 月 日から 年 月 日まで

認定者名

(留意事項)

　私は○○○○○○が、　　　　年　　月　　日から○○○○（注）を行っていることにより、下記のとおり同

事業者との間接的な取引の連鎖関係について売上高等の減少が生じているため、経営の安定に支障

が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第２号ロの規定に基づき認定されるようお

願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 2 号

ロの規定による認定申請書（①－ロ－（３））（例）

申 請 者

住 所

氏 名

（注）○○○○には、経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容に応じ、「店舗の閉鎖」等を入れる。

　②本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から３０日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、
　　 保証の申込みを行うことが必要です。

記

Ｄ－Ｃ
×１００

Ｄ

Ｆ － （ Ｃ ＋ Ｅ ）
×１００

Ｆ

　①本様式は、業歴１年１か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情
がある場合に使用します。
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様式第２－①－ハー（１）

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年 月 日

２　売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ａ：事業活動の制限を受けた後最近１か月間の売上高等

（　　　　年　　　　　月） 円
B：Ａの期間に対応する前年１か月間の売上高等

（　　　　年　　　　　月） 円

（ロ）（イ）の期間も含めた今後３か月間の売上高等

減少率 ％（実績見込み）

Ｃ：Ａの期間後２か月間の見込み売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

D：Ｃの期間に対応する前年の２か月間の売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

「　　　番　　号　　　」

令和 年 月 日

申請のとおり、相違ないことを認定します。

（注）信用保証協会への申込期間

年 月 日から 年 月 日まで

認定者名

(留意事項)

　私は○○○○○○が、　　　　年　　月　　日から○○○○（注）を行っていることにより、下記のとおり売

上高等の減少が生じているため、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２

条第５項第２号ハの規定に基づき認定されるようお願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 2 号

ロ の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （ ① － ハ － （ １ ） ） （ 例 ）

申 請 者

住 所

氏 名

（注）○○○○には、経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容に応じ、「店舗の閉鎖」等を入れる。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から３０日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、
　　 保証の申込みを行うことが必要です。

記

B－Ａ
×１００

B

（ B ＋ D ） － （ Ａ ＋ Ｃ ）
×１００

B＋D

-102-



様式第２－①－ハー（２）

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年 月 日

２　売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ａ：事業活動の制限を受けた後最近１か月間の売上高等

（　　　　年　　　　　月） 円

B：事業活動の制限を受ける直前３か月間の月平均売上高等

（　　　　年　　　　　月～　　　　　年　　　　　月） 円

（ロ）最近３か月間の売上高等の実績見込み

減少率 ％（実績見込み）

Ｃ：Ａの期間後２か月間の見込み売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

D：事業活動の制限を受ける直前３か月間の売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

「　　　番　　号　　　」

令和 年 月 日

申請のとおり、相違ないことを認定します。

（注）信用保証協会への申込期間

年 月 日から 年 月 日まで

認定者名

(留意事項)

（注）○○○○には、経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容に応じ、「店舗の閉鎖」等を入れる。

　②本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から３０日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、
　　 保証の申込みを行うことが必要です。

記

B－Ａ
×１００

B

D － （ Ａ ＋ Ｃ ）
×１００

D

　①本様式は、業歴１年１か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情
がある場合に使用します。

　私は○○○○○○が、　　　　年　　月　　日から○○○○（注）を行っていることにより、下記のとおり売

上高等の減少が生じているため、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第

２条第５項第２号ハの規定に基づき認定されるようお願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 2 号

ロ の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （ ① － ハ － （ ２ ） ） （ 例 ）

申 請 者

住 所

氏 名
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様式第２－①－ハー（３）

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年 月 日

２　売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ａ：事業活動の制限を受けた後最近１か月間の売上高等

（　　　　年　　　　　月） 円

B：事業活動の制限を受けた直後３か月間の月平均売上高等

（　　　　年　　　　　月～　　　　　年　　　　　月） 円

（ロ）最近３か月間の売上高等の実績見込み

減少率 ％（実績見込み）

Ｃ：Ａの期間後２か月間の見込み売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

D：事業活動の制限を受けた直後３か月間の売上高等

（　　　　年　　　月～　　　　　年　　　　月） 円

「　　　番　　号　　　」

令和 年 月 日

申請のとおり、相違ないことを認定します。

（注）信用保証協会への申込期間

年 月 日から 年 月 日まで

認定者名

(留意事項)

（注）○○○○には、経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容に応じ、「店舗の閉鎖」等を入れる。

　②本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から３０日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、
　　 保証の申込みを行うことが必要です。

記

B－Ａ
×１００

B

D － （ Ａ ＋ Ｃ ）
×１００

D

　①本様式は、業歴１年１か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情
がある場合に使用します。

　私は○○○○○○が、　　　　年　　月　　日から○○○○（注）を行っていることにより、下記のとおり売

上高等の減少が生じているため、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第

２条第５項第２号ハの規定に基づき認定されるようお願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 2 号

ロ の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （ ① － ハ － （ ３ ） ） （ 例 ）

申 請 者

住 所

氏 名
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様式第３

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年　　　　月　　　　日

２　（１）売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）(注3)

Ａ：災害等の発生における最近１か月間の売上高等 円(注3)

Ｂ：Ａの期間に対応する前年１か月間の売上高等 円(注3)

（ロ）最近３か月間の売上高等の実績見込み

減少率 ％（実績見込み）(注3)

Ｃ：Ａの期間後２か月間の見込み売上高等 円(注3)

Ｄ：Ｃの期間に対応する前年の２か月間の売上高等 円(注3)

３　売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由

(留意事項)

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、
　　 経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

(注１)○○○には、別表に掲げる業種名を入れる。複数の業種に属する事業を行っている場合は、主たる事業
       （売上高等が最大である事業）が属する業種名を入れる。

(注３)複数の業種に属する事業を行っている場合、主たる事業が属する業種の減少率等と申請者全体の減少
        率等の両方を記入する。

(注２)○○○○には、「災害その他突発的に生じた事由」を入れる。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　私は○○○業(注１)を営んでいるが、○○○○（注２）の発生に起因して、下記のとおり、経営の安定に

支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第３号の規定に基づき認定されるよう

お願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 3 号

の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （ 例 ）

申 請 者

住 所

氏 名

記

Ｂ－Ａ
×１００

Ｂ

（ Ｂ ＋ Ｄ ） － （ Ａ ＋ Ｃ ）
×１００

Ｂ＋Ｄ
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様式第４－①

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年　　　　月　　　　日

２　（１）売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ａ：災害等の発生における最近１か月間の売上高等 円

Ｂ：Ａの期間に対応する前年１か月間の売上高等 円

（ロ）最近３か月間の売上高等の実績見込み

減少率 ％（実績見込み）

Ｃ：Ａの期間後２か月間の見込み売上高等 円

Ｄ：Ｃの期間に対応する前年の２か月間の売上高等 円

３　売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由

(留意事項)

（ Ｂ ＋ Ｄ ） － （ Ａ ＋ Ｃ ）
×１００

Ｂ＋Ｄ

（注）○○○には、「災害その他突発的に生じた事由」を入れる。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

記

Ｂ－Ａ
×１００

　私は、○○○(注)の発生に起因して、下記のとおり、経営の安定に支障が生じておりますので、中小

企業信用保険法第２条第５項第４号の規定に基づき認定されるようお願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 4 号

の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （ 例 ）

申 請 者

住 所

氏 名

Ｂ
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様式第４－②

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年　　　　月　　　　日

２　（１）売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ａ：災害等の発生における最近１か月間の売上高等 円

Ｂ：災害等の発生直前における月平均売上高等 円

（ロ）最近３か月間の売上高等の実績見込み

減少率 ％（実績見込み）

Ｃ：Ａの期間後２か月間の見込み売上高等 円

Ｄ：災害等の発生直前３か月間の売上高 円

３　売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由

(留意事項)

Ｄ － （ Ａ ＋ Ｃ ）
×１００

Ｄ

（注）○○○には、「災害その他突発的に生じた事由」を入れる。

　②本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　③市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

　①本様式は、業歴３か月以上１年１か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が
　　適当でない特段の事情がある場合に使用します。

記

Ｂ－Ａ
×１００

　私は、○○○(注)の発生に起因して、下記のとおり、経営の安定に支障が生じておりますので、中小

企業信用保険法第２条第５項第４号の規定に基づき認定されるようお願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 4 号

の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （ 例 ）

申 請 者

住 所

氏 名

Ｂ
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様式第４－③

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　事業開始年月日 年　　　　月　　　　日

２　（１）売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ａ：災害等の発生後における最近１か月間の売上高等 円

Ｂ：Ａを含む最近３か月間の月平均売上高 円

（ロ）最近３か月間の売上高等の実績見込み

減少率 ％（実績見込み）

Ｃ：Ａの期間後２か月間の見込み売上高等 円

Ｄ：Aを含む最近３か月間の売上高 円

３　売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由

(留意事項)

記

Ｂ－Ａ
×１００

　私は、○○○(注)の発生に起因して、下記のとおり、経営の安定に支障が生じておりますので、中小

企業信用保険法第２条第５項第４号の規定に基づき認定されるようお願いします。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 2 条 第 5 項 第 4 号

の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （ 例 ）

申 請 者

住 所

氏 名

Ｂ

Ｄ － （ Ａ ＋ Ｃ ）
×１００

Ｄ

（注）○○○には、「災害その他突発的に生じた事由」を入れる。

　②本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　③市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

　①本様式は、業歴３か月以上１年１か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が
　　適当でない特段の事情がある場合に使用します。
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様式第５－（イ）－①

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

（表）

売上高等

減少率 ％

Ａ：申込時点における最近３か月間の売上高等 円（注３）

Ｂ：Ａの期間に対応する前年の３か月間の売上高等 円（注３）

(留意事項)
　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

記

Ｂ－Ａ
×１００

Ｂ

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（イ－①）　（例）

申 請 者

住 所

氏 名

　私は、表に記載する業を営んでいるが、下記のとおり、○○○○(注２)が生じているため、経営の安定

に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定に基づき認定されるよ

うお願いします。

認定権者記載欄

(注２)○○○○には、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」等を入れる。
(注３)企業全体の売上高等を記載。

(注１)本様式は、１つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て
　　　指定業種に属する場合に使用する。

※表には営んでいる事業が属する業種（日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名）を全て
記載（当該業種は全て指定業種であることが必要）。当該業種が複数ある場合には、その中で、最
近1年間で最も売上高等が大きい事業が属する業種を左上の太枠に記載。
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様式第５－（イ）－②

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

売上高等

主たる業種の減少率 ％

全体の減少率 ％

Ａ：申込時点における最近３か月間の売上高等

主たる業種の売上高等 円

全体の売上高等 円

Ｂ：Ａの期間に対応する前年３か月間の売上高等

主たる業種の売上高等 円

全体の売上高等 円

(留意事項)

認定権者記載欄

(注１)本様式は、主たる事業（最近１年間の売上高等が最も大きい事業）が属する業種（主たる業種）が指
　　　定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場
　　　合に使用する。

(注２)○○○には、主たる事業が属する業種（日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名）を記載。

Ｂ－Ａ
×１００

Ｂ

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（イ－②）　（例）

申 請 者

住 所

氏 名

　私は、○○○業(注２)を営んでいるが、下記のとおり、○○○○（注３）が生じているため、経営の安定に

支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定に基づき認定されるよう

お願いします。

記

(注３)○○○○には、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」等を入れる。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
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様式第５－（イ）－③

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

（表）

売上高等

割合 ％

Ａ：申込時点における最近３か月間の指定業種に属する事業の売上高等 円

Ｂ：Ａの期間に対応する前年の３か月間の指定業種に属する事業の売上高等 円

Ｄ：Ａの期間に対応する前年の３か月間の全体の売上高等 円

（ ２ ） 企業全体の売上高等の減少率

減少率 ％

Ｃ：Ａの期間の全体の売上高等 円

Ｄ：Ａの期間に対応する前年の３か月間の全体の売上高等 円

(留意事項)

(注２)○○○○には、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」等を入れる。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

（ １ ）前年の企業全体の売上高等に対する、上記の表に記載した指定業種（ 以下同じ。）に属する事
業の売上高等の減少額等の割合

Ｂ－Ａ

Ｄ
×１００

Ｄ－Ｃ
×１００

Ｄ

(注１)本様式は、指定業種に属する事業の売上高等の減少が 申請者全体の売上高等に相当程度の影響
　　　を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用する。

※表には、指定業種であって、売上高等の減少が生じている事業が属する業種（ 日本標準産業分
類の細分類番号と細分類業種名） を記載。当該指定業種が複数ある場合には、その中で、最近１
年間で最も売上高等が大きい事業が属する指定業種を左上の太枠に記載。

記

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（イ－③）　（例）

申 請 者

住 所

氏 名

　私は、表に記載する業を営んでいるが、下記のとおり、○○○(注２)が生じているため、経営の安定に
支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定に基づき認定されるよう

お願いします。

認定権者記載欄
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様式第５－（イ）－④

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

（表）

売上高等

減少率 ％

Ａ：申込時点における最近３か月間の売上高等 円（注３）

B：Ａの期間に対応する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期

の３か月間の売上高等 円

(留意事項)

認定権者記載欄

記

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（イ－④）　（例）

申 請 者

住 所

氏 名

　私は、表に記載する業を営んでいるが、新型コロナウイルス感染症の発生の影響に起因して、下記
のとおり、○○○(注２)が生じているため、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保

険法第２条第５項第５号の規定に基づき認定されるようお願いします。

B－A
×１００

B

(注１)本様式は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、１つの指定業種に属す
る事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。

※表には、指定業種であって、売上高等の減少が生じている事業が属する業種（ 日本標準産業分
類の細分類番号と細分類業種名） を記載。当該指定業種が複数ある場合には、その中で、最近１
年間で最も売上高等が大きい事業が属する指定業種を左上の太枠に記載。

(注２)○○○○には、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」等を入れる。
(注３)企業全体の売上高等を記載。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
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様式第５－（イ）－⑤

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

記

売上高等

主たる業種の減少率　　　　　　　　　　　　　％％

全体の減少率 ％

Ａ：申込時点における最近３か月間の売上高等

主たる業種の売上高等　　　　　　　　　　　　　％円

全体の売上高等 円

B：Ａの期間に対応する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期

の３か月間の売上高等

主たる業種の売上高等　　　　　　　　　　　　　％円

全体の売上高等 円

(留意事項)

(注３)○○○○には、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」等を入れる。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

B－A
×１００

B

(注１)本様式は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、主たる事業（最近１年間
の売上高等が最も大きい事業）が属する業種（主たる業種）が指定業種である場合であって、主たる業種
及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用する。

(注２)○○○には、主たる事業が属する業種（日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名）を記載。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（イ－⑤）　（例）

申 請 者

住 所

氏 名

　私は、○○○業（注２）を営んでいるが、新型コロナウイルス感染症の発生の影響に起因して、下記の
とおり、○○○○(注３)が生じているため、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保

険法第２条第５項第５号の規定に基づき認定されるようお願いします。

認定権者記載欄
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様式第５－（イ）－⑥

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

記

（表）

売上高等

割合 ％

Ａ：申込時点における最近３か月間の指定業種に属する事業の売上高等 円

B：Ａの期間に対応する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の

３か月間の指定業種に属する事業の売上高等 円

D：Ａの期間に対応する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の

３か月間の全体の売上高等 円

減少率 ％

Ｃ：Ａの期間の全体の売上高等 円

Ｄ：Ａの期間に対応する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の

３か月間の全体の売上高等 円

(留意事項)

認定権者記載欄

B－A
×１００

D

(注１)本様式は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、指定業種に属する事業
の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体
の売上高等が認定基準を満たす場合に使用する。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（イ－⑥）　（例）

申 請 者

住 所

氏 名

　私は、表に記載する業を営んでいるが、新型コロナウイルス感染症の発生の影響に起因して、下記

のとおり、○○○○(注２)が生じているため、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用

保険法第２条第５項第５号の規定に基づき認定されるようお願いします。

(注２)○○○○には、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」等を入れる。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

※表には、指定業種であって、売上高等の減少が生じている事業が属する業種（ 日本標準産業分
類の細分類番号と細分類業種名） を記載。当該指定業種が複数ある場合には、その中で、最近１
年間で最も売上高等が大きい事業が属する指定業種を左上の太枠に記載。

（１）新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の企業全体の売上高等に対する、上記
の表に記載した指定業種（以下同じ。）に属する事業の売上高等の減少額等の割合

（２）企業全体の売上高等の減少率

D－C
×１００

D
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様式第５－（イ）－⑦

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

記
（表）

売上高等

（イ）最近１か月間の売上高等

減少率 ％（実績）

Ａ：申込時点における最近１か月間の売上高等 円

B：Ａの期間前２か月間の売上高等 円

C：最近３か月間の売上高等の平均

円

(留意事項)

　私は、表に記載する業を営んでいるが、下記のとおり、○○○○(注２)が生じているため、経営の安定
に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定に基づき認定されるよ

うお願いします。

（A+B）
×１００

3

(注３)企業全体の売上高等を記載。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

※表には営んでいる事業が属する業種（日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名）を全て
記載（当該業種は全て指定業種であることが必要）。当該業種が複数ある場合には、その中で、最
近１年間で最も売上高等が大きい事業が属する業種を左上の太枠に記載。

(注２)○○○○には、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」等を入れる。

認定権者記載欄

C－A
×１００

C

(注１)本様式は、１つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て
指定業種に属する場合であって、業歴３か月以上１年３か月未満の場合に使用します。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（イ－⑦）　（例）

申 請 者

住 所

氏 名
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様式第５－（イ）－⑧

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

記
売上高等
（イ）最近１か月間の売上高等

主たる業種の減少率　　　　　　　　　　　　　％％

全体の減少率 ％

Ａ：申込時点における最近１か月間の売上高等

主たる業種の売上高等　　　　　　　　　　　　　％円

全体の売上高等 円

B：Ａの期間前２か月の売上高等

主たる業種の売上高等　　　　　　　　　　　　　％円

全体の売上高等 円

C：最近３か月間の売上高等の平均

主たる業種の売上高等　　　　　　　　　　　　　円

全体の売上高等 円

(留意事項)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（イ－⑧）　（例）

申 請 者

住 所

氏 名

認定権者記載欄

　私は、○○○業（注２）を営んでいるが、下記のとおり、○○○○(注３)が生じているため、経営の安定に
支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定に基づき認定されるよう

お願いします。

(注３)○○○○には、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」等を入れる。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

C－A

(注２)○○○には、主たる事業が属する業種（日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名）を記載。

(注１)本様式は、業歴３か月以上１年３か月未満の場合で、主たる事業（最近１年間の売上高等が最も大き
い事業）が属する業種（主たる業種）が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上
高等の双方が認定基準を満たす場合に使用する。

×１００
C

（A+B）

3
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様式第５－（イ）－⑨

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

記
（表）

売上高等

割合 ％

Ａ：申込時点における最近１か月間の指定業種に属する事業の売上高等 円

B：Ａの期間前２か月の指定業種に属する事業の売上高等 円

C：最近３か月間の指定業種に属する事業の売上高等の平均 円

D：Ａの期間に対応する企業全体の売上高等 円

E：Bの期間に対応する企業全体の売上高等 円

減少率 ％

F：最近３か月間の企業全体の売上高等の平均 円

(留意事項)

(注２)○○○には、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」等を入れる。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

※表には、指定業種であって、売上高等の減少が生じている事業が属する業種（ 日本標準産業分
類の細分類番号と細分類業種名） を記載。当該指定業種が複数ある場合には、その中で、最近１
年間で最も売上高等が大きい事業が属する指定業種を左上の太枠に記載。

（１）最近３か月間の企業全体の売上高等の平均に対する、上記の表に記載した指定業種（以下同
じ。）に属する事業の最近１か月間の売上高等の減少額等の割合

（２）企業全体の売上高等の減少率

F－D
×１００

F

Ｃ－A
×１００

（D+E）/３

(注１)本様式は、業歴３か月以上１年３か月未満の場合で、指定業種に属する事業の売上高等の減少が
申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基
準を満たす場合に使用する。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（イ－⑨）　（例）

申 請 者

住 所

氏 名

　私は、表に記載する業を営んでいるが、下記のとおり、○○○(注２)が生じているため、経営の安定に
支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定に基づき認定されるよう
お願いします。

A+B

3

D+E

3

認定権者記載欄
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様式第５－（ロ）－①

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者氏名）

（表）

①原油等の仕入単価の上昇（注２）

Ｅ

ｅ 上昇率 ％

Ｅ：原油等の最近１か月間における平均仕入れ単価 円（注４）

ｅ：Ｅの期間に対応する前年１か月間の平均仕入れ単価 円（注４）

②原油等が売上原価に占める割合（注２）

Ｓ

Ｃ 依存率 ％

Ｃ：申込時点における最新の売上原価 円（注４）

Ｓ：Ｃの売上原価に対応する原油等の仕入価格 円（注４）

③製品等価格への転嫁の状況（注３）

Ａ ａ

Ｂ ｂ Ｐ＝

Ａ：申込時点における最近３か月間の原油等の仕入価格 円（注４）

ａ：Ａの期間に対応する前年３か月間の原油等の仕入価格 円（注４）

Ｂ：申込時点における最近３か月間の売上高 円（注４）

ｂ：Ｂの期間に対応する前年３か月間の売上高 円（注４）

(留意事項)

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

×１００－１００

×１００

－ ＝

(注４)申請者全体の値を記載。

(注１)本様式は、１つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て
　　　指定業種に属する場合に使用する。
(注２)上昇率及び依存率が２０％以上となっていること。
(注３)Ｐ＞０となっていること。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

※表には営んでいる事業が属する業種（ 日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名） を全
て記載（ 当該業種は全て指定業種であることが必要） 。当該業種が複数ある場合には、その中
で、最近１ 年間で最も売上高等が大きい事業が属する業種を左上の太枠に記載。

Ｐ

記

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（ロ－①）　（例）

申 請 者

住 所

氏 名

　私は、表に記載する業を営んでいるが、下記のとおり、主要原材料である原油及び石油製品（以下
「原油等」という。）の価格が著しく上昇しているにもかかわらず、製品等価格の引上げが著しく困難で
あるため、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定
に基づき認定されるようお願いします。

認定権者記載欄
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様式第５－（ロ）－②

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

①原油等の仕入単価の上昇（注３）

Ｅ 主たる業種に係る上昇率 ％
ｅ 全体に係る上昇率 ％

Ｅ：原油等の最近１か月間における平均仕入れ単価 主たる業種に係る平均仕入単価 円
全体に係る平均仕入単価 円

ｅ：Ｅの期間に対応する前年１か月間の平均仕入れ単価 主たる業種に係る平均仕入単価 円
全体に係る平均仕入単価 円

②原油等が売上原価に占める割合（注３）

Ｓ 主たる業種に係る依存率 ％
Ｃ 全体に係る依存率 ％

Ｃ：申込時点における最新の売上原価 主たる業種に係る売上原価 円
全体にかかる売上原価 円

Ｓ：Ｃの売上原価に対応する原油等の仕入価格 主たる業種に係る仕入れ価格 円
全体に係る仕入れ価格 円

③製品等価格への転嫁の状況（注４）

Ａ ａ 主たる業種に係る転嫁の状況　P=

Ｂ ｂ 全体に係る転嫁の状況　P=

Ａ：申込時点における最近３か月間の原油等の仕入価格 主たる業種に係る仕入価格 円
全体に係る仕入価格 円

ａ：Ａの期間に対応する前年３か月間の原油等の仕入価格 主たる業種に係る仕入価格 円
全体に係る仕入価格 円

Ｂ：申込時点における最近３か月間の売上高 主たる業種に係る売上高 円
全体に係る売上高 円

ｂ：Ｂの期間に対応する前年３か月間の売上高 主たる業種に係る売上高 円
全体に係る売上高 円

(留意事項)

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、
　　 経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

×１００－１００

×１００

－ ＝ Ｐ

(注１)本様式は、主たる事業（最近１年間の売上高等が最も大きい事業）が属する業種（主たる業種）が指定業種
　　　 である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合に使用する。

氏 名

(注２)○○○には、主たる事業が属する指定業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載。

(注３)主たる業種及び申請者全体の原油等の仕入単価、売上原価、原油等の仕入価格を記載。上昇率及び
　　　 依存率が２０％以上となっていること。

(注４)主たる業種及び申請者全体の原油等の仕入価格、売上高を記載。Ｐ＞０となっていること。

認定権者記載欄

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（ロ－②）　（例）

申 請 者

住 所

　私は、○○○業（注２）を営んでいるが、下記のとおり、主要原材料である原油及び石油製品（以下「原油
等」という。）の価格が著しく上昇しているにもかかわらず、製品等価格の引上げが著しく困難であるた
め、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定に基づき
認定されるようお願いします。

記
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様式第５－（ロ）－③

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

①上記の表に記載した指定業種（以下同じ。）に係る原油等の仕入単価の上昇（注２）

Ｅ
ｅ 上昇率 ％

Ｅ：指定業種に係る原油等の最近１か月間における平均仕入れ単価 円
ｅ：指定業種に係るＥの期間に対応する前年１か月間の平均仕入れ単価 円

②全体の売上原価のうち指定業種に係る原油等の仕入価格が占める割合（注２）

Ｓ
Ｃ 依存率 ％

Ｃ：申込時点における最新の全体の売上原価 円
Ｓ：Ｃの売上原価に対応する指定業種に係る原油等の仕入価格 円

③－１　指定業種に係る製品等価格への転嫁の状況（注３）

Ｐ１＝
Ａ１：申込時点における最近３か月間の指定業種に係る原油等の仕入価格 円
ａ１：Ａ１の期間に対応する前年３か月間の指定業種に係る原油等の仕入価格 円
Ｂ１：申込時点における最近３か月間の指定業種に係る売上高 円
ｂ１：Ｂ１の期間に対応する前年３か月間の指定業種に係る売上高 円

③－２　全体に係る製品等価格への転嫁の状況（注３）

Ｐ２＝
Ａ１：申込時点における最近３か月間の指定業種に係る原油等の仕入価格 円
ａ１：Ａ１の期間に対応する前年３か月間の指定業種に係る原油等の仕入価格 円
Ｂ２：申込時点における最近３か月間の全体の売上高 円
ｂ２：Ｂ２の期間に対応する前年３か月間の全体の売上高 円

(留意事項)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書（ロ－③）　（例）

申 請 者

住 所

氏 名

　私は、表に記載する業を営んでいるが、下記のとおり、主要原材料である原油及び石油製品（以下
「原油等」という。）の価格が著しく上昇しているにもかかわらず、製品等価格の引上げが著しく困難で
あるため、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定
に基づき認定されるようお願いします。（表)

記

×１００－１００

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

Ｐ２
Ｂ２ ｂ２

(注３)Ｐ１＞０、かつ、Ｐ２＞０となっていること。

ａ１

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

認定権者記載欄

※ 表には、指定業種であって、原油等の価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていない事業が属す
る業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載。当該指定業種が複数ある場合に
は、その中で、最近１ 年間で最も売上高等が大きい事業が属する指定業種を左上の太枠に記載。

Ａ１
Ｂ１

ａ１
ｂ１

×１００

－ ＝

(注１)本様式は、指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格
　　　に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合に使用する。
(注２)上昇率及び依存率が２０％以上となっていること。

Ｐ１

Ａ１
－ ＝
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様式第６

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　○○○○○○に対する借入

　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までの○○○○○○に

対する借入額 円

(留意事項)

６ 号 の 規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （ 例 ）

申 請 者

住 所

氏 名

(注)○○○○○○には、金融機関の名称を記入する。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 ２ 条 第 ５ 項 第

記

　私は○○○○○○が破綻金融機関等となったことに伴い、金融取引の正常化を図るため、破綻金融
機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていますので、中小企業信用保険法第２

条第５項第６号の規定に基づき認定されるようお願いします。
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様式第７

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

１　金融機関からの総借入金残高のうち、○○○○からの借入金残高の占める割合

％（A/B)

Ａ　　　　　年　　　月　　　日の○○○○からの借入金残高 円

Ｂ　　　　　年　　　月　　　日の金融機関からの総借入金残高 円

２　○○○○からの借入金残高の減少率 ％（（D-C)/D×１００）

Ｃ　　　　　年　　　月　　　日の○○○○からの借入金残高 円

Ｄ　　　　　年　　　月　　　日（Ｃの前年同期を記入のこと）の○○○○からの借入金残高

円

３　金融機関からの総借入金残高の減少率 ％（（F-E)/F×１００）

Ｅ　　　　　年　　　月　　　日の金融機関からの総借入金残高 円

Ｆ　　　　　年　　　月　　　日（Ｅの前年同期を記入のこと）の金融機関からの総借入金残高

円

(留意事項)

　私は○○○○（注１）が経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を行っていることにより、下記
のとおり、借入れの減少が生じ、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２

条第５項第７号の規定に基づき認定されるようお願いします。

記

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

(注１)○○○○には、経済産業大臣が指定する金融取引の調整を行っている金融機関の名称を記入する
　　　こと。

(注２)申請者の全ての金融機関からの総借入金残高及び○○○○からの借入金残高が確認可能な残高
　　　証明書、財務諸表、借入証書等を添付すること。

氏 名

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 ２ 条 第 ５ 項 第 ７ 号 の

規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （ 例 ）

申 請 者

住 所
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様式第８

　　年　　月　　日

　（市町村長又は特別区長） 殿

（名称及び代表者の氏名）

％（A/B)

Ａ　　　　　年　　　月　　　日の金融機関からの総借入金残高 円

Ｂ　　　　　年　　　月　　　日（Ａの前年同期を記入のこと）の金融機関からの総借入金残高

円

(留意事項)

　私は、下記のとおり、○○○○（注１）が株式会社整理回収機構（東京都千代田区丸の内３丁目４番２
号）又は株式会社産業再生機構に、当社に対する貸付債権を譲渡したことにより、金融機関との金融
取引において借入れの減少が生じ、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法
第２条第５項第８号の規定に基づき認定されるようお願いします。

記

(注１)○○○○には、当該貸付債権の譲渡をした金融機関の名称を記入すること。

(注２)貸付債権が譲渡された事実を確認できる資料として、金融機関○○○○から受け取った債権譲渡
　　　通知書等を添付すること。

　①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

　②市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に
　　対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

１．○○○○（注１）が株式会社整理回収機構又は株式会社産業再生機構に、当社に対する貸付債権
　　を譲渡したことを確認できる資料は、別添１のとおり。（注２）

２．金融機関からの総借入金残高が減少していることを確認できる資料は、別添２のとおり。（注３）

３．当社の事業計画書（事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規

　　定した経営計画書）は、別添３のとおり。（注４）

４．当社が、株式会社整理回収機構から同社に対する債務に係る返済条件の変更を受けていること
　　又は株式会社産業再生機構法（平成１５年法律第２７号）第２２条第３項に規定する支援決定を受

　　けていることが確認できる資料は、別添４のとおり。（注５）

(注３)申請者の全ての金融機関からの総借入金残高及び○○○○からの借入金残高が確認可能な残高
　　　証明書、財務諸表、借入証書等を添付すること。

(注４)事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事業計画（様式
　　　自由）を作成し、添付すること。
(注５)①株式会社整理回収機構から同社に対する債務に係る返済条件の変更を受けていることが確認で
　　　　　きる資料としては、○○○○による貸付債権の譲渡時の借入れに係る約定書及び当該借入れに
　　　　　係る返済条件の変更がなされた株式会社整理回収機構との約定書を添付すること。
　　　②株式会社産業再生機構法第２２条第３項に規定する支援決定を受けていることが確認できる資料
　　　　としては、当該支援決定を行ったことについて産業再生機構が申込者に対して発出した通知を添付
　　　　すること。

氏 名

中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 ２ 条 第 ５ 項 第 ８ 号 の

規 定 に よ る 認 定 申 請 書 （ 例 ）

申 請 者

住 所
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＜県庁等関係課（所）＞

大 分 県 ０ ９ ７ （ ５ ０ ６ ） ３ ２ ２ ６

〃 振 興 局 ０ ９ ７ ８ （ ７ ２ ） ０ ８ ５ ７

〃 〃 ０ ９ ７ （ ５ ０ ６ ） ５ ７ ２ ７

〃 〃 ０ ９ ７ ２ （ ２ ２ ） ９ ０ ７ ３

〃 〃 ０ ９ ７ ４ （ ６ ３ ） １ ２ ９ １

〃 〃 ０ ９ ７ ３ （ ２ ３ ） ５ ７ ３ ９

〃 〃 ０ ９ ７ ８ （ ３ ２ ） １ ３ ７ ３

０ ９ ７ （ ５ ９ ６ ） ７ １ ０ ０

０９７（５３３ ）０２２０

＜大分県信用保証協会＞

０ ９ ７ （ ５ ３ ２ ） ８ ３ ４ ８

＜商工会＞

０ ９ ７ （ ５ ３ ４ ） ９ ５ ０ ７

０ ９ ７ ８ （ ５ ３ ） ４ ３ ２ ０

０ ９ ７ ８ （ ８ ７ ） ３ ０ ２ ６

０ ９ ７ ８ （ ７ ２ ） ２ ０ ０ ０

０ ９ ７ ８ （ ６ ２ ） ２ ５ ３ ９

０ ９ ７ ７ （ ７ ２ ） ２ ２ ３ ２

０ ９ ７ （ ５ ８ ８ ） ０ １ ０ １

０ ９ ７ （ ５ ８ ２ ） ０ ０ ９ ４

０ ９ ７ ２ （ ４ ６ ） ０ ４ ０ ２

０ ９ ７ ２ （ ３ ３ ） ０ ２ １ ７

０ ９ ７ ４ （ ３ ２ ） ２ ３ ８ ９

０ ９ ７ ４ （ ２ ２ ） １ １ ９ ３

０ ９ ７ ４ （ ７ ６ ） ０ １ ５ １

０ ９ ７ ３ ( ７ ６ ） ２ ４ ２ ４

０ ９ ７ ３ ( ７ ２ ） １ ２ １ １

０ ９ ７ ３ （ ５ ７ ） ２ ９ ７ ６

０ ９ ７ ９ （ ５ ４ ） ２ ０ ７ ３

０ ９ ７ ８ （ ４ ４ ） ０ ３ ８ １

電 話 番 号

Ⅳ 関 係 機 関 ・ 団 体 等 一 覧

関 係 機 関 名 電 話 番 号

西 国 東

大 分 県 産 業 科 学 技 術 セ ン タ ー

（ 公 財 ） 大 分 県 産 業 創 造 機 構

東 部

中 部

南 部

豊 肥

西 部

北 部

商工観光労働部経営創造・金融課

関 係 機 関 名 電 話 番 号

関 係 機 関 名

　　　　〃

大 分 県 商 工 会 連 合 会

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

商 工 会

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

佐 伯 市 番 匠

佐 伯 市 あ ま べ

総 務 部 企 画 情 報 課 （ 保 証 対 象 業 種 な ど ）

野 津 町

　　　　〃

玖 珠 町

日 田 地 区

中 津 市 し も げ

豊 後 大 野 市

九 州 ア ル プ ス

九 重 町

姫 島 村

国 東 市

日 出 町

野 津 原 町

由 布 市

杵 築 市

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃宇 佐 両 院
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＜商工会議所＞

０ ９ ７ （ ５ ３ ６ ） ３ １ ３ １

０ ９ ７ ７ （ ２ ５ ） ３ ３ １ １

０ ９ ７ ９ （ ２ ２ ） ２ ２ ５ ０

０ ９ ７ ３ （ ２ ２ ） ３ １ ８ ４

０ ９ ７ ２ （ ２ ２ ） １ ５ ５ ０

０ ９ ７ ２ （ ６ ３ ） ８ ８ １ １

０ ９ ７ ２ （ ８ ２ ） ５ １ １ １

０ ９ ７ ４ （ ６ ３ ） ３ １ ６ １

０ ９ ７ ８ （ ２ ２ ） ２ ４ １ ２

０ ９ ７ ８ （ ３ ３ ） ３ ４ ３ ３

＜その他関係機関＞

０ ９ ７ （ ５ ３ ６ ） ６ ３ ３ １

０ ９ ７ （ ５ １ ３ ） １ ８ ６ ８

０ ９ ２ （ ２ ６ ３ ） １ ５ ０ ０

中 津

関 係 機 関 名 電 話 番 号

商 工 会 議 所大 分

別 府

宇 佐

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

日 田

佐 伯

臼 杵

津 久 見

竹 田

豊 後 高 田

関 係 機 関 名 電 話 番 号

大 分 県 中 小 企 業 団 体 中 央 会

ジ ェ ト ロ 大 分

中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 九 州 本 部
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